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第６章 新実施計画事業 

行政経営改革の取組み 
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１ 行政経営改革 10の視点に基づく取組み 

 

基本 
方針 

視点 取組みの考え方、取組み項目、頁 

区
民
に
信
頼
さ
れ
る
行
政
経
営
改
革
の
推
進 

１ 自治体改革の推進 

 

(1)都区制度改革、地方分権改革 

 0111 都区制度改革、地方分権改革 153 

(2)将来人口動向に応じた自治体経営 

 0121 今後の自治体経営のあり方研究、検討 154 

(3)自治体間連携等の推進 

 0131 自治体間連携等の推進（総合戦略） 155 

(4)ＤＸの取組みの推進 

 0141 ＤＸの取組みの推進 157 

２ 自治の推進と情報公

開、区民参加の促進 

(1)地域行政の推進 

 0211 地域行政の推進 159 

(2)情報公開の推進 

 0221 情報公開の推進 161 

 0222 広報機能の充実 163 

(3)区民参加の促進 

 0231 広聴機能の充実 165 

 0232 寄附文化の醸成とふるさと納税対策の推進 166 

３ 世田谷区役所、職員

の率先行動、職場改

革の推進 

(1)働き方改革に向けた取組み 

 
0311 勤務時間の適正管理及びワーク・ライフ・バ 

ランスの推進、ワークスタイル改革 
169 

 
0312 保育園入園事務における勤務時間の適正管 

理に向けた取組み 
171 

 
0313 妊娠期からの切れ目のない支援情報システ 

ムの構築 
173 

(2)エコ区役所の実現等、環境配慮行動の推進 

 0321 区役所全体のエネルギー使用量の削減 174 

(3)機能的な窓口の実現に向けた取組み 

 0331 機能的な窓口の実現に向けた取組み 176 

４ 執行体制の整備 
(1)執行体制の整備と人材育成 

 0411 執行体制の整備と人材育成  179 

持
続
可
能
で
強
固
な
財
政

基
盤
の
確
立 

５ 施策事業の必要性、

有効性、優先度の視

点やプロセス評価に

よる見直し 

(1)行政評価の充実（新公会計によるコスト分析等） 

 0511 新たな行政評価手法の構築 181 

 0512 効果的な新公会計制度の運用 183 

(2)社会情勢や区民ニーズに照らした事業の見直し 

 0521 なかまちＮＰＯセンターの見直し 185 

 
0522 区立保育園の今後のあり方（区立保育園の 

今後のあり方による取組み） 
186 
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基本 
方針 

視点 取組みの考え方、取組み項目、頁 

持
続
可
能
で
強
固
な
財
政
基
盤
の
確
立 

６ 民間活用や官民連携

によるサービスの向

上とコスト縮減 

(1)民間事業者の活用 

 
0611 専門性と効率性を両立した図書館ネットワ 

ークの構築 
187 

(2)官民連携の取組み 

 0621 官民連携の取組み 189 

(3)事業主体の民間への転換 

 0631 区立特別養護老人ホーム等の民営化 191 

７ 施策事業の効率化と

質の向上 

(1)補助金の見直し 

 0711 補助金の見直し 192 

(2)事業手法改善とコスト縮減 

 0721 情報化基盤の強化 193 

 0722 時代にあった業務改善の取組み 196 

 
0723 たまがわ花火大会 平瀬川会場における有 

料協賛席の設置 
197 

 0724 庁有車の削減（統廃合） 198 

 0725 事業手法の見直しによる効率化 199 

８ 区民負担等の適切な

見直し 

(1)使用料・利用料の見直し 

 0811 区民利用施設等の使用料・利用料の見直し 201 

資
産
等
の
有
効
活
用
に
よ
る
経
営
改
善 

９ 公有財産等の有効活  

用 

(1)公共施設の有効活用 

 
0911 老人休養ホームふじみ荘の有効活用と施設 

整備 
202 

(2)公有地等の有効活用 

 0921 公共施設跡地の民間への条件付貸付、売却 203 

10 税外収入確保策の推

進、債権管理の適正

化と収納率の向上 

(1)クラウドファンディングの活用 

 

1011 大蔵運動場陸上競技場スタンド整備 206 

1012 うままちプロジェクト（馬事公苑界わい魅力 

向上の取組み） 
207 

1013 宮坂区民センター周辺の活性化の取組み 208 

1014 クラウドファンディングの活用 

※平成 30 年度以降の新たな取組み 
209 

 1014-1認知症介護サポート事業 

 1014-2海外教育交流事業 

 1014-3玉川にぎわい創出プロジェクト 

 1014-4未来を担う子どもたちを応援 

 1014-5世田谷公園展示ＳＬ塗装プロジェクト 

 1014-6世田谷版ＷＥラブ赤ちゃんプロジェクト 

 1014-7医療的ケア児等を育てる世帯への支援事業 

 1014-8東京 2020 大会おもてなしプロジェクト 

 1014-9新庁舎等整備プロジェクト 
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基本 
方針 

視点 取組みの考え方、取組み項目、頁 

  

 
 
1014-10 新型コロナウイルスをともに乗りこえる寄

附金 

 1014-11医療的ケア児等世帯への災害時の支援策 

(2)広告事業による経費の削減 

 1021 区の刊行物等を活用した広告事業の推進 213 

(3)税外収入確保の取組み 

 1031 安全かつ効率的な公金運用 214 

 1032 公園を活用した税外収入の確保 215 

 
1033 ネーミングライツ、企業名称ＰＲ型官民連携 

事業の推進 
217 

(4)債権管理の適正化と収納率の向上 

 1041 債権管理重点プランに基づく取組み 219 
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新実施計画事業 行政経営改革 10の視点に基づく取組み推進状況の見方 

 

番
号 

 取組み名  所管部  

取
組
み
内
容 

 

※令和 2年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 

当初計画     

修正計画     

実  績     

 

当初計画     

修正計画     

実  績     

 
当初計画     

修正計画     

実績       

 
当初計画 

効果額(千円) ― ― ― ― 

累計額(千円) ― ― ― ― 

修正計画 

効果額(千円)  ― ― ― 

累計額(千円)  ― ― ― 

実  績 

効果額(千円) ―    

累計額(千円) ―    

 

効
果
額
の
種
類 

削減額 
事務改善や事業手法の見直し、または事業の廃止や統合等により、前年度に要した歳

出額と比較して削減した金額 

抑制額 
事業手法の見直し等により、従来の方法で実施した場合と比較して、新たに要する経

費（イニシャルコスト等）を抑制した金額 

歳入増 

新たな財源獲得の取組みにより、前年度の歳入と比較して増収した金額 

（寄附による財源獲得(0232、1014)は、当該年度の歳入から歳出を差し引いた金額、 

債権管理の適正化(1041)は、前年度より収納率が向上したことによる増収額） 

 

効果額の種類を記載 

＜効果額凡例＞ 

（数字）：効果額見込み額 

※：現時点では見込み額が積算できないが、 

財政効果が期待できるもの 

―：直接的な財政効果がないもの 

先頭に記載の部が代表部です。 

今後 4 年間の取組み方針や具体的な取組み内容を記載しています。 

具体的な年次別計画を記載しています。計画の内容は、取組みの進捗状

況や、新たな課題への対応などの必要に応じて、年度ごとに見直しを行

い、修正計画に記載してします。 

当初計画 

計画策定時（平成 30 年 3月）の内容を記載しています 

※計画策定時になかった取組みを新たに追加した場合は斜線 

修正計画 

各年度末実績を踏まえ、翌年度以降の計画を修正・具体化した場合、

記載しています 

※当初計画から変更がない場合、計画がない場合は「―」 

実績 

令和 2 年度実績は、令和 2 年 12 月末現在の令和 2 年度末実績見込み

を記載しています 
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【効果額・累計額の考え方】 

・効果額は、新たに生じる財政効果分のみを計上するため、原則、対前年度比の金額を記載しています。 

・一つの取組みから生じる効果額は、原則、初年度のみ財政効果があったものとみなし、翌年度以降には

計上しません。 

・累計額は、当該年度までの効果額を累計した金額を記載しています。 

 

■計画変更理由・内容等 

 

 

 

 

■実績について 

 

 

 

 

 

  

令和 2 年度末実績（見込み）を踏まえ、令和 3 年度の計画を修正・具体化した場合、 
その変更理由・内容等を記載しています。 

令和 2 年度末実績（見込み）について、補足的な説明が必要な場合、その内容を記載
しています。 
また、計画通りに実施できなかった取組みや、新たに実施した取組みのうち、「計画変
更理由・内容等」で記載していないものについて、理由や経緯、取組み内容等を記載
しています。 
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基本方針１ 区民に信頼される行政経営改革の推進 

◇視点０１ 自治体改革の推進 

 都区制度改革を始め、地方分権に向けた取組みを進め、自主財源の拡充にも取り組みま

す。また、国の地方分権改革の動向に的確に対応し、自立した自治体を目指します。 

（１）都区制度改革、地方分権改革 

移管事務等の具体化、権限委譲に伴う条例の制定などの準備について、検討を進めます。 

※令和 2 年度実績は見込み 

  

番
号 

0111 取組み名 都区制度改革、地方分権改革 所管部 政策経営部、各部 

取
組
み
内
容 

○地方分権一括法などの地方分権の動向に的確に対応するとともに、自治権の拡充に向けた取組みにつ

いて、他機関と連携・協力をしながら国や東京都への働きかけ等を実施します。 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

都区制度改革
に向けた取組
み(区民理解促
進に向けた周
知活動) 

当初計画 
区民理解促進に 
向けた検討 

検討に基づく 
取組み 

検討に基づく 
取組み 

検討に基づく 
取組み 

修正計画 ― ― 
自治権拡充に向
けた基礎調査・研
究 

自治権拡充に向
けた基礎調査・研
究を踏まえた検
討 

実  績 

都区財政調整制
度の改革試案に
ついて ～世田谷
区における独自
研究の取り組み
～（平成 30 年度
更新）の策定 

自治権拡充に向
けた基礎調査・研
究 

自治権拡充に向
けた基礎調査・
研究（地方交付
税算定を含めた
財政シミュレー
ション、関係法
令の整理等） 

 

地方分権改革
に向けた取組
み(提案募集方
式活用活性化) 

当初計画 

提案募集方式活
用活性化に向け

た検討 

検討に基づく 
取組み 

検討に基づく 
取組み 

検討に基づく 
取組み 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 

提案募集方式を
活用した国への
提案（2 件） 

提案募集方式の
共同提案を活用
した国への提案

（1 件） 

提案募集方式を
活用した国への
提案（4 件） 

 

― 

当初計画 
効果額(千円) ― ― ― ― 

累計額(千円) ― ― ― ― 

修正計画 
効果額(千円)  ― ― ― 

累計額(千円)  ― ― ― 

実  績 
効果額(千円) ― ― ―  

累計額(千円) ― ― ―  
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（２）将来人口動向に応じた自治体経営 

将来人口動向に応じた自治体経営のあり方について、区民生活の変化や持続可能性等の視点から、

検討を行います。 

番
号 

0121 取組み名 今後の自治体経営のあり方研究、検討 所管部 政策経営部、各部 

取
組
み
内
容 

○100 万都市世田谷がめざす姿を明らかにし、その実現に向けた課題を抽出するとともに、課題解決を

合理的に進めることができる、持続可能で質の高い自治体経営のあり方を研究します。 

○議論した自治体経営のあり方と抽出された課題をもとに、次期基本計画策定に向けた議論を進めま

す。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

今後の自治体
経営のあり方
研究、検討 

当初計画 庁内研究 庁内研究 
研究会の成果に
基づく個別課題
の解決策の検討 

・研究会の成果
に基づく個別
課題の解決策
の検討 

・次期基本計画
の検討に向け
た論点整理 

修正計画 ― 
中間まとめを踏
まえた更なる議

論の進展 
― ―  

実  績 

庁内研究ＰＴに
おける議論の中

間まとめ 

「自治体経営の
あり方研究会」
による政策提言 

地域行政制度の
推進及びコミュ
ニティ強化に向
けての検討結果

まとめ 

 

― 

当初計画 
効果額(千円) ― ― ― ― 

累計額(千円) ― ― ― ― 

修正計画 
効果額(千円)  ― ― ― 

累計額(千円)  ― ― ― 

実  績 
効果額(千円) ― ― ―  

累計額(千円) ― ― ―  
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（３）自治体間連携等の推進 
 

単独の自治体では解決が難しい課題が増加しており、全国の自治体との連携のもと広域的な課題

に取り組み、お互いの課題解決に寄与することで、共存共栄を目指します。 

また、大学の持つ専門性や地域資源を活かしながら、地域社会の持続的な発展に資するため、区

内大学や近隣大学との一層の連携・協働を推進します。 
 

番
号 

0131 取組み名 自治体間連携等の推進 所管部 

交流推進担当部、危機管
理部、生活文化政策部、環
境政策部、各部 

取
組
み
内
容 

○縁組協定を結ぶ群馬県川場村をはじめ、交流自治体、近隣自治体との相互理解と親善のもと、「ひと」

や「もの」の交流を深めます。 

○交流自治体の首長による自治体間連携フォーラムを開催するとともに、Ｗｅｂ上に構築した自治体間

連携プラットフォームを活用し、交流自治体との連携基盤を確かなものにします。 

○災害対策や再生可能エネルギーの利用促進など単独の自治体では解決が難しい課題に対し、交流自治

体や災害時協力協定締結自治体と連携・協力し、広域での課題解決に取り組みます。 

〇「大学学長と区長との懇談会」等を継続し、相互に情報共有を図りながら、従前からの連携・協働を

実践するとともに、さらなる大学連携の継続・発展を目指していきます。 

総合戦略 
基本目標 2 地域人材と社会資源を活用した活力ある地域社会の構築 

基本目標 3 心豊かな暮らしを実現するための地方・都市との連携・交流 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

自治体との「ひ
と」や「もの」
の交流 

当初計画 継続 継続 継続 継続 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 

・せたがやふるさ
と区民まつり
での物産展等
の実施 

34 自治体 
・世田谷 246 ハー

フマラソン市
民ランナー招
待 

    8 自治体 

・せたがやふるさ
と区民まつり
での物産展等
の実施 

30 自治体 
・世田谷 246 ハー

フマラソン市
民ランナー招
待 

    9 自治体 

・区ＨＰで交流自
治体の物産販
売サイトの紹
介 21 自治体 

・休止（せたがや
ふるさと区民
まつり、世田谷
246 ハーフマラ
ソン中止のた
め） 

 

自治体間連携
フォーラム 

当初計画 1 回 1 回 1 回 1 回 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 
十日町市との 
共催 1 回 

舟形町との 
共催 1 回 

0 回  

自治体間連携
プラットフォ
ーム 

当初計画 

・連携基盤運用 
・ネットワーク

会議実施 

・連携基盤運用 
・ネットワーク

会議実施 

・連携基盤運用 
・ネットワーク

会議実施 
見直し 

修正計画 ― ― 
 
― 

・連携基盤運用
見直し 

・ネットワーク
会議実施（継
続） 
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項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 実  績 

・連携基盤運用 
・ネットワーク
会議実施 

・今後の自治体間
連携に関する
参加自治体へ
の調査実施 

・連携基盤運用 
・ネットワーク
会議実施 

・今後の自治体
間連携に関する
参加自治体への
調査実施 

・情報発信に特
化するためのサ
イトリニューア
ル実施 

・連携基盤運用 
・自然エネルギ
ー活用による
自治体間ネッ
トワーク会議
のオンライン
開催 
（43 自治体） 

・より見やすく
するためのレイ
アウト変更実施 

 

【再掲】他自治
体との連携に
よる再生可能
エネルギーの
利用拡大（連携
自治体数の累
計） 

当初計画 3 自治体 3 自治体 3 自治体 4 自治体 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 3 自治体 3 自治体 4 自治体  

災害時協力協
定締結自治体
との連携 

当初計画 継続 継続 継続 継続 

修正計画 ― 
関係自治体との 
意見交換会実施 

1 回 

関係自治体との 
意見交換会実施 

1 回 

関係自治体との 
意見交換会実施 

1 回 

実  績 

関係自治体との 
意見交換会実施 

1 回 

関係自治体との 
意見交換会実施 

1 回 

関係自治体との 
意見交換会実施 
1 回（オンライン） 

 

大学学長と区
長との懇談会 

当初計画     

修正計画  1 回 1 回 1 回 

実  績 

1 回 
連携プロジェク
ト進捗報告及び
意見交換 14 大
学・学部参加 

会場：国士館大学 

1 回 
連携プロジェク
ト進捗報告及び
意見交換 14 大
学・学部参加 
会場：駒澤大学 

1 回 
連携プロジェク
ト進捗報告及び
意見交換 13 大
学・学部参加 
会場：日本大学 

 

― 

当初計画 
効果額(千円) ― ― ― ― 

累計額(千円) ― ― ― ― 

修正計画 
効果額(千円)  ― ― ― 

累計額(千円)  ― ― ― 

実  績 
効果額(千円) ― ― ―  

累計額(千円) ― ― ―  

■計画変更理由・内容等 

自治体間連携プラットフォームについては、これまでの利用状況や参加自治体の意向を踏まえて、令和 3

年度中に連携基盤の運用の見直しを行う。 

■実績について 

・令和 2 年度のせたがやふるさと区民まつりが休止となったため、区ホームページに交流自治体の特産品

販売サイトを紹介するページを新たに作成した。 

・自治体間連携フォーラムについては、新型コロナウイルス感染拡大への懸念を鑑み、中止した。 
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（４）ＤＸの取組みの推進 

 ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）とは、デジタル技術の導入や活用をきっかけに、

「変革」し続けていくことです。行政サービスのＤＸをはじめとした、ＤＸの取組みを推進します。 

番
号 

0141 取組み名 ＤＸの取組みの推進 所管部 政策経営部、総務部、各部 

取
組
み
内
容 

○「Re・Design SETAGAYA」（リ・デザイン セタガヤ）をコンセプトに、ＤＸを推進する 3 つの方針（行

政サービスの Re・Design、参加と協働の Re・Design、区役所の Re・Design）をもとに、具体的な取

組みを進めていきます。 

○ＡＩチャットボットによる問合せ対応、電子申請の手続きの順次拡充、オンライン会議システムの活

用、ＬＩＮＥ自治体公式アカウント本格運用、庁内会議ペーパーレス化の拡充等、即着手できるもの

からスモールスタートし、トライアンドエラーによる改善を進めると同時に、中長期的視点に立った

研究・検討を行います。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

ＤＸ推進方針
の策定 

当初計画     

修正計画   方針 Ver.1 策定 
方針の改善、計画

の策定 

実  績   方針 Ver.1 策定  

推進体制の整
備 

当初計画     

修正計画   
デジタル戦略ＰＴ

設置 
専管組織の設置 

実  績   
デジタル戦略ＰＴ

設置 
 

ＤＸの取組み 

当初計画     

修正計画   
取組みの検討・
実施 

 取組みの検討・
実施 

 中長期的視点に
立った研究・検
討 

実  績   
取組みの検討・
実施 

 

― 

当初計画 
効果額(千円)     

累計額(千円)     

修正計画 
効果額(千円)   ― ― 

累計額(千円)   ― ― 

実  績 
効果額(千円)   ―  

累計額(千円)   ―  
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■実績について 

・デジタル戦略ＰＴ（プロジェクトチーム）を設置してＤＸ推進方針の検討を行い、ＤＸ推進方針 Ver.1 と

即着手・実行する取組みを取りまとめた。 

・即着手する取組みとして、ＡＩチャットボットによる問合せ対応、電子申請の手続きの順次拡充、オンラ

イン会議システムの活用等を実施するとともに、令和 3 年度に実施するＬＩＮＥ自治体公式アカウント本

格運用、ＳＮＳを活用した相談窓口、スマートフォンによる電子マネー決済、庁内会議ペーパーレス化の

拡充、等の取組みの検討を進めた。 
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◇視点０２ 自治の推進と情報公開、区民参加の促進 

 住民自治の推進を図り、区民への情報公開及び情報提供の充実、区民参加の機会拡大、

区民やＮＰＯ等との協働の促進を行います。 

（１）地域行政の推進 

地区・地域の強化に向けて、まちづくりセンターの充実、総合支所の権限の強化・組織の見直し、

地区の区域のあり方の検討と整理に取り組みます。 

番
号 

0211 取組み名 地域行政の推進 所管部 地域行政部 

取
組
み
内
容 

○活動団体との連携の強化、地区防災力の強化、地域包括ケアの地区展開と身近な相談窓口の充実、窓

口業務の充実等、まちづくりセンターの充実に取り組みます。 

○本庁組織と総合支所組織の役割見直し、児童相談所設置を踏まえた総合支所体制の整備等、総合支所

の権限の強化・組織の見直しに取り組みます。 

○人口動態、社会資源の配置等を踏まえ、引き続き地区の区域の現状把握、課題整理を行いながら、地

区の区域のあり方の検討と整理に取り組みます。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

まちづくりセン
ターの充実 

当初計画 検討 検討・一部実施 
新たなまちづくり

センターの 
運営 

新たなまちづくり
センターの 

運営 

修正計画 ― 

・地区の窓口業務
のあり方検討 

・窓口での証明書
取次ぎ発行実 
施 

・地区の窓口業務
のあり方検討 

・窓口での証明書
取次ぎ発行実施
状況検証及び一
部見直し 

・地区の窓口業務
のあり方検討 

・窓口での証明書
取次ぎ発行実施 

 状況検証に基づ
く運用見直し 

実  績 

・地区における窓
口業務のあり方
検討 

・窓口での証明書
取次ぎ発行検討 

・地区の窓口業務
のあり方検討 

・窓口での証明書
取次ぎ発行実施
（令和 2 年 1 月
～実施） 

・地区の窓口業務
のあり方検討 

・窓口での証明書
取次ぎ発行実施
状況検証及び一
部見直し 

 

総合支所の権限
の強化・組織の
見直し 

当初計画 検討・一部実施 検討・一部実施 実施 実施・検証 

修正計画 ― 

・本庁組織と連携
した総合支所組
織の役割整理及
び児童相談所設
置を踏まえた総
合支所体制の整
備検討 

・組織改正の一部
実施 

地域行政検討委員
会等における地域
内分権のあり方検
討 

・庁内検討体制に
おける地域経
営・総合支所機
能の検討 

・(仮称)世田谷区
地域行政推進条
例制定後の(仮
称)地域行政審
議会への諮問・
答申を踏まえた
検討 
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項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 実  績 

・本庁組織と総合
支所組織の役割
見直し及び児童
相談所設置を踏
まえた総合支所
体制の整備検討 

・前年度の検討を
踏まえた組織改
正の一部実施
（保健福祉セン
ター所長設置） 

・地域行政検討委
員会等における
地域内分権のあ
り方検討 

・児童相談所設置
を踏まえた体制
の整備検討 

・前年度の検討を
踏まえた組織改
正の一部実施
（子ども家庭支
援課設置） 

・地域行政検討委
員会等における
地域内分権のあ
り方検討 

・庁内検討体制に
おける地域経
営・総合支所機
能検討 

 

地区の区域のあ
り方の検討と整
理 

当初計画 検討と整理 検討と整理 検討と整理 検討と整理 

修正計画 ― 

・現状把握、課題
整理 

・二子玉川地区設 
置 

現状把握、課題整
理 

現状把握、課題整 
理 

実  績 

・現状把握、課題
整理 

・二子玉川地区設
置に向けた準備 

・現状把握、課題
整理 

・二子玉川地区設    
 置 

現状把握、課題整 
理 

 

― 

当初計画 
効果額(千円) ― ― ― ― 

累計額(千円) ― ― ― ― 

修正計画 
効果額(千円)  ― ― ― 

累計額(千円)  ― ― ― 

実  績 
効果額(千円) ― ― ―  

累計額(千円) ― ― ―  

 

■計画変更理由・内容等 

・地域行政の推進に関する条例検討との整合を図りながら検討を進める。 

・総合支所の権限の強化・組織の見直しについては、庁内検討体制において議論し、方向性を整理する。ま

た、(仮称)世田谷区地域行政推進条例制定後の(仮称)地域行政審議会への諮問・答申を踏まえた検討を行

う。 

・地区の区域のあり方については、人口動態、社会資源の配置等を踏まえ、引き続き地区の区域の現状把握、

課題整理を行いながら、検討と整理を行う。 
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（２）情報公開の推進 

区民の区政や地域への理解と参加を促すため、情報公開を更に推進します。 

番
号 

0221 取組み名 情報公開の推進 所管部 総務部、会計室 

取
組
み
内
容 

○新たな公文書管理ルールを検討し、（仮称）公文書管理条例の制定に取り組みます。条例には歴史的に

重要な公文書の管理と公開の機能もあわせて検討します。 

○区の意思決定に係る公文書（起案文書）の目録を区ホームページで公開します。 

○公金の支払いに関する情報(件名や金額等)を、令和 4 年度を目途に区ホームページで公開します。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

（仮称）公文書
管理条例の制定 

当初計画 
新たな公文書管理
ルールの検討 

条例検討 条例制定 条例施行の準備 

修正計画 ― 

・新たな公文書管
理ルールの策定 

・条例検討、制定、
施行の準備 

・条例施行 
・公文書館機能・
歴史的文書の位
置づけの検討 

・公文書館機能・
重要公文書の位
置づけの確定 

・条例改正 

実  績 
新たな公文書管理
ルールの検討 

・新たな公文書管
理ルールの策定 

・条例検討、制定、
施行の準備 

・条例施行 
・公文書館機能・
重要公文書の位
置づけの検討 

 

公文書（起案文
書）目録の公開 

当初計画 
公開内容・方法の

検討 

総合文書管理シス
テムの改修・公文
書（起案文書）目

録の公開準備 

公文書（起案文
書）目録の公開準
備・公開の実施 

公開の実施 
・検証 

修正計画 ― 

・総合文書管理 
 システムの改修

（設計・カスタ 
マイズ） 

・公文書（起案文
書）目録の公開
準備 

・総合文書管理 
 システムの改修
（運用テスト） 

・公文書（起案文
書）目録の公開
準備・公開の実
施 

― 

実  績 
公開内容・方法の

検討 

・総合文書管理 
 システムの改修

（設計・カスタ 
マイズ） 

・公文書（起案文
書）目録の公開
準備 

・総合文書管理 
 システムの改修
（運用テスト） 

・公文書（起案文
書）目録の公開
準備・公開の実
施 

 

公金支払に関す
る情報の公開 

当初計画     

修正計画   

・公開内容・方法
の検討 

・財務会計システ
ム改修に向けた
仕様検討 

・財務会計システ
ムの改修及びテ
スト 

・公開の準備 

実  績   

・公開内容・方法
の検討 

・財務会計システ
ム改修に向けた
仕様検討 
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― 

当初計画 
効果額(千円) ― ― ― ― 

累計額(千円) ― ― ― ― 

修正計画 
効果額(千円)  ― ― ― 

累計額(千円)  ― ― ― 

実  績 
効果額(千円) ― ― ―  

累計額(千円) ― ― ―  

■計画変更理由・内容等 

区民への積極的な情報公開の観点から、公金の支払いに関する情報（件名や金額等）を、令和 4 年度を目

途に区ホームページで公開することとし、令和 2 年度より調査・検討を開始したため、新たに計画へ追加し

た。 

 

■実績について 

公文書管理条例に基づく区長の附属機関「世田谷区公文書管理委員会」の意見を受け、令和 2 年度実績以

降、従前の「歴史的文書」を「重要公文書」と称することとした。 
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番
号 

0222 取組み名 広報機能の充実 所管部 政策経営部、各部 

取
組
み
内
容 

○区のおしらせを通じた情報発信を基本としつつ、ホームページやＳＮＳを通じた情報発信を充実させ

るとともに、ホームページについては必要な情報の探しやすさという視点を重視したリニューアルを

実施します。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

区のおしらせ
の充実 

当初計画 
掲載情報の 
拡充の試行 

掲載情報の拡充 掲載情報の拡充 掲載情報の拡充 

修正計画 ― 
12 頁判の発行 

（6 回）  
― 

紙面再編 
（12 頁年 1 回） 

実  績 

・12 頁判の試行
的発行（3 回） 

・多言語対応デジ
タルブック版
の導入 

・12 頁判の安定
的発行（6 回） 

・多言語対応デ
ジタルブック
版の継続運用 

・特集記事の拡充 
・多言語対応デジ
タルブック版の
継続運用（カタ
ログポケットの
ＤＬ数増（対前
年比 1 号平均 
29 回増 ※元年
度=69 回、2 年度
=98 回） 

 

ＳＮＳ利用の
拡大 

当初計画 
ＳＮＳ利用 

の拡大 
ＳＮＳ利用 

の拡大 
ＳＮＳ利用 
の拡大 

ＳＮＳ利用 
の拡大 

修正計画 ― ― ― 

・ＳＮＳ利用の
拡大 

・ＬＩＮＥ本格
運用予定 

実  績 

・Twitter フォロ
ワー数 71,127
人（5,388 人
増、対前年 12
月末比） 

・Facebook フォ
ロワー数 1,130
人（対前年 12
月末比 399 人
増） 

・Twitter フォロ
ワー数 98,814
人（27,687 人
増、対前年 12
月末比） 

・Facebook フォ
ロワー数 2,022
人（対前年 12
月末比 892 人
増） 

・Twitter フォロ
ワー数 111,172
人（12,358 人
増、対前年 12
月末比） 

・Facebook フォ
ロワー数 3,046
人（対前年 12
月末比 1,024 人
増） 

・ＬＩＮＥ実証実
験（新型コロナ
ウイルス感染症
対策限定）登録
者数 1,851 人 

 

区ホームペー
ジのリニュー
アル 

当初計画 
リニューアル 

の準備 
リニューアル 

の実施 
リニューアル 
の評価・改善 

― 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 

リニューアルに
向けた次期ホー
ムページの構築 

リニューアルの
完了と新ホーム
ページの運用開
始 

新ホームページ
の改善・運用 
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― 

当初計画 
効果額(千円) ― ― ― ― 

累計額(千円) ― ― ― ― 

修正計画 
効果額(千円)  ― ― ― 

累計額(千円)  ― ― ― 

実  績 
効果額(千円) ― ― ―  

累計額(千円) ― ― ―  

 

■計画変更理由・内容等 

・ＳＮＳによる区民への情報発信の拡充を図るため、令和 2 年度にＬＩＮＥ導入に向けた実証実験を実施

し、令和 3 年度より本格運用の開始を予定している。 

・区のおしらせについて、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による事務事業見直しの結果、令和 3 年度

に紙面再編を行う。 

 

■実績について 

・ＳＮＳによる区民への情報発信の拡充を図るため、令和 2 年 5 月 25 日からＬＩＮＥの実証実験を開始し

た。令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症対策に限定して運用し、新型コロナウイルス感染症関連の最

新情報やチャットボットによる新型コロナウイルス感染症関連の問合せ自動応答、特別定額給付金関連

情報等の情報発信を行った。 

・新ホームページの評価について、当初計画では外部のコンサルタント事業者への委託による実施を計画し

ていたが、事務事業の見直しにより外部委託を中止し、代替手段として区職員による全ページ点検を実施

し、ホームページの改善を図った。 
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（３）区民参加の促進 

区民の参加と協働による支え合いの輪が広がる地域社会を目指す取組みを促進するための環境

づくりを進めます。 

番
号 

0231 取組み名 広聴機能の充実 所管部 政策経営部、各部 

取
組
み
内
容 

○無作為抽出による区民意見募集や区政モニター等を活用し、区民の意見や要望を広く集めます。 

○区ホームページのリニューアルに合わせ、より多くの区民が区政に意見等を出しやすい環境づくりに

取り組みます。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

区民意見募集
制度の見直し 

当初計画 

無作為抽出・ 
区政モニター等

の活用 

無作為抽出・ 
区政モニター等

の活用 

無作為抽出・ 
区政モニター等

の活用 

無作為抽出・ 
区政モニター等

の活用 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 

無作為抽出(1 回) 
区政モニターの

活用(2 回) 

無作為抽出(1 回)
区政モニターの
活用（2 回） 

無作為抽出(1 回)
区政モニターの
活用（1 回） 

 

区民の声シス
テムの見直し 

当初計画 

区ホームページ
のリニューアル
に合わせた 

利便性の向上に
向けた検討 

区ホームページ
のリニューアル

に合わせた 
利便性の向上 

― ― 

修正計画 ― 

区ホームページ
のリニューアル
に合わせた入力
フォームの改善 

― ― 

実  績 

・区ホームページ
入力フォーム
の見直し検討 

・進捗管理機能の
追加 

・入力フォームの
必須入力項目変
更 

・送信完了を通知
するメールの自
動送信設定 

―  

― 

当初計画 
効果額(千円) ― ― ― ― 

累計額(千円) ― ― ― ― 

修正計画 
効果額(千円)  ― ― ― 

累計額(千円)  ― ― ― 

実  績 
効果額(千円) ― ― ―  

累計額(千円) ― ― ―  
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番
号 

0232 取組み名 
寄附文化の醸成とふるさと納税対策の

推進 
所管部 財政担当部、総務部、各部 

取
組
み
内
容 

○区民の参加と協働による支え合いの輪が広がる地域社会を目指すため、寄附の活用や制度への理解を

深める取組みを進めるとともに、寄附しやすい環境を整備し、内外からの寄附を通じた区政参加を促

します。 

○ふるさと納税を始めとした寄附を促すため、寄附の目的と使途をより明確化するとともに、区の魅力

や取組みを直に体験できる機会（体験型記念品）の充実を図ります。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

寄附制度への
理解促進と寄
附しやすい環
境整備 

当初計画 

・ホームページの

更新 

・区のおしらせ等

による啓発 

・ポータルサイト

掲載内容の充実 

・ホームページの

更新 

・区のおしらせ等

による啓発 

・ポータルサイト

掲載内容の充実 

・ホームページの

更新 

・区のおしらせ等

による啓発 

・ポータルサイト

掲載内容の充実 

・ホームページの

更新 

・区のおしらせ等

による啓発 

・ポータルサイト

掲載内容の充実 

修正計画 ― 

・ホームページの

更新 

・区のおしらせ等

による啓発 

・ポータルサイト

掲載内容の充実 

・出版社との連携

によるＰＲ冊子

等の発行 

・ホームページの

更新 

・区のおしらせ等

による啓発 

・ポータルサイト

掲載内容の充実 

・出版社との連携

によるＰＲ冊子

等の発行 

・民間業者との連

携による広報キ

ャンペーン 

・ホームページの

更新 

・区のおしらせ等

による啓発 

・ポータルサイト

掲載内容の充実 

・ポータルサイト

の追加 

実  績 

・ホームページの

更新 

・区のおしらせ等

による啓発 

・ポータルサイト

掲載内容の充実 

・出版社との連携

によるＰＲ冊子

の発行 

・ホームページの

更新 

・区のおしらせ等

による啓発 

・ポータルサイト

掲載内容の充実 

・出版社との連携

によるＰＲ冊子

等の発行 

・民間業者との連

携による広報キ

ャンペーン 

・ホームページの 

更新 

・区のおしらせ等 

による啓発 

・ポータルサイト

掲載内容の充実 

・区内広報掲示板

等を活用したＰ

Ｒ 

・専用口座を活用

した寄附募集（新

型コロナウイル

スをともに乗り

こえる寄附金） 

・物を通じた寄附

「断チャリプロ

ジェクト」の実施

（同上） 

・ポータルサイト

の追加検討 
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項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

区の施策を応
援してもらう
ための魅力あ
る記念品の実
施 

当初計画 

体験型記念品の検

討、実施（世田谷

美術館年間パスポ

ート、世田谷文学

館企画展招待券

等） 

新たな体験型記念

品の検討、実施 

新たな体験型記念

品の検討、実施 

新たな体験型記念

品の検討、実施 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 

体験型記念品の  

検討、実施（たま

がわ花火大会招待

席、世田谷 246 ハ

ーフマラソン出走

権を追加） 

体験型記念品の検

討、実施（世田谷

美術館企画展チケ

ットを追加） 

体験型記念品の検

討、実施（大蔵大

根引き抜き体験を

追加） 

 

【再掲】 
クラウドファ
ンディングの
活用 
 
※再掲事業の
効果額は計上
しない。 

当初計画 

・大蔵運動場陸上

競技場スタンド

整備(座席設置、

ユニバーサルデ

ザイン整備等) 

・うままちプロジ

ェクト（馬事公

苑界わい魅力向

上の取組み） 

・宮坂区民センタ

ー周辺の活性化

の取組み（旧玉

電車両の塗装、

イベント実施） 

新たな取組みの 

検討・実施 

新たな取組みの 

検討・実施 

新たな取組みの 

検討・実施 

修正計画 ― 

・玉川にぎわい創

出プロジェクト

（コミュニティ

広場の整備、地

下水利用システ

ムの設置等） 

・未来を担う子ど

もたちを応援

（環境エネルギ

ー・ラボの運

営） 

・世田谷公園展示

ＳＬ塗装プロジ

ェクト（世田谷

公園展示ＳＬ機

関車の塗装） 

【継続】 

・玉川にぎわい創
出プロジェクト 

・世田谷公園展示
ＳＬ塗装プロジ
ェクト 

・世田谷版ＷＥラ
ブ赤ちゃんプロ
ジェクト 

・医療的ケア児の
支援 

・東京 2020 大会お
もてなしプロジ
ェクト 

【新規】 
・新庁舎等整備プ
ロジェクト（区
民会館ホールの
改修整備、レリ
ーフの復元等） 

― 
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 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

  実  績 

・大蔵運動場陸上
競技場スタンド
整備(座席設置、
ユニバーサルデ
ザイン整備等)※ 

・うままちプロジ
ェクト（馬事公
苑界わい魅力向
上の取組み）※ 

・宮坂区民センタ
ー周辺の活性化
の取組み（旧玉
電車両の塗装、
イベント実施）
※ 

・認知症介護サポ
ート事業（区内
特養の介護ロボ
ット・ＩＣＴ機
器導入の経費助
成） 

・海外教育交流事
業（参加者の自
己負担の軽減、
定員増） 

・玉川にぎわい創
出プロジェクト 

・未来を担う子ど
もたちを応援 

・世田谷公園展示
ＳＬ塗装プロジ
ェクト 

・世田谷版ＷＥラ
ブ赤ちゃんプロ
ジェクト（地域で
子育てを応援す
る気運醸成） 

・医療的ケア児等
を育てる世帯へ
の支援事業（医療
的ケア児ときょ
うだい児を主な
対象とした外出
イベントを企画・
実施する事業者
への運営補助） 

・東京 2020 大会お
もてなしプロジ
ェクト（東京 2020
大会に向けた機
運醸成） 

【継続】 
・玉川にぎわい創
出プロジェクト 

・世田谷公園展示
ＳＬ塗装プロジ
ェクト 

・世田谷版ＷＥラ
ブ赤ちゃんプロ
ジェクト 

・医療的ケア児の
支援 

・東京 2020 大会お
もてなしプロジ
ェクト 

【新規】 
・新庁舎等整備プ
ロジェクト（区民
会館ホールの改
修整備、レリーフ
の復元等） 

・新型コロナウイ
ルスをともに乗
りこえる寄附金 

・医療的ケア児等
世帯のための災
害時支援策 

 

歳
入
増 

当初計画 
効果額(千円) 22,646 ※ ※ ※ 

累計額(千円) 22,646 ※ ※ ※ 

修正計画 
効果額(千円)  76,680 35,243 58,290 

累計額(千円)  155,526 177,334 418,777 

実  績 
効果額(千円) 78,846 63,245 218,396  

累計額(千円) 78,846 142,091 360,487  

 

■計画変更理由・内容等 

・寄附制度への理解促進と寄附しやすい環境整備について、出版社との連携によるＰＲ冊子等の発行を計画

していたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による事務事業見直しのため、令和 2 年度の取組み及

び令和 3 年度の計画を中止した。 

・寄附制度への理解促進と寄附しやすい環境整備について、区内外からの一層の寄附獲得のため、寄附ポー

タルサイトの追加を令和 3 年度の計画に追加した。 

 

■実績について 

・寄附制度への理解促進と寄附しやすい環境整備について、民間業者との連携による広報キャンペーンを計

画していたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による事務事業見直しのため、令和 2 年度の取組み

を中止した。代替の取組みとして、区内広報掲示板等へのポスター掲示やＷｅｂを活用したＰＲを行った。 

・新たな寄附のメニュー「新型コロナウイルスをともに乗りこえる寄附金」を創設し、専用口座等を活用し

た寄附募集を行った。 

・「新型コロナウイルスをともに乗りこえる寄附金」への寄附の方法の１つとして、不要になった衣類やバ

ッグなどで寄附ができる「断チャリプロジェクト」を実施し、物を通じた寄附の取組みを行った。 

・今後の財政状況を鑑み、来年度以降の区内外からの一層の寄附獲得のため、寄附ポータルサイトの追加に

関する検討として、様々な寄附ポータルサイト運営会社へのヒアリングを行った。 
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（１）働き方改革に向けた取組み 

職員一人ひとりが、持てる能力や個性を発揮し活躍できる、働きやすい職場環境の整備や組織風

土づくりを進め、組織の活性化、組織としての効率性や創造性の向上を図ります。 

番
号 

0311 取組み名 

勤務時間の適正管理及びワーク・ライ

フ・バランスの推進、ワークスタイル

改革 

所管部 総務部、政策経営部、各部 

取
組
み
内
容 

○働き方改革推進会議に設けられた「勤務時間適正管理及びワーク・ライフ・バランス推進部会」及び

「ワークスタイル改革部会」にて、具体的な取組みについて検討・調査等を行い、働き方改革推進会

議にて決定した取組みより順次実施します。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

勤務時間の適
正管理及びワ
ーク・ライフ・
バランスの推
進に関する取
組み 

当初計画 検討・一部実施 検討・一部実施 検討・一部実施 検討・一部実施 

修正計画 ― 

・「新たな超過勤
務ルール」の本
実施 

・早出遅出勤務の
拡充の実施 

・「新たな超過勤
務ルール」の運
用・検証 

・両立支援ハンド
ブックの拡充 

・男性の育児休業
取得推進策の
検討 

・「新たな超過勤
務ルール」の運
用・検証を踏ま
えた取組み 

・両立支援ハンド
ブックの拡充 

・男性の育児休業
取得推進策の
実施 

実  績 

・「新たな超過勤
務ルールの試
行」の本実施に
向けた検証・検
討 

・早出遅出勤務の
拡充の検討 

・「新たな超過勤
務ルール」の本
実施 

・業務理由による
早出遅出勤務
の導入 

・両立支援ハンド
ブック（子育て
編）の作成 

・「新たな超過勤
務ルール」の運
用・検証（超勤
管理シートの
改善及び活用
の促進） 

・両立支援ハンド
ブックの拡充 

・男性の育児休業
取得推進策の
検討 

 

  

◇視点０３ 世田谷区役所、職員の率先行動、職場改革の推進 

 世田谷区役所や職員一人ひとりが率先行動に取り組み、新たな時代の変化を捉え、区政

課題に的確に応えるために、現場からの業務手法や働き方等の改革を進めます。 
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項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

ワークスタイ
ル改革に関す
る取組み 

当初計画 検討・一部実施 検討・一部実施 検討・一部実施 検討・一部実施 

修正計画 ― 

・モバイルワーク
の試行の拡充、
検証 

・ペーパーレス会
議の試行の拡
充、検証 

・業務効率化の取
組みの試行の
検証、拡充 

・モバイルワーク 
 の一部実施 
・ペーパーレス会

議の一部実施 
・業務効率化の取

組みの実施 

・モバイルワーク 
 の一部実施 
・外部とのテレビ

会議システム
におけるクラ
ウドサービス
利用の拡充 

・ペーパーレス会
議の一部実施 

・業務効率化の取
組みの実施 

実  績 

・モバイルワーク
の試行、検証 

・ペーパーレス会
議の試行、検証 

・業務効率化の
取組みの試行 

・モバイルワーク
の試行の拡充、
検証（計 110台） 

・ペーパーレス会
議の一部実施
（2 会議） 

・業務効率化の取
組みの試行の
検証、拡充（4 事
業） 

・モバイルワー
ク継続実施
(110 台) 

・モバイル端末
の追加配置
（110 台） 

・外部とのテレ
ビ会議システ
ムにおけるク
ラウドサービ
ス利用 

・ペーパーレス
会議の継続実
施（2 会議） 

・業務効率化の
取組みの実施
（5 事業） 

 

― 

当初計画 
効果額(千円) ― ― ― ― 

累計額(千円) ― ― ― ― 

修正計画 
効果額(千円)  ― ― ― 

累計額(千円)  ― ― ― 

実  績 
効果額(千円) ― ― ―  

累計額(千円) ― ― ―  

 

■計画変更理由・内容等 

新型コロナウイルス感染症の影響や政策方針を踏まえて、外部とのテレビ会議システムにおけるクラウド

サービス利用を拡充する。 

 

■実績について 

新型コロナウイルス感染症対策等としてのモバイル端末の追加配置（新規 100 台・他用途からの転用 10

台）、外部とのテレビ会議システムにおけるクラウドサービス利用の実施により業務の効率化を図った。 
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番
号 

0312 取組み名 
保育園入園事務における勤務時間の適

正管理に向けた取組み 
所管部 保育部 

取
組
み
内
容 

○認可保育園の増加や待機児童数の推移、制度改正、職場を取り巻く状況を踏まえ、入園事務の現状を

把握・分析し、課題を抽出した上で、対応策を検討します。 

○繁忙期におけるデータの入力作業や一般的な制度説明等、比較的単純な作業等を切り出し、アウトソ

ーシングを含めた業務改善を積極的に進めます。なお、改善に向けての新たな業務も発生することか

ら、段階的に実施します。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

コールセンタ
ー（選考結果発
表後）の導入検
討を含めた業
務改善の実施 

当初計画 検討及び実施 検証 ― ― 

修正計画 ― 中止 ― ― 

実  績 中止 ― ―  

データ入力の
アウトソーシ
ングの導入 

当初計画 検討 検討 実施 検証 

修正計画 ― 実施 検証 
検証及び見直し

検討 

実  績 

幼児教育・保育の
無償化に伴う支
給認定事務等の
審査・入力及び入
園選考事務の入
力委託を検討 

幼児教育・保育の
無償化に伴う支
給認定事務等の
審査・入力及び入
園選考事務の入
力委託を実施 

実施状況の検証
及びデータ入力
作業におけるア
ウトソーシング

の拡大 

 

現況届書処理、
通知作成等の
アウトソーシ
ングの導入 

当初計画 検討 検討 実施 検証 

修正計画 ― ― ― 
検証及び見直し

検討 

実  績 

保育所等在園児
童の入園継続事
務について、効
率化を検討 

保育所等在園児
童の入園継続事
務について、効

率化を検討 

幼児教育・保育
の無償化、保育
所等在園児童の
現況確認事務の
一部について、
アウトソーシン

グを実施 

 

コールセンタ
ー（入園のご案
内）の導入 

当初計画 ― 検討 検討 実施 

修正計画 ― ― 一部実施・検討 中止 

実  績 ― 

・入園事務にお
ける問い合わ
せ対応の効率
化を検討 

・期間限定で幼
児教育・保育
の無償化に伴
うコールセン
ターを実施 

・入園事務にお
ける問い合わ
せ対応の効率
化を検討 

・期間限定で幼
児教育・保育
の無償化に伴
うコールセン
ターを実施 
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項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

チャットボッ
ト（入園のご
案内）の導入 

当初計画     

修正計画   検討 実施 

実  績   
チャットボット
の実証実験を通
して導入を検討 

 

保育園入園申
込みの電子化
の検討 

当初計画     

修正計画   調査 検討 

実  績   
他自治体の導入
事例等の調査 

 

削
減
額 

当初計画 
効果額(千円) ※ ※ ※ ※ 

累計額(千円) ※ ※ ※ ※ 

修正計画 
効果額(千円)  12,480 ※ ※ 

累計額(千円)  12,480 ※ ※ 

実  績 
効果額(千円) ― 0 0  

累計額(千円) ― 0 0  

 

■計画変更理由・内容等 

・データ入力および現況届書処理、通知作成等のアウトソーシングについては、令和 4 年度以降の継続に向

けた検討を追加した。 

・入園のご案内については、区民サービスの向上及び業務の効率化の観点からコールセンターの導入を計画

していたが、問い合わせ対応のさらなる効率化を図るため、対応時間及び期間が制限されているコールセ

ンターの導入を中止し、時間的制約がないチャットボットの実証実験（令和 2 年度）、本稼働（令和 3 年

度）を計画に追加した。 

・保育園入園申込みの電子化の検討を追加し、令和 3 年度に電子申請による事務処理方法を検討する。 

 

■実績について 

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、保育料の日割り計算や子の休園期間の延長等、従来の取り扱いの

変更について周知するための保育所等在園児童の世帯あての発送事務をアウトソーシングした。 
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番
号 

0313 取組み名 
妊娠期からの切れ目のない支援情報シ

ステムの構築 
所管部 世田谷保健所 

取
組
み
内
容 

○母子保健の関連情報を一元的に管理できるシステムの導入に取組み、妊娠期からの母子保健や子育て

支援等に関する必要な情報を関係所管の担当者が、漏れなく迅速に把握し、共有できるようにします。 

○将来的には、個人が自分の情報についてアクセス可能な環境を提供（マイナポータルとのリンク等）

し、健康の自己管理に役立てられるようにします。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

母子保健の関
連情報を一元
的に管理でき
るシステムの
導入 

当初計画 

・システム検討
体制の整備 

・要件定義 
・システム設計 
・単体テスト/総

合テスト 
・操作研修 

・システム導入の
環境整備 

・データセットア
ップ 

・システム運用テ
スト 

・システム導入 

・システム導入の
評価･検証 

・システム保守 
・関係所管システ

ムとの情報共
有 

システム保守 

修正計画 ― 

・システム導入の
環境整備 

・データセットア
ップ 

・システム運用テ
スト 

・システム導入 
・操作研修 

・システム導入
の評価･検証 

・システム保守 
・関係所管シス

テムとの情報
共有 

・マイナンバー
を利用した
「母子保健情
報の連携シス
テム」への対
応 

・システム稼働 
・システム保守 
・関係所管シス

テムとの情報
共有稼働 

・マイナンバー
を利用した情
報連携 

実  績 

・システム検討
体制としてワ
ーキンググル
ープを設置 

・要件定義 
・システム設計 
・単体テスト/総

合テスト 

・システム導入の
環境整備 

・データセットア
ップ 

・システム運用テ
スト 

・システム導入 
・操作研修 

・システム導入
の評価･検証 

・システム保守 
・関係所管シス

テムとの情報
共有 

・マイナンバー  
を利用した「母
子保健情報の
連携システム」
への対応 

 

削
減
額 

当初計画 
効果額(千円) ― ― ― 147 

累計額(千円) ― ― ― 147 

修正計画 
効果額(千円)  ― ― ― 

累計額(千円)  ― ― ― 

実  績 
効果額(千円) ― ― ―  

累計額(千円) ― ― ―  
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（２）エコ区役所の実現等、環境配慮行動の推進 

職員による環境配慮行動を推進するとともに、高効率設備の導入などを進め、エネルギー消費量

の削減に努めます。 

番
号 

0321 取組み名 区役所全体のエネルギー使用量の削減 所管部 環境政策部 

取
組
み
内
容 

○国の｢地球温暖化対策計画｣や平成 29 年度中に改定する「世田谷区温暖化対策地域推進計画」の内容

を踏まえ、一層のエネルギー使用量の削減を進めるため、「ＥＣＯステップせたがや」におけるエネル

ギー使用量の削減目標を上方修正(基準年対比で毎年 1.1％)し、取組みを推進します。 

○施設整備においては、引き続き公共施設及び街路灯のＬＥＤ化、ＥＳＣＯ事業の実施を計画的に進め

ることで、省エネ促進とＣＯ２排出量の抑制を図り、環境負荷低減を推進します。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

「ＥＣＯステ
ップせたがや」
の推進（区役所
全体のエネル
ギー使用量） 

当初計画 
平成 21 年度比
13.1％削減 

平成 21 年度比
14.2％削減 

平成 21 年度比
15.3％削減 

平成 21 年度比
16.4％削減 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 
平成 21 年度比

6.9％削減 
平成 21 年度比

8.5％削減 
平成 21 年度比
15.3％削減 

 

街路灯ＬＥＤ
化 

当初計画 

・小型水銀灯 
300 灯/年 

・大型水銀灯 
350 灯/年 

・小型蛍光灯 
1,711 灯/年 

・小型水銀灯 
300 灯/年 

・大型水銀灯 
350 灯/年 

・小型蛍光灯 
1,711 灯/年 

・小型水銀灯 
151 灯/年 
(ＬＥＤ化完了) 

・大型水銀灯 
480 灯/年 

・小型蛍光灯 
1,711 灯/年 

・大型水銀灯 
600 灯/年 

・小型蛍光灯 
1,711 灯/年 

修正計画 ― 

・小型水銀灯 
224 灯/年 

・大型水銀灯 
280 灯/年 

・小型蛍光灯 
1,711 灯/年 

・大型水銀灯 
481 灯/年 

・小型蛍光灯 
1,711 灯/年 

・大型水銀灯 
240 灯/年 

・小型蛍光灯 
856 灯/年 

実  績 

・小型水銀灯 
236 灯/年 

・大型水銀灯 
503 灯/年 

・小型蛍光灯 
2,028 灯/年 

・小型水銀灯 
149 灯/年 

 (ＬＥＤ化完了) 
・大型水銀灯 

465 灯/年 
・小型蛍光灯 

2,218 灯/年 

・大型水銀灯 
481 灯/年 

・小型蛍光灯 
1,711 灯/年 

 

公共施設高効
率照明改修実
施 

当初計画 10 施設 9 施設 14 施設 17 施設 

修正計画 ― ― 4 施設 4 施設 

実  績 12 施設 11 施設 4 施設  
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項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

ＥＳＣＯサー
ビスの実施 
（実施中施設/
導入済施設） 

当初計画 

1 施設追加 
1 施設完了 

（計 4 施設/計 5
施設） 

1 施設完了 
（計 3 施設/計 5

施設） 

1 施設追加 
1 施設完了 

（計 3 施設/計 6
施設） 

1 施設完了 
（計 2 施設/計 6

施設） 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 

1 施設追加 
1 施設完了 

（計 4 施設/計 5
施設） 

1 施設完了 
（計 3 施設/計 5

施設） 

1 施設追加 
1 施設完了 

（計 3 施設/計 6
施設） 

 

削
減
額 

当初計画 
効果額(千円) 28,912 27,396 29,734 29,913 

累計額(千円) 28,912 56,308 86,042 115,955 

修正計画 
効果額(千円)  26,012 35,616 22,598 

累計額(千円)  46,191 93,168 204,376 

実  績 
効果額(千円) 20,179 37,373 124,226  

累計額(千円) 20,179 57,552 181,778  

 

■計画変更理由・内容等 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による事務事業の見直しのため、以下の取組みについて令和 3 年度

計画を修正した。 

・ＬＥＤ街路灯新設改良工事は、一時的な対応として台数を減らして実施する。 

・公共施設高効率照明改修は、中長期保全計画を修正し、実施時期を見直した。 
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（３）機能的な窓口の実現に向けた取組み 

機能的な窓口の実現に向けて、本庁舎等窓口についての分科会での検討、集中入力センターの効

率的な運営、マイナンバー制度の活用による区民サービス向上・行政の効率化、出張所・まちづく

りセンターの窓口業務のあり方の検討に取り組みます。 

番
号 

0331 取組み名 機能的な窓口の実現に向けた取組み 所管部 地域行政部 

取
組
み
内
容 

○本庁舎等の整備に向けて、本庁舎等整備推進委員会区民・窓口サービス分科会において窓口整備の条

件等を整理し、区民にとって利用しやすく効率的な窓口設計を実現します。 

○各総合支所くみん窓口に連携した集中入力センターについて、安定的に運営するとともに、今後住民

記録系だけでなく、福祉関係その他の入力も担うことを目指し、執務スペースの改善を含め、より効

率的な運営方法についても検討します。 

○マイナンバー制度を活用した区民サービスの向上と行政の効率化について、国による新たな法整備や

サービス基盤の構築を踏まえて検討します。 

○くみん窓口の運用状況やマイナンバーカードの普及状況を踏まえ、出張所の窓口業務、まちづくりセ

ンターのセーフティネットを視野に入れた窓口業務について検討します。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

本庁舎等窓口
についての分
科会での検討 

当初計画 
検討、検討結果の
反映（基本設計） 

検討、検討結果の
反映（実施設計） 

― ― 

修正計画 ― 

・窓口に求められ
る機能を備え
たレイアウト
検討 

・基本設計に基づ
く窓口運営検
討 

・検討結果の反映
（実施設計） 

実施設計を反映
した窓口機能の
整備を検討 

― 

実  績 

・区民が利用する
窓口の配置や
動線等の検討 

・検討結果の反映
（基本設計） 

・待合空間とレ
イアウトや窓口
システム導入に
ついて検討 

・基本設計に基づ
く窓口運営検
討 

・検討結果の反
映（実施設計） 

実施設計を反映
した窓口機能の
整備を検討 

 

集中入力セン
ターの効率的
な運営 

当初計画 検討・実施 検討・実施 検討・実施 実施 

修正計画 ― 

・集中入力センタ
ーと連携する
出張所等の窓
口拡大及び執
務スペース改
善 

・総合窓口に係る
その他業務の
事務処理検討 

・その他業務の処
理について検討 

・窓口支援の効率
的な運営の継続 

・繁忙期の窓口業
務の効率化を検
討 

・集中入力センタ
ー嘱託員の勤務
時間変更 

・外部委託に向け
た課題の整理・
検討 

・窓口支援の効
率的な運営の
継続 

・繁忙期の窓口
業務の効率化
の実施 

・外部委託に向
けた業務範囲
等の検討 
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 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 

 

 

 実  績 

・集中入力センタ
ーと連携する
出張所等窓口
拡大及び執務
スペース改善
検討 

・戸籍届出を伴う
住民記録処理
の実施 

・集中入力センタ
ーと連携する
出張所等の窓
口拡大（令和元
年 6 月に完了） 

・戸籍通知の単独
処理を開始（令
和元年 10 月～
開始） 

・その他業務の処
理について検討 

・窓口支援の効率
的な運営の継続 

・繁忙期の窓口業
務対策として入
力センター業務
を係全体で対応
する体制を実施 

・集中入力センタ
ー嘱託員の勤務
時間変更（令和
2 年 4 月 1 日～
実施） 

・外部委託に向け
た課題整理・調
査等の実施、仕
様書作成を検討 

― 

マイナンバー
制度の活用に
よる区民サー
ビス向上、行政
の効率化 

当初計画 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施 

修正計画 ― 

・情報連携による
省略できる添付
書類の拡充 

・マイナポータル
事業の一部実施 

・マイキープラッ
トフォーム事業
への取組み検討 

・情報連携による
省略できる添付
書類の拡充実施 

・マイナポータル
事業の一部実施 

（電子申請の受付
開始、医療保険
のオンライン資
格確認への対
応） 

・マイキープラッ
トフォーム事業
の一部（マイキ
ーＩＤ設定支
援）実施 

・情報連携による
省略できる添付
書類の拡充実施 

・マイナポータル
事業の一部実
施 

（電子申請の受付
拡充、医療保険
のオンライン資
格確認への対応
の拡充） 

・マイキープラッ
トフォーム事業
への取組み検討 

実  績 

・マイナポータル
事業、マイキー
プラットフォ
ーム事業への
取組み検討 

・情報連携による
省略できる添
付書類の拡充 

・情報連携による
省略できる添付
書類の拡充実施 

・マイナポータル
事業、マイキー
プラットフォー
ム事業への取組
み検討 

・情報連携による
省略できる添付
書類の拡充実施 

・マイナポータル
事業の一部実施 

（電子申請の受付
開始、医療保険
のオンライン資
格確認への対
応） 

・マイキープラッ
トフォーム事業
の一部（マイキ
ーＩＤ設定支
援）実施 

 

出張所、まちづ
くりセンター
の窓口業務の
あり方の検討 

当初計画 検討 検討・一部実施 実施 実施・検証 

修正計画 ― 

・地区における窓
口業務のあり方
検討 

・まちづくりセン
ター窓口での証
明書取次ぎ発行
の実施 

・地区の窓口業務
のあり方検討 

・窓口での証明書
取次ぎ発行実施
状況検証及び一
部見直し 

・地区の窓口業務
のあり方検討 

・窓口での証明書
取次ぎ発行実施
状況検証及び一
部見直し 
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項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 実  績 

・地区における窓
口業務のあり方
検討 

・まちづくりセン
ター窓口での証
明書取次ぎ発行
検討 

・地区における窓
口業務のあり方
検討 

・まちづくりセン 
ター窓口での 
証明書取次ぎ発
行（令和 2 年 1
月より実施） 

・地区の窓口業務
のあり方検討 

・窓口での証明書
取次ぎ発行実施
状況検証及び一
部業務の改善
（申請書の改善
等） 

 

― 

当初計画 
効果額(千円) ― ― ― ― 

累計額(千円) ― ― ― ― 

修正計画 
効果額(千円)  ― ― ― 

累計額(千円)  ― ― ― 

実  績 
効果額(千円) ― ― ―  

累計額(千円) ― ― ―  

 

■計画変更理由・内容等 

集中入力センターの効率的な運営については、引き続き窓口支援の効率的な運営や繁忙期の窓口業務支援

の効率化に努めるとともに、令和 2 年度の課題整理等を踏まえ、外部委託に向けた検討を進める。 
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◇視点０４ 執行体制の整備 

 区政の課題に確実かつ効果的に応えられる簡素で柔軟な組織体制を整備するとともに、

職員定数の適正化を行います。経営感覚を持ち、区民との協働を進める職員を育成します。 

（１）執行体制の整備と人材育成 

複雑・多様化する区政課題に、機動的に対応できる柔軟な組織体制を整備するとともに、適正か

つメリハリのある定数管理を行います。また、適切な経営感覚を持ち、区民、事業者との協働を円

滑に進めるなど、新たな時代の課題に対応できる人材育成を行います。 

番
号 

0411 取組み名 執行体制の整備と人材育成 所管部 総務部、政策経営部 

取
組
み
内
容 

○多様な政策課題に機動的かつ柔軟に対応できるよう、新たな発想をもって効果的・効率的に業務が遂

行できる機能的な組織体制を整備します。 

○組織の細分化を避け、合理的な規模を保つなど、限られた人員を最大限有効に活用できる体制整備を

行います。 

○引き続き事務事業の見直しを進め、職員定数の効率的な配分を行い、重点事業には積極的に人材を投

入する職員定数管理を推進します。 

○次代の区政課題に的確に対応できる組織・人づくりを組織全体で行うことのできる総合的・一体的な

人材育成施策の具体的な取組みを推進します。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

執行体制の整
備 

当初計画 

機動的かつ柔軟
な組織体制の 

検討 

新たな区政課題
に対応する体制

整備 

新たな区政課題
に対応する体制

整備 

本庁舎整備に伴
うＩＣＴ環境構
築を含む新たな 
執行体制検討 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 

児童相談所開設
等に向けた組織
体制の整備 

児童相談所の円
滑な運営に向け
た子ども・若者部
の組織体制の整
備及び児童相談
所と子ども家庭
支援センター等
の連携体制の整
備 

・新型コロナウイ
ルス感染症対
策に係る組織
体制の整備 

・教育総合センタ
ー開設に向け
た組織体制の
整備 

 

定員適正化の
推進 

当初計画 
定員適正化 

の推進 
定員適正化 

の推進 
定員適正化 
の推進 

定員適正化 
の推進 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 

定員適正化 
の推進 

（平成 30 年 4 月
1 日時点 5,235
名、前年度比 94

名増） 

定員適正化 
の推進 

（平成 31 年 4 月
1 日時点 5,346

名、前年度比 111
名増） 

定員適正化 
の推進 

（令和 2 年 4 月 1
日時点 5,418

名、前年度比 72
名増） 
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項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

人材育成施策
の推進 

当初計画 
人材育成施策 

の推進 
人材育成施策 

の推進 
人材育成施策 

の推進 
人材育成施策 

の推進 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 

・職員の能力、資
質の向上に向
けた、職層や採
用年次に応じ
た研修の拡充、
実施 

・非常勤職員研
修、新規採用職
員育成担当者
支援研修の拡
充、実施 

・職員の能力、資
質の向上に向
けた、職層や採
用年次に応じ
た研修の拡充、
実施 

・非常勤職員研修
の拡充、実施 

・職員の能力、資
質の向上に向
けた、職層や採
用年次に応じ
た研修の拡充、
実施 

・会計年度任用   
職員研修、新規
採用職員育成
担当者支援研
修の実施 

 

― 

当初計画 
効果額(千円) ― ― ― ― 

累計額(千円) ― ― ― ― 

修正計画 
効果額(千円)  ― ― ― 

累計額(千円)  ― ― ― 

実  績 
効果額(千円) ― ― ―  

累計額(千円) ― ― ―  

 

■実績について 

〇定員適正化の推進 

令和 2 年 4 月 1 日現在の職員数 5,418 名（前年度比 72 名増） 

【主な増員】児童相談所開設 23 名 

児童相談所設置市事務対応 15 名 

国勢調査対応 6 名 

【主な減員】現業職員の退職不補充等 8 名 

 

〇人材育成施策の推進 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、職員の規律・姿勢等基礎の習得や役割の認識に関する研修（主

に採用時研修、昇任時研修）に重点を置き実施した。 
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基本方針２ 持続可能で強固な財政基盤の確立 

◇視点０５ 施策事業の必要性、有効性、優先度の視点やプロセス評価による見直し 

 現在の社会情勢や区民ニーズに照らした場合に施策事業を行う意義（必要性）や、現在

の実施手法が政策目的に沿った成果を達成できているか（有効性）を評価して、施策の優

先度や補助事業等の検証を行い、より必要とされる施策に財源や人員を集中するととも

に、施策のプロセスにおける成功要因や工夫を明らかにし、中長期的な施策の改善に活か

します。 

（１）行政評価の充実（新公会計によるコスト分析等） 

新公会計制度によるコスト分析と外部評価委員会より提言のあった３つの評価軸（参加と協働、

横断的連携、施策の機動的な修正・拡充）とプロセス評価（施策を進めるプロセスで行われていた

ことや関わった人が、施策にどのような効果をもたらしたかという、プロセスを重視した視点での

評価）を取り入れて、行政評価を充実させます。 

番
号 

0511 取組み名 新たな行政評価手法の構築 所管部 政策経営部 

取
組
み
内
容 

○コスト分析とプロセス評価を取り入れた新たな評価手法を構築し、それに対応できる評価ツールをつ

くります。 

○新たな行政評価手法にて、実施した評価を事業改善等に段階的に活用・公表していきます。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

新たな行政評
価手法の構築・
活用 

当初計画 

新たな行政評価
手法の構築（コ
スト分析、プロ
セス評価等） 

・新たな行政評価
手法の実施、公
表（新実施計画
事業） 

・新評価手法の検     
証 

・検証に基づく評
価手法の改善 

・多様なコスト分
析手法の検討、
実施（類似事業
間比較、経年比
較、所属間比較
等） 

・評価対象拡大の
検討、試行 

・検証に基づく評
価手法の改善 

・多様なコスト分
析手法の検討、
実施（類似事業
間比較、経年比
較、所属間比較
等） 

・評価対象拡大の
検討、試行 

修正計画 ― ― 

・新たな行政評価
の実施、公表 
(重点政策、新
実施計画事業) 

・事務事業評価 
（平成 29 年度新

規事業、人件費
比率の高い事
業、明確な成果
指標のない事
業等） 

・専門家との新評
価手法の検証、
研修実施 

・新たな行政評価
の実施、公表 
(重点政策、新
実施計画事業) 

・コロナ禍を踏ま
えた事務事業の
検証・見直し 

・評価手法の検
証・改善 

・行政評価研修 
（オンライン実施） 
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項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 実  績 

新たな行政評価
手法の構築（コ
スト分析、プロ
セス評価等） 

・新たな行政評価
の実施、公表 

 （重点政策、新
実施計画事業） 

・事務事業評価
（39 事業） 

・専門家との評価
手法の検証、課
題分析 

・行政評価研修の
検討、調整 

・新たな行政評価
の実施、公表
（重点政策、新
実施計画事業） 

・施策事業の本質
的な見直し 

・評価手法の検
証、改善 

・行政評価研修 
（オンライン実施） 

 

― 

当初計画 
効果額(千円) ― ― ― ― 

累計額(千円) ― ― ― ― 

修正計画 
効果額(千円)  ― ― ― 

累計額(千円)  ― ― ― 

実  績 
効果額(千円) ― ― ―  

累計額(千円) ― ― ―  

 

■計画変更理由・内容等 

・令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症の影響による大幅な減収見通しに対応するため、政策方針に基

づき、事務事業評価の視点を踏まえ、全庁を挙げて「施策事業の本質的な見直し」の取組みを実施した。

令和 3 年度においても、コロナ禍を踏まえた事務事業の検証・見直しに取り組む。 

・評価担当者を対象とした行政評価研修については、新型コロナウイルス感染症対策としてオンラインでの

実施とし、令和 3 年度においても、継続して実施する。 

 

■実績について 

・施策事業の本質的な見直しについては、すべての事業について、従来どおりの継続を前提とせず、区民・

利用者の視点に立って、事業継続の可否、事業の必要性、有効性、代替手段の有無、効果とコストのバラ

ンスなど多角的な観点から検証し、事業規模や事業手法の見直しなど、本質的な見直しに取り組んだ。 

・令和元年度に実施した専門家との評価手法の検証において、評価担当者との意見交換を実施し現行手法の

課題点や改善点を洗い出した。検証結果を踏まえ、令和 2 年度の評価実施にあたり手法の改善を図った。 
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番
号 

0512 取組み名 効果的な新公会計制度の運用 所管部 
会計室、政策経営部、財務

部、施設営繕担当部、各部 

取
組
み
内
容 

○自治体会計の処理に連動させて、日々の会計処理の段階から、複式簿記・発生主義による仕訳データ

を蓄積していき、それらの仕訳データや固定資産台帳情報を基に、会計別・事業別・施設別などの財

務諸表を作成し、行政のＰＤＣＡサイクルに合わせて、その場面ごとに幅広く、行政経営マネジメン

トへの活用を図っていきます。 

○財務諸表を公表し、区政の透明性や区民への説明責任の充実を図ります。 

○財務諸表の作成、分析を通して、経営感覚を持った行政運営、事業実施における成果志向、不断のコ

スト意識の醸成など、職員の意識向上を図ります。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

財務諸表の作
成・活用 

当初計画 

新公会計制度導
入による会計デ
ータの蓄積開始 

財務諸表の 
作成・活用 

財務諸表の 
作成・活用拡大 

財務諸表の 
作成・活用拡大 

修正計画 ― 
・活用計画の推進 
・財務諸表の作

成・活用 

・活用計画の推進 
・財務諸表の作

成・活用拡大 
・財務諸表分析ア

ドバイザー相
談会の実施 

・活用計画の推進 
・財務諸表の作

成・活用拡大 
・財務諸表分析ア

ドバイザー相
談会の実施 

実  績 

・新公会計制度
による会計デ
ータの蓄積開
始 

・「新公会計制度
活用計画」策
定 

・活用計画の推進 
・財務諸表の作

成・活用 
・財務諸表分析ア

ドバイザー相
談会の実施（4
所管） 

・新公会計研修で
の活用 

・世田谷区の財政
状況刷新発行 

・施設経営情報シ
ステム改修 

・活用計画の推進 
・財務諸表の作
成・活用拡大 

・財務諸表分析の
実施（5 事業） 

 ※感染症対策と
して対面での相
談会を中止し、
財務諸表分析の
み実施 

 

行政評価にお
ける財務分析 

当初計画 検討 実施 実施 実施 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 検討 
施策評価、事務事
業評価での活用 

施策評価、事務事
業評価での活用 
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項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

職員の会計ス
キルの向上 
①職員研修の
実施 
a)実務研修 
b)分析研修 

当初計画 
a)320 人 
b)240 人 

a)320 人 
b)240 人 

a)320 人 
b)240 人 

a)320 人 
b)240 人 

修正計画 ― ― 

a)160 人 
（出前講座の継

続実施） 
b)270 人 
（財務諸表の読

み方研修の継
続実施） 

a)100 人 
（出前講座の継

続実施） 
b)200 人 
（財務諸表の読

み方研修の継
続実施） 

実  績 
a)325 人 
b)317 人 

a)257 人 
（出前講座の新

規実施） 
b)333 人 
（財務諸表の読

み方研修の新
規実施） 

a)80 人 
（出前講座の継
続実施） 

b)198 人 
（財務諸表の読
み方研修の継
続実施） 

※オンライン研修
を同時実施 

 

職員の会計ス
キルの向上 
②庁内報の発
行 

当初計画 4 回 4 回 4 回 4 回 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 4 回 3 回 4 回  

― 

当初計画 
効果額(千円) ― ― ― ― 

累計額(千円) ― ― ― ― 

修正計画 
効果額(千円)  ― ― ― 

累計額(千円)  ― ― ― 

実  績 
効果額(千円) ― ― ―  

累計額(千円) ― ― ―  

 

■計画変更理由・内容等 

職員の会計スキルの向上については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による事務事業の見直しに基

づき、複式簿記研修（実務研修）の開催回数を減らすこととしたため、令和 3 年度の計画を修正した。 

 

■実績について  

新型コロナウイルス感染症対策のため、職員研修は会場での対象者数を絞るとともに、オンラインでの同

時開催を実施した。 
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（２）社会情勢や区民ニーズに照らした事業の見直し 

社会情勢や区民ニーズの変化を踏まえ、事業目的や実施手法に課題がある事業について、事業の

廃止やあり方の抜本的見直しを含めた改善を行います。 

番
号 

0521 取組み名 なかまちＮＰＯセンターの見直し 所管部 生活文化政策部 

取
組
み
内
容 

○令和元年度中の施設廃止に向けて調整を進めるとともに、ＮＰＯ等支援の代替施策について検討を進

めます。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

なかまちＮＰ
Ｏセンターの
見直し 

当初計画 検討 見直し 廃止 ― 

修正計画 ― 

・生活工房のあり
方検討を踏ま
えた市民活動
支援コーナー
の機能の見直
し 

・本庁舎等整備に
おける新たな
活動の場の検
討 

・なかまちＮＰＯ
センター運営
終了（年度末） 

本庁舎等整備に
おける新たな活
動の場の検討 

本庁舎等整備に
おける新たな活
動の場の検討 

実  績 

・運営終了に向け
た検討 

・生活工房のあり
方検討を踏ま
えた市民活動
支援コーナー
の機能の見直
しの検討 

・本庁舎等整備に
おける新たな
活動の場の検
討 

・生活工房のあり
方検討を踏ま
えた市民活動
支援コーナー
の機能の見直
し 

・本庁舎等整備に
おける新たな
活動の場の検
討 

・なかまちＮＰＯ
センター運営
終了（年度末） 

本庁舎等整備に
おける新たな活
動の場の検討
（先進自治体へ
の視察、区民活
動団体へのヒア
リングの実施） 

 

削
減
額 

当初計画 
効果額(千円) ― ― 802 ― 

累計額(千円) ― ― 802 802 

修正計画 
効果額(千円)  ― 354 ― 

累計額(千円)  ― 354 539 

実  績 
効果額(千円) ― ― 539  

累計額(千円) ― ― 539  

■実績について 

なかまちＮＰＯセンターが令和元年度末に運営終了したことに伴い、これまで運営にかかっていた経費を

削減分として令和 2 年度の効果額へ反映した。 
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番
号 

0522 取組み名 
区立保育園の今後のあり方（区立保

育園の今後のあり方による取組み） 
所管部 保育部 

取
組
み
内
容 

○「区立保育園の今後のあり方」に基づき、10 ヶ所の区立保育園を対象に、令和元年度以降、区立拠点

園や統合園・指定保育園として 5 ヶ所に統合し、区立保育園の再整備を着実に進めます。 

○区立保育園の再整備にあたっては、今後の保育需要の状況等を見極めながら、施設更新による効率化

を図りつつ、安全で安定した保育環境を整えるとともに、児童相談所の区への移管等の社会情勢の変

化により求められる児童福祉施設としての役割を改めて踏まえ、拠点園等の整備や緊急保育等の拡充

等を行うことで、在宅子育て家庭を含む地域の子育て支援機能や保育の質の向上に向けた取組み等を

より効率的・効果的に推進します。 

○また、統合・移転後の区立保育園跡地は、保育需要の状況等を見極めながら、私立保育園等の整備を

含め、区全体としての有効活用を図ります。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

区立保育園の
今後のあり方
による取組み 
（緊急保育等
の拡充） 

当初計画 
緊急保育等の拡
充に向けた検討 

・豪徳寺統合園・  
指定保育園（豪
徳寺・梅丘保育
園の統合）の開
設 

・砧地域拠点園・ 
指定保育園（希
望丘・船橋西保
育園の統合）の
開設 

・緊急保育等の拡 
充 

・世田谷地域拠 
点園・指定保育
園（世田谷・代
田保育園の統
合）の開設 

・緊急保育等の拡
充 

・北沢地域拠点園
（守山・下北沢
保育園の統合）
の開設 

・緊急保育等の拡
充 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 

・緊急保育等の拡
充に向けた検
討 

・区立保育園の
今後のあり方
の策定 

・豪徳寺統合園・  
指定保育園（豪
徳寺・梅丘保育
園の統合）の開
設 

・砧地域拠点園・ 
指定保育園（希
望丘・船橋西保
育園の統合）の
開設 

・緊急保育定員の
拡充 

・新たな再整備計
画(令和 7～11
年度)対象園の
決定 

・世田谷地域拠 
点園・指定保育
園（世田谷・代
田保育園の統
合）の開設 

・緊急保育定員
の拡充 

・地域の子育て
支援事業の拡
充・見直し
（園庭開放や
子育て相談の
充実等） 

 

― 

当初計画 
効果額(千円) ― ― ― ― 

累計額(千円) ― ― ― ― 

修正計画 
効果額(千円)  ― ― ― 

累計額(千円)  ― ― ― 

実  績 
効果額(千円) ― ― ―  

累計額(千円) ― ― ―  
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◇視点０６ 民間活用や官民連携によるサービスの向上とコスト縮減 

 民間企業等のノウハウや資源の活用により、サービスの向上やコストの縮減が図れる

場合には、行政の責任を明確にし、質の確保に十分留意しながら、民間活用を積極的に進

めます。また、民間企業等との対話と連携を進め、新たな公共サービスの促進に努めます。 

（１）民間事業者の活用 

民間事業者への事業委託などによりノウハウを活用することで、サービスの質の確保とコストの

抑制の両立を図ります。 

番
号 

0611 取組み名 
専門性と効率性を両立した図書館ネッ

トワークの構築 
所管部 教育委員会事務局 

取
組
み
内
容 

○現在導入している業務委託、指定管理者による管理など、多様な民間活力の活用形態の評価・検証を

行い、各施設ごとに立地環境や改修・改築等のスケジュール、区民ニーズ等に応じ、住民参加型の図

書館運営を含めた民間活用形態の検討・導入を進めます。またＩＣタグを全館に導入し、自動貸出機

導入によるプライバシー確保や業務効率化を図ります。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

多様な民間活
力活用による
運営体制の検
討・導入 

当初計画 検証・検討 

・検証・検討 
・導入（1 館） 
・更新（図書館カ

ウンター三軒
茶屋） 

・検証・検討 
・導入（1 館） 
・更新(図書館カ

ウンター二子
玉川) 

・検証・検討 
・導入（2 館） 
・更新(世田谷図

書館) 

修正計画 ― 

・多様な民間活力
活用による運
営体制の導入
（梅丘図書館） 

・住民参加による
運営体制の検
討 

・更新（図書館カ
ウンター三軒
茶屋） 

・多様な民間活力
活用による運
営体制の方針
決定 

・住民参加による
運営体制の検
討 

・更新（図書館カ
ウンター二子
玉川） 

・多様な民間活力
活用による運
営体制の方針
決定 

・住民参加による
運営体制の検
討 

・更新(世田谷図
書館) 

・導入（図書館カ
ウンター下北
沢※新規開設） 

実  績 

・多様な民間活力
活用による運
営体制の検討 

・住民参加による
運営体制の検
討 

・一部業務委託の
導入（梅丘図書
館） 

・住民参加による
運営体制の検
討 

・更新（図書館カ
ウンター三軒
茶屋） 

・多様な民間活
力活用による
運営体制の方
針検討 

・住民参加によ
る運営体制の
検討 

・更新（図書館
カウンター二
子玉川） 

 

ＩＣタグ関連
機器の全館導
入 

当初計画 2 施設 5 施設 4 施設 8 施設 

修正計画 ― ― ― 7 施設 

実  績 2 施設 5 施設 4 施設  
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削
減
額 

当初計画 
効果額(千円) ※ ※ ※ ※ 

累計額(千円) ※ ※ ※ ※ 

修正計画 
効果額(千円)  1,711 0 1,338 

累計額(千円)  1,841 25,916 27,254 

実  績 
効果額(千円) 130 25,786 0  

累計額(千円) 130 25,916 25,916  

 

■計画変更理由・内容等 

・令和 2 年 7 月に、民間活用に関する図書館運営体制の方向性を示す準備を進めていたが、新型コロナウイ

ルス感染拡大を受け、感染症対策等を踏まえた新たな図書館サービスや地域との連携強化を含め、総合的

な図書館運営の方針を策定するため、図書館運営体制あり方検討委員会を設け、令和 2 年度中に検討し、

令和 3 年 5 月に方針を決定することとした。 

・住民参加による運営体制について再検討し、上記検討委員会で、地域団体や区民の意見を取り入れる地域

との連携強化の仕組みの導入など、図書館運営への住民参加の方向性を検討していく予定である。 

・ＩＣタグ関連機器の全館導入について、梅丘図書館改築工事の延期のため、令和 3 年度計画を 8 施設から

7 施設に変更した。 
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（２）官民連携の取組み 

民間事業者との連携により、行政コストの削減をはじめ、柔軟な発想や手法による新たな事業展

開、民間企業等のＣＳＲ（社会的貢献）、ＣＳＶ（共通価値の創造）の拡大を促し、新たな公共サー

ビスの促進をめざします。 

番
号 

0621 取組み名 官民連携の取組み 所管部 政策経営部 

取
組
み
内
容 

○民間からの提案に基づき、実施に向けて庁内外の調整を着実に実施します。 

○民間との連携を庁内に広く浸透させ、前向きな姿勢を持ってチャンスを活かす組織風土の醸成に向け

て、職員向け研修や職員提案制度と連動した取組み等、官民連携を担っていく人材育成を実施してい

きます。 

○民間からの提案を引き出すため、機会を捉えて、区から積極的に営業していきます。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

民間提案型に
よる事業実施 

当初計画 20 件 20 件 20 件 20 件 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 35 件 61 件 54 件  

テーマ設定型
による取組み 

当初計画 3 件 3 件 3 件 3 件 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 1 件 6 件 4 件  

官民連携指針
に基づく人材
育成 

当初計画 検討・実施 実施 実施 実施 

修正計画 ― 
職員向け 

セミナー1 回 
職員向け 

セミナー1 回 
職員向け 

セミナー1 回 

実  績 
職員向け勉強会、 
セミナー各 1 回 

職員向け 
セミナー1 回 

職員向け 
セミナー1 回 

 

サウンディン
グ調査 

当初計画 検討・実施 検討・実施 検討・実施 検討・実施 

修正計画 ― 
上用賀公園拡張
事業への民間活

力導入 

（仮）旧池尻中
学校敷地の有効

活用 

旧池尻中学校敷
地の有効活用 

実  績 

老人休養ホーム
ふじみ荘整備、玉
川野毛町公園へ
の民間活力導入 

上用賀公園拡張
用地におけるス
ポーツ施設整備
事業、本庁舎等
整備、本庁舎等
整備に伴うレス

トラン整備 

旧池尻中学校敷
地の有効活用に
関する検討 
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削
減
額 

当初計画 
効果額(千円) ※ ※ ※ ※ 

累計額(千円) ※ ※ ※ ※ 

修正計画 
効果額(千円)  106 ※ ※ 

累計額(千円)  1,212 ※ ※ 

実  績 
効果額(千円) 1,106 20 0  

累計額(千円) 1,106 1,126 1,126  

抑
制
額 

当初計画 
効果額(千円) ※ ※ ※ ※ 

累計額(千円) ※ ※ ※ ※ 

修正計画 
効果額(千円)  6,568 5,459 5,681 

累計額(千円)  20,904 35,932 70,061 

実  績 
効果額(千円) 14,336 16,137 33,907  

累計額(千円) 14,336 30,473 64,380  

歳
入
増 

当初計画 
効果額(千円) ※ ※ ※ ※ 

累計額(千円) ※ ※ ※ ※ 

修正計画 
効果額(千円)  144 ※ ※ 

累計額(千円)  171 ※ ※ 

実  績 
効果額(千円) 27 210 0  

累計額(千円) 27 237 237  

 

■計画変更理由・内容等 

・官民連携指針に基づく人材育成について、具体的な取組みの計画を立てたため、計画を具体化した。 

・サウンディング調査について、令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症による影響により耐震補強工事

等、旧池尻中学校跡地活用のスケジュールが１年間先送りとなったため、令和 3 年度に延期した。あわせ

て、新型コロナウイルス感染症による影響の実態も把握したうえで、今後社会に求められる新たな要素を

専門家や民間事業者にヒアリングし、旧池尻中学校跡地活用の新たな基本コンセプトを策定した。 

 

■実績について 

・民間提案型による事業実施に関しては、トヨタモビリティ東京株式会社との包括連携協定を始め、区政情

報の周知や実証実験への協力など、民間の知見を活用することで、より充実した区民サービスを提供する

ことができた。また、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、情報発信ツールとして、世田谷区公式

ＬＩＮＥアカウントの制作・運用を民間提案型により実証実験として実施し、その他、オンライン面接ス

ペース「Yell Room」の提供、特別定額給付金に関する詐欺防止の啓発協力、マスクや飲料水の寄贈、中

小企業向け健康経営に関するオンラインセミナーの周知協力などコロナ禍に対応した官民連携を実施す

ることができた。 

・区から発信する「テーマ設定型」の取組みは、保育入園認定業務の申請に係るＡＩチャットボットの実証

実験、区有地を活用したキッチンカー等移動販売の実証実験など新たに 4 件実施した。 
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（３）事業主体の民間への転換 

民間事業者が自立的に運営、経営できる事業、施設等を、民間に委譲するなどにより事業主体を

転換します。 

番
号 

0631 取組み名 区立特別養護老人ホーム等の民営化 所管部 高齢福祉部 

取
組
み
内
容 

○取りまとめた方針に基づき具体的な検討を進め、民営化により区立施設ではなくなることから、平成

30 年度に世田谷区立特別養護老人ホーム等条例を廃止する条例案を議会へ提案します（令和 3 年 4 月

1 日施行）。 

○令和元年度以降、運営事業者を選定し、民営化への移行を実施します。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

区立特別養護
老人ホーム等
の民営化 

当初計画 条例廃止案提案 運営事業者選定 
民営化移行準備
及び事業者との

調整 

・民営化開始 
・廃止条例施行 

修正計画 ― 
・条例廃止案提案 
・運営事業者選定 

・運営事業者選定 
・民営化移行準備

及び事業者と
の調整 

― 

実  績 

民営化後の施設
の運営内容及び
区の補助のあり
方等の検討・調整 

・条例廃止の議決 
・運営事業者の選

定開始 

・運営事業者選定 
・民営化に伴う基

本協定の締結 
 

削
減
額 

当初計画 
効果額(千円) ― ― ― ※ 

累計額(千円) ― ― ― ※ 

修正計画 
効果額(千円)  ― ― 67,577 

累計額(千円)  ― ― 67,577 

実  績 
効果額(千円) ― ― ―  

累計額(千円) ― ― ―  
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◇視点０７ 施策事業の効率化と質の向上 

 政策目的に照らして最適な手法を選択し、効率的かつ質の高い行政サービスをめざした

改善を行います。実施に向け、委託事業のさらなる見直しを図るとともに、業務の標準化

を行うことで、外部委託を始めとした業務改善を進め、より高度かつ専門性の高い業務へ

の人的資源の投入を図ります。 

（１）補助金の見直し 

補助金の有用性に留意しつつ、社会状況の変化に合わせ、その目的や必要性、公平性、有効性、

説明責任の観点に立ち、定期的にあり方を見直すことにより、適正な補助金執行を図ります。 

番
号 

0711 取組み名 補助金の見直し 所管部 財政担当部、各部 

取
組
み
内
容 

○補助金の有用性に留意しつつ、「ガイドラインに基づくチェック項目記載要領」に基づき、社会状況の

変化、その目的や必要性、公平性、有効性、説明責任の観点に立ち、定期的にあり方を点検・見直す

ことにより、適正な補助金執行を図ります。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

補助金対象事
業の点検と見
直し（見直し対
象要綱数） 

当初計画 
補助金対象事業
の点検と見直し 

補助金対象事業
の点検と見直し 

補助金対象事業
の点検と見直し 

補助金対象事業
の点検と見直し 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 

見直し対象 
要綱数 194 件 

（うち廃止 6 件） 

見直し対象 
要綱数 191 件 

（うち廃止 5 件） 

見直し対象 
要綱数（集計中） 
 

 

削
減
額 

当初計画 
効果額(千円) 6,486 ※ ※ ※ 

累計額(千円) 6,486 ※ ※ ※ 

修正計画 
効果額(千円)  2,150 44,642 41,316 

累計額(千円)  8,636 53,278 94,594 

実  績 
効果額(千円) 6,486 2,150 44,642  

累計額(千円) 6,486 8,636 53,278  

※当年度に見直した結果の効果額は、翌年度の効果額欄に記載する 

（令和 2 年度の効果額欄には、令和元年度に見直した結果の効果額を記載） 
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（２）事業手法改善とコスト縮減 

社会状況の変化を踏まえ、これまでの考え方にとらわれない柔軟な発想により手法を転換するこ

とで、事業の見直し・改善を図ります。 

番
号 

0721 取組み名 情報化基盤の強化 所管部 政策経営部 

取
組
み
内
容 

○クラウド・仮想化技術等の新たな技術を活用し、情報システムの最適化・効率化を推進することで、

情報化基盤を強化するとともに、庁内諸業務の効率化に寄与します。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

クラウドや仮

想化技術を活

用したシステ

ム機器の整理

統合 

当初計画 

・ＩＤＥＳシステ
ム及び業務端末:
クラウドサービ
ス上での稼働 

・事務用端末：ク
ラウドサービス
上でのＶＤＩ構
築 

・認証基盤(一部)・
グループウェア：
クラウドサービ
スへの移行 

・事務用端末ＶＤ
Ｉ：ＯＳバージ
ョンアップ 

・業務サーバー：
ＯＳバージョン
アップ 

・事務用プリンタ
ー段階的廃止 

クラウドサービス
上のサーバーのサ

イズ最適化 

クラウドサービス
上のサーバーのサ

イズ最適化 

修正計画 ― 

・事務用端末ＶＤ
Ｉ：ＯＳバージ
ョンアップ 

・業務サーバー：
ＯＳバージョン
アップ 

・事務用プリンタ
ー段階的廃止 

認証基盤(一部)・
グループウェア：
クラウドサービス

への移行 

― 

実  績 

・ＩＤＥＳシステ
ム及び業務端末：
平成 30 年 8 月か
ら稼動 

・ 事 務 用 端 末 ：
1,070 台を本稼
動、稼動検証 

・事務用端末ＶＤ
Ｉ：ＯＳバージ
ョンアップ 

・業務サーバー：
ＯＳバージョン
アップ 

・事務用プリンタ
ー段階的廃止検
討 

認証基盤（一部）：
クラウドサービス

へ移行 
 

タブレット・モ

バイルＰＣ活

用の推進 

当初計画 

・ペーパーレス会
議の試行 

・モバイル端末を
利用した新たな
業務運用の試行 

・一部の会議のペ
ーパーレス化の
本稼動 

・一部の業務での
モバイルワーク
本稼働 

・ペーパーレス会
議及びモバイル
ワーク本稼働の
拡充 

・モバイル端末配
置拡充 

・ペーパーレス会
議及びモバイル
ワーク本稼働の
拡充 

・モバイル端末配
置拡充 

修正計画 ― 

・一部の会議のペ
ーパーレス化の
本稼動 

・一部の業務での
モバイルワーク
本稼働 

・モバイルワーク
試行の拡充 

― ― 
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項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

タブレット・モ

バイルＰＣ活

用の推進 

実  績 

・庶務担当課長
会、庁議準備会
議においてペー
パーレス会議を
試行及び本実施 

・一部の所管課及
び管理職におい
てモバイル端末
を利用した業務
運用を試行 

・一部の会議のペ
ーパーレス化の
本稼動 

・一部業務でのモ
バイルワーク本
稼動 

・モバイルワーク
試行の拡充 

・ペーパーレス会
議の継続実施（2
会議） 

・モバイルワーク
本稼働の拡充 

・モバイル端末の
追加配置（110
台） 

 

庁内コミュニ

ケーションツ

ール（ポータ

ル、メール、テ

レビ会議等）の

最適化 

当初計画 

・庁内コミュニケ
ーションツール
の環境最適化 

・庁内テレビ会議
システム本稼働 

・利用ガイドライ
ンの策定 

・庁内コミュニケ
ーションツール
のリプレース
（庁外コミュニ
ケーションツー
ルとの統廃合） 

・利用ガイドライ
ンの改訂 

コミュニケーショ
ンツールの環境最

適化 

コミュニケーショ
ンツールの環境最

適化 

修正計画 ― 

・庁内コミュニケ
ーションツール
の環境最適化 

・リプレース検討 
・検討内容に応じ

た利用ガイドラ
インの策定 

庁内コミュニケー
ションツールのリ
プレース（庁外コ
ミュニケーション
ツールとの統廃

合） 

・コミュニケーシ
ョンツールの環
境最適化 

・外部とのテレビ
会議システムに
おけるクラウド
サービス利用の
拡充 

実  績 

・庁内コミュニケ
ーションツール
の環境最適化 

・庁内テレビ会議
システム一部本
稼働 

・利用ガイドライ
ンの検討 

・庁内コミュニケ
ーションツール
の環境最適化 

・リプレース検討 
・利用マニュアル

の策定 

・庁内コミュニケー
ションツールのリ
プレース実施 

・外部とのテレビ会
議システムにおけ
るクラウドサービ
ス利用 

 

情報セキュリ

ティの強化 

当初計画 

・ＩＣＴの進展に対
応した情報セキュ
リティに関する技
術的対策の継続的
実施 

・情報セキュリティ
監査等を通したＰ
ＤＣＡサイクルに
よる情報セキュリ
ティレベルの継続
的強化 

・継続実施 
・取組み状況の評価 

・継続実施 
・評価結果に基づく
取組み内容の改善
検討 

・継続実施 
・取組み状況の評価 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 

・技術的対策の継続
的実施及び新たな
脅威に応じた対策
の調査検討 

・各種の情報セキュ
リティ監査と監査
結果に応じた改善
の実施 

・技術的対策の継続
的実施及び新たな
脅威に応じた対策
の調査検討 

・各種の情報セキュ
リティ監査と監査
結果に応じた改善
の実施 

・情報セキュリティ
に関する取組みに
ついての外部委員
からの意見聴取 

・技術的対策の継続
的実施及び新たな
脅威に応じた対策
の調査検討 

・情報セキュリティ
セルフチェックと
チェック結果に応
じた改善の実施 

・情報セキュリティ
に関する取組みに
ついての外部委員
からの意見聴取 
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削
減
額 

当初計画 
効果額(千円) 104,325 255,375 245,730 ― 

累計額(千円) 104,325 359,700 605,430 605,430 

修正計画 
効果額(千円)  41,804 156,068 ― 

累計額(千円)  42,797 157,061 163,401 

実  績 
効果額(千円) 993 0 162,408  

累計額(千円) 993 993 163,401  

 

■計画変更理由・内容等 

新型コロナウイルス感染症の影響や政策方針を踏まえて、外部とのテレビ会議システムにおけるクラウド

サービス利用を拡充する。 

 

■実績について 

新型コロナウイルス感染症対策等としてのモバイル端末の追加配置（新規 100 台・他用途からの転用 10

台）、外部とのテレビ会議システムにおけるクラウドサービス利用を実施した。 
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番
号 

0722 取組み名 時代にあった業務改善の取組み 所管部 政策経営部 

取
組
み
内
容 

○手順や工程、人員体制等を把握する業務量調査を実施し、マニュアル等に基づいて進められる業務な

ど民間活用が可能な業務を整理し、業務改善を進めます。また、調査の実施にあたっては、職場の負

担を軽減するよう配慮するなど支援を行います。なお、調査の実施によって、マニュアルの記載漏れ

や非効率な手順などの改善が図られることも見込まれます。 

○業務量調査の実施後、調査結果や庁内意見等を踏まえ、モデル事業を選定し、民間活用等業務改善を

行います。また、モデル事業の検証を行い、対象を拡大していきます。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

業務標準化等
による業務改
善 

当初計画 業務量調査 
・民間活用等モ

デル実施 
・業務改善 

・検証 
・業務改善 

・委託化等の拡
大 

・業務改善 

修正計画 ― 

・業務量調査 
・業務改善モデ

ル実施検証、
対象拡大（Ｒ
ＰＡ、業務切
出し委託） 

・業務プロセス調
査（2 事業） 

・業務改善の実施
（業務プロセ
ス見直し、ＲＰ
Ａ、業務切出し
委託）（8 事業） 

・ＲＰＡ人材の育
成 

・業務プロセス調
査（2 事業） 

・業務改善の実施
（業務プロセ
ス見直し、ＯＣ
Ｒ・ＲＰＡ、業
務切出し委託）
（8 事業） 

・ＲＰＡ人材の育
成 

実  績 

・業務量調査に
向けた業務改
善対象事業調
査 

・業務改善モデ
ル実施（ＲＰ
Ａ） 

・業務プロセス
調査(2 事業) 

・業務改善モデ
ル（ＲＰＡ）
実施(1 事業)、
検証(3 事業) 

・ＲＰＡツール
選定 

・業務プロセス調
査（2 事業） 

・業務改善の実施
（業務プロセ
ス見直し、ＲＰ
Ａ、業務切出し
委託）（5 事業） 

・ＲＰＡ人材の
育成 

 

削
減
額 

当初計画 
効果額(千円) ― ※ ※ ※ 

累計額(千円) ― ※ ※ ※ 

修正計画 
効果額(千円)  10,120 7,314 4,324 

累計額(千円)  10,120 10,865 11,721 

実  績 
効果額(千円) ― 3,551 3,846  

累計額(千円) ― 3,551 7,397  

■計画変更理由・内容等 

ＲＰＡを活用するにあたり紙帳票のデータ化が有用であり、令和 3 年度より業務用及び事務用環境で利用

可能なＯＣＲ導入を予定しているため、業務改善の実施内容として新たに計画へ追加した。 

■実績について 

・ミスを発生させない仕組みづくりを目的として業務プロセスの調査、見直しを実施した。 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、ＲＰＡ研修の実施を 1 月に延期したため、業務改善の実施実績

は 5 事業となった。 
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番
号 

0723 取組み名 
たまがわ花火大会 平瀬川会場におけ

る有料協賛席の設置 
所管部 砧総合支所 

取
組
み
内
容 

○多摩川対岸川崎市側の平瀬川会場の一部に有料協賛席を新たに設けることを検討し、実施します。 

 （4 人分×200 席 計 800 人分） 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

平瀬川会場に
おける有料協
賛席の設置 

当初計画 

設置場所の 
検討・検証及び 
川崎市との調整 

有料協賛席の設
置実施（200 席） 

継続実施 継続実施 

修正計画 ― 

設置場所の 
検討・検証及び 
川崎市との調整 

の継続実施 

販売価格の検
討・検証及び川
崎市との調整 

販売価格の検
討・検証及び川
崎市との調整の

継続実施 

実  績 

設置場所の 
検討・検証及び 
川崎市との調整 

設置場所の検
討・検証及び川
崎市との調整 

販売価格の検討
及び川崎市との

調整 
 

削
減
額 

当初計画 
効果額(千円) ― 4,047 ― ― 

累計額(千円) ― 4,047 4,047 4,047 

修正計画 
効果額(千円)  ― ― ― 

累計額(千円)  ― ― ― 

実  績 
効果額(千円) ― ― ―  

累計額(千円) ― ― ―  

 

■計画変更理由・内容等 

販売価格の検討や川崎市との調整を実施したが、新型コロナウイルス感染症の影響により令和 2 年度の花

火大会が中止になったことから、検証ができなかったため、引き続き令和 3 年度に川崎市との調整を継続す

ることとし、計画を修正した。 
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番
号 

0724 取組み名 庁有車の削減（統廃合） 所管部 財務部、総務部、各部 

取
組
み
内
容 

○各部で所有する車両を統廃合し、財務部で所有する共用車両を増台することで、本庁舎で所有する車

両の総台数を削減し、維持管理経費を削減します。 

○法人向けカーシェアリング等の活用も検討します。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

庁有車の統廃
合 

当初計画 
車両統廃合計画

の策定 
統廃合への着手 統廃合の実施 統廃合の実施 

修正計画 ― 

・ヒアリング調査
結果の分析 

・車両統廃合計画
の策定 

車両統廃合計画
に基づく統廃合

の実施 

車両統廃合計画
に基づく統廃合

の実施 

実  績 

車両統廃合計画
策定に向けた車
両保有課へのヒ
アリング調査 

・ヒアリング調査
結果の分析 

・車両統廃合計画 
の検討 

車両統廃合計画
の策定 

 

カーシェアリ
ング等の活用 

当初計画 
カーシェアリン
グ等の契約 

カーシェアリン
グ等の活用 

カーシェアリン
グ等の活用 

カーシェアリン
グ等の活用 

修正計画 ― 

・試行継続、検
証 

・本格活用に向
けた検討 

・試行継続、検証 
・本格活用に向け 
  た検討 
・対象所管の拡大

調整 

・試行継続、検証 
・カーシェアリン 
 グ以外の手法 
 検討 

実  績 

カーシェアリン
グの契約・試行 

（１課） 

カーシェアリン
グの契約（試行結
果の検証）、対象
所管の拡大調整 

・試行継続 
・対象所管の拡

大調整 
 

削
減
額 

当初計画 
効果額(千円) ― ※ ※ ※ 

累計額(千円) ― ※ ※ ※ 

修正計画 
効果額(千円)  ※ ※ ※ 

累計額(千円)  ※ ※ ※ 

実  績 
効果額(千円) ― 0 0  

累計額(千円) ― 0 0  

 

■計画変更理由・内容等 

・カーシェアリングの対象所管等の拡大について、新型コロナウイルス感染症の影響により、活用が進まず、

検証が困難なことから、来年度も試行を継続する。 

・民間のカーシェアリング以外の手法として、各所管が独自に行っている車両の相互利用について、より効 

 果的に貸し出すための手法を検討する。 

 

■実績について 

 車両統廃合計画について、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い本庁舎等整備計画のスケジュール変更

等が生じたため、この変更内容を反映させ、計画を策定した。 
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番
号 

0725 取組み名 事業手法の見直しによる効率化 所管部 各部 

取
組
み
内
容 

○類似の事業とのコスト比較などにより、事業の費用対効果を評価し、事業手法の見直しや重複してい

る事業の整理統合などの効率化を行います。 

○社会状況の変化を踏まえ委託事業の妥当性を評価し、見直しを行います。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

エコフェスせ
たがや等、環境
関連イベント
の統合 

年次計画 

3 つのイベントの
統合、実行委員
会との共催化 

継続実施 継続実施 
継続実施（イベン
トの一部見直し） 

実  績 

3 つのイベントの
統合、実行委員
会との共催化 

3 つのイベントの
統合、実行委員
会との共催化の 

継続実施 

3 つのイベントの
統合、実行委員
会との共催化の 
継続実施（イベン
トの一部中止、オ
ンライン開催） 

 

【再掲】さんさ
んサポート事
業の再構築 

年次計画  

さんさんサポー
ト事業の再構築
の実施（さんさ
んプラスサポー
ト事業の実施） 

さんさんプラス
サポート事業の

実施 

さんさんプラス
サポート事業の

実施 

実  績 
検討（利用者ア
ンケート実施） 

93 件 129 件  

ひだまり友遊
会館の一部事
業の統合 

年次計画   
福祉電話訪問事
業の整理・統合

の検討 

福祉電話訪問事
業の整理・統合

の検討 

実  績  
事務事業評価の

実施 

福祉電話訪問事
業の整理・統合

の検討 
 

ふじみ荘の廃止 

年次計画   
廃止に向けた調
整、区民周知 

廃止 

実  績  
運営継続に対す
る評価・検討 

廃止に向けた調
整、区民周知 

 

高齢者配食サ
ービス事業の
廃止 

年次計画   

・利用者への民間
配食サービス
の案内 

・自主活動への移
行支援（令和 5
年度まで実施） 

廃止 

実  績  

・事業継続に対す
る評価・検討 

・廃止に向けた調
整、区民周知 

・利用者への民間
配食サービス
の案内 

・自主活動への移
行支援（令和 5
年度まで実施） 

 

リサイクル活
動団体援助の
事業効率化 

年次計画   

各種申請・実績
報告処理におけ
るＲＰＡ等の導

入の検討 

各種申請・実績
報告処理におけ
るＯＣＲの活用

の検討 

実  績  
事務事業評価の

実施 

各種申請・実績
報告処理におけ
るＲＰＡ等の導

入の検討 
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項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

苗圃の利活用 

年次計画   
苗圃の機能転換

の検討 
― 

実  績  
事務事業評価の

実施 
苗圃の機能転換
の検討・実施 

 

公衆トイレ整
備事業の統合 

年次計画   
類似事業との統

合の検討 
類似事業との統

合の検討 

実  績  
事務事業評価の

実施 
類似事業との統

合の検討 
 

民家園 

年次計画   
効果的な民間活
用手法の検討・

実施 

効果的な民間活用
手法の継続検討 

実  績  
事務事業評価の

実施 
効果的な民間活
用手法の検討 

 

その他 事業
手法の見直し 

年次計画  見直し 2 件 見直し 3 件 見直し 

実  績  
廃止  2 件 
見直し 3 件 

―  

【他の取組みで推進する項目】 

ミニＳＬ維持運営における民間活用（1033 ネーミングライツ、企業名称ＰＲ型官民連携事業の推進） 

住民票集中管理事務における委託化の検討（0331 機能的な窓口の実現に向けた取組み） 

区立保育園（0522 区立保育園の今後のあり方） 

区立図書館（0611 専門性と効率性を両立した図書館ネットワークの構築） 

削
減
額 

当初計画 
効果額(千円) 1,515 ※ ※ ※ 

累計額(千円) 1,515 ※ ※ ※ 

修正計画 
効果額(千円)  10,646 140,000 178,616 

累計額(千円)  10,877 150,877 342,268 

実  績 
効果額(千円) 231 10,646 152,775  

累計額(千円) 231 10,877 163,652  

■計画変更理由・内容等 

・エコフェスせたがや等、環境関連イベントの統合については、新型コロナウイルス感染症の影響により

令和 2 年度の環境関連イベントの一部を中止し、また一部をオンラインで開催した。令和 3 年度におい

ては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による事務事業の見直しに基づき、イベント内容の一部を

見直した上で実施する。 

・ひだまり友遊会館の福祉電話訪問事業については、コロナ禍において、高齢者孤独解消は極めて重要で

あり必要性の高い事業であることなどを踏まえ、当面の間事業を継続するが、高齢者安心コールとの統

合に向け引き続き検討を進める。 

・リサイクル活動団体援助の事業効率化については、団体の事務処理の実態を確認し、電子データによる

申請や実績報告等については課題があることが分かったため、ＯＣＲの活用等を検討していくこととし

た。 

■実績について 

・令和 2 年度においては、世田谷区政策方針に基づきすべての事務事業について事業継続の可否、事業の必

要性、有効性、代替手段の有無、効果とコストのバランスなど多角的な観点から検証し、事業規模や事業

手法の見直しなど、施策事業の本質的な見直しを行っているため、本取組みへの個別項目の追加や、「そ

の他 事業手法の見直し」の実績への計上は行っていない。 

・苗圃の利活用については、苗圃の機能転換に向けた現況調査・評価を行い、苗圃土地所有者の意向を確認

できた苗圃を、身近な広場に位置づけた。 
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◇視点０８ 区民負担等の適切な見直し 

 施策・事業の継続性と政策目的を踏まえ、経費抑制策や事務改善等に取り組むとともに、

区民負担等の適切な見直しを図ります。 

（１）使用料・利用料の見直し 

定期的に、施設の管理運営経費の把握や利用状況分析に加えて、区民生活を取り巻く社会状況の

変化も幅広く捉えた検証を行い、使用料・利用料の見直しの要否を総合的に判断します。 

番
号 

0811 取組み名 
区民利用施設等の使用料・利用料の見

直し 
所管部 政策経営部 

取
組
み
内
容 

○区民サービスの維持に向けて、定期的に、施設の管理運営経費の把握や利用状況分析に加えて、区民

生活を取り巻く社会状況の変化も幅広く捉えた検証を行い、使用料・利用料の見直しの要否を総合的

に判断します。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

区民利用施設
等の使用料・利
用料の見直し 

当初計画 

改定 
（平成 30 年 10
月より料金改

定） 

検証 検証 
検証に基づく 

取組み 

修正計画 ― 

・新たな指針策定
に向けた検討 

・新公会計制度に
基づく検証 

・新たな指針策定
に向けた検討 

・新公会計制度に
基づく検証 

― 

実  績 

・改定（平成 30 年
10 月より料金
改定） 

・新たな指針策定
に向けた検討 

・新たな指針策定
に向けた検討 

・新公会計制度に
基づく検証 

・新たな指針策定
に向けた検討 

・新公会計制度に
基づく検証 

 

歳
入
増 

当初計画 
効果額(千円) 53,222 53,222 ― ― 

累計額(千円) 53,222 106,444 106,444 106,444 

修正計画 
効果額(千円)  53,222 ― ― 

累計額(千円)  94,232 70,575 70,575 

実  績 
効果額(千円) 41,010 29,565 ―  

累計額(千円) 41,010 70,575 70,575  
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基本方針３ 資産等の有効活用による経営改善 

◇視点０９ 公有財産等の有効活用 

 区有地や公共施設などを有効活用し、民間と連携した施設整備、運営や、区民ニーズに

応じた民間施設の誘致を進め、経費抑制や公共的サービスの充実を図ります。 

（１）公共施設の有効活用 

公共施設の整備、運営における民間資本等の活用や、スペースの有効活用など、多様な手法によ

り施設整備、維持管理経費の抑制、サービスの充実を図ります。 

番
号 

0911 取組み名 
老人休養ホームふじみ荘の有効活用と

施設整備 
所管部 生活文化政策部 

取
組
み
内
容 

○平成 30 年度からの指定管理期間（3 年間）において、宿泊機能の一部見直し（月～水曜日宿泊停止）

と介護予防事業をはじめとした様々な事業の実施等により、施設の有効活用を進めます。また、民間

資本の導入も含め、施設の改修工事に向けた取組みを進めます。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

施設の有効活
用及び改修工
事に向けた取
組み 

当初計画 

施設の有効活用
及び改修工事に

向けた調整 
― ― 改修工事 

修正計画 ― 
民間資本を活用
した施設整備の

事業者公募 
※ ※ 

実  績 

・宿泊機能の一部
見直し 

・介護予防事業等
の実施による
施設の有効活
用 

・民間資本の導入
に向けたサウ
ンディング調
査実施 

※ ※  

削
減
額 

当初計画 
効果額(千円) 8,449 ― ― ― 

累計額(千円) 8,449 8,449 8,449 8,449 

修正計画 
効果額(千円)  ― ― ― 

累計額(千円)  1,573 1,573 1,573 

実  績 
効果額(千円) 1,573 ― ―  

累計額(千円) 1,573 1,573 1,573  

※ふじみ荘は計画を変更し、「0725 事業手法の見直しによる効率化」の項目「ふじみ荘の廃止」にて年次計

画を掲載する 
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（２）公有地等の有効活用 

公共施設の跡地などの区有地等を活用し、また国有地、都有地等の活用を働きかけ、民間整備に

よる施設整備の誘導や、貸付料などの歳入確保を図ります。 

番
号 

0921 取組み名 
公共施設跡地の民間への条件付貸付、

売却 
所管部 財務部、各部 

取
組
み
内
容 

○公共施設跡地を、必要性が高い施設の整備を条件として貸し付けや売却を行い、民設民営の施設整備

を誘導するとともに、地代等の収入を確保します。 

○具体的には、まちづくりセンター、区立認可保育園の跡地を、私立保育施設等の整備を条件として貸

し付けや売却を行います。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

上馬まちづく
りセンター跡
地 

当初計画 

小規模保育事業
及び商業ビル用
途で貸付（平成 29
年 11月より開始） 

貸付 貸付 貸付 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 

小規模保育事業
及び商業ビル用
途として貸付 

小規模保育事業
及び商業ビル用
途として貸付 

小規模保育事業
及び商業ビル用
途として貸付 

 

奥沢地区会館
跡地 

当初計画 ― ― ― ― 

修正計画 ― 

私立保育施設用
途として貸付開
始（改築工事期
間中は無償） 

貸付(令和 2 年 4
月開園予定、開園
後 1 年間は無償)  

貸付 

実  績 ― 
私立保育施設用
途として無償貸

付開始 

私立保育施設用
途として貸付開
始（開園後 1 年

間は無償) 

 

世田谷保育園
跡地 

当初計画 ― 
私立保育施設用
途として無償貸

付開始 

私立保育施設用
途として有償貸

付開始 
貸付 

修正計画 ― ― 

私立保育施設用
途として貸付開
始（改築工事期
間中は無償） 

私立保育施設用
途として貸付(令
和 3 年 4 月開園
予定、開園後 1
年間は無償) 

実  績 ― 

建物の解体工事
を令和元年度に
実施することに
伴い、令和 2 年
度より貸付開始 

私立保育施設用
途として貸付開
始（改築工事期
間中は無償） 

 

代田保育園跡
地 

当初計画 ― ― 
私立保育施設の
改築時仮園舎と
して有償貸付 

私立保育施設の
改築時仮園舎と
して有償貸付
（令和 2 年度と

別法人） 
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項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 

修正計画 ― ― ― 

私立保育施設の
改築時仮園舎と
して有償貸付 
（令和 2 年度と

同法人） 

実  績 ― ― 

私立保育施設の
改築時仮園舎と
して貸付（令和 2
年 5 月より有償） 

 

梅丘保育園跡
地 

当初計画 ― ― 
私立保育施設用
途として無償貸
付 

私立保育施設用
途として有償貸

付開始 

修正計画 ― ― 

私立保育施設用
途として貸付開
始（改築工事期
間中は無償） 

貸付（令和 3 年 4
月移転予定、有

償貸付） 

実  績 ― ― 

私立保育施設用
途として貸付開
始（改築工事期
間中は無償） 

 

希望丘保育園
跡地（建物含
む） 

当初計画 ― 
私立保育施設用
途として無償貸

付開始 

私立保育施設用
途として有償貸

付開始 
貸付 

修正計画 

私立保育施設用
途として貸付開
始（改修工事期
間中は無償） 

私立保育施設用
途として貸付（令
和元年 7月開園予
定、開園後 1 年間
は無償） 

私立保育施設用
途として貸付
（令和 2 年 7 月
より有償） 

― 

実  績 

私立保育施設用
途として無償貸

付開始 

私立保育施設用
途として貸付、
令和元年７月開
園（開園後 1 年

間は無償） 

私立保育施設用
途として貸付
（令和 2 年 7 月
より有償） 

 

船橋西保育園
跡地（建物含
む） 

当初計画 ― 
私立保育施設用
途として無償貸

付開始 

私立保育施設用
途として有償貸

付開始 
貸付 

修正計画 ― 

私立保育施設用
途として貸付開
始（改修工事期
間中は無償） 

私立保育施設用
途として貸付（令
和 2年 4月開園予
定、開園後 1 年間
は無償） 

― 

実  績 ― 
私立保育施設用
途として無償貸

付開始 

私立保育施設用
途として貸付
（開園後 1 年間

は無償） 

 

代沢まちづく
りセンター跡
地 

当初計画     

修正計画 
跡地活用に 
向けた検討 

売却 
解体工事 

私立保育施設の
整備 

私立保育施設の
開設 

実  績 
跡地活用に 
向けた検討 

認可保育施設整
備及び運営を目
的としてプロポ
ーザルで業者を
決定、売却、建

物解体工事 

私立保育施設の
整備 
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歳
入
増 

当初計画 
効果額(千円) 4,008 300,000 15,096 15,096 

累計額(千円) 4,008 304,008 319,104 334,200 

修正計画 
効果額(千円)  ― 7,332 13,344 

累計額(千円)  4,008 275,341 288,685 

実  績 
効果額(千円) 4,008 264,001 7,332  

累計額(千円) 4,008 268,009 275,341  

 

■計画変更理由・内容等 

代田保育園跡地について、当初令和 2 年度と別法人への有償貸付を予定していたが、私立保育施設の改築

期間の延伸により、令和 3 年度も引き続き同法人に有償貸付することとなったため、計画を修正した。 
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◇視点１０ 税外収入確保策の推進、債権管理の適正化と収納率の向上 

 公金運用やネーミングライツ、広告事業などによる税外収入の確保を推進します。また、

適正な債権管理や納付機会の拡大、必要の際には法的措置の実施などを図ります。 

（１）クラウドファンディングの活用 

施設整備や初期投資が必要な新規事業などについて、クラウドファンディングの手法を用いた資

金調達を行います。 

番
号 

1011 取組み名 大蔵運動場陸上競技場スタンド整備 所管部 スポーツ推進部 

取
組
み
内
容 

○障害者スポーツの推進及び区民利用の環境改善を図るため、大蔵運動場陸上競技場スタンド部分を改

築するにあたり、必要な経費をクラウドファンディングの手法を活用して、スタンド整備にかかる経

費の資金の一部を調達します。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

大蔵運動場陸
上競技場スタ
ンド整備に伴
うクラウドフ
ァンディング
活用による資
金調達 

当初計画 

・クラウドファン
ディング活用
による資金調
達 

・陸上競技場スタ
ンド改築工事
着工 

陸上競技場スタ
ンド改築工事竣
工 

― ― 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 

・クラウドファン
ディング活用
による資金調
達 

・陸上競技場スタ
ンド改築工事
着工 

陸上競技場スタ
ンド改築工事竣
工 

―  

歳
入
増 

当初計画 
効果額(千円) 35,600 ― ― ― 

累計額(千円) 35,600 35,600 35,600 35,600 

修正計画 
効果額(千円)  ― ― ― 

累計額(千円)  9,754 9,754 9,754 

実  績 
効果額(千円) 9,754 ― ―  

累計額(千円) 9,754 9,754 9,754  
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番
号 

1012 取組み名 
うままちプロジェクト（馬事公苑界わ

い魅力向上の取組み） 
所管部 都市整備政策部、土木部 

取
組
み
内
容 

○ＪＲＡ馬事公苑より譲り受けた使用済み蹄鉄を再利用した平板の製作及び道路・公園等への敷設工事

を実施します。平板には寄附者名が刻まれたプレートを貼り付けます。平板の製作及び敷設工事費な

ど必要な経費はクラウドファンディングの手法を活用して調達します。なお、寄附金は、馬事公苑界

わいサイン整備のほか、界わいの魅力向上に向けた取組みに活用します。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

周辺 5駅から馬
事公苑までの
ルートや公園
等への蹄鉄入
り平板敷設に
伴うクラウド
ファンディン
グ活用による
資金調達 

当初計画 

・クラウドファン
ディング活用
による資金調
達 

・蹄鉄入り平板製
作（900 枚） 

敷設工事 
（900 枚） 

― ― 

修正計画 ― 
敷設工事 
（800 枚） 

― ― 

実  績 

・クラウドファン
ディング活用
による資金調
達 

・蹄鉄入り平板製
作（741 枚） 

・蹄鉄入り平板
製作（89 枚） 

・敷設工事 
（798 枚） 

敷設工事 
（32 枚） 

 

歳
入
増 

当初計画 
効果額(千円) 22,142 ― ― ― 

累計額(千円) 22,142 22,142 22,142 22,142 

修正計画 
効果額(千円)  ― ― ― 

累計額(千円)  19,473 19,473 19,473 

実  績 
効果額(千円) 19,473 ― ―  

累計額(千円) 19,473 19,473 19,473  

 

■実績について 

令和元年度に予定していた平板敷設を含む道路工事の契約が入札不調により整わなかったため、敷設工事

の一部を令和 2 年度に実施した。 
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番
号 

1013 取組み名 
宮坂区民センター周辺の活性化の取組

み 
所管部 世田谷総合支所 

取
組
み
内
容 

○宮坂区民センター前の広場に設置している旧玉電車両について、平成 30 年度に塗装を実施するとと

もに、塗装を記念したイベント等を世田谷線沿線の各種イベント等と連携して実施することで、世田

谷地域の活性化を図ります。併せて、区内外の関心を掘り起こすために、クラウドファンディングの

手法を活用して寄附を募ります。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

クラウドファ
ンディングの
活用による宮
坂区民センタ
ー周辺の活性
化の取組み 

当初計画 

・クラウドファン
ディング活用
による資金調
達（3 ヶ月程度） 

・車両塗装 
・イベント実施 

― ― ― 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 

・クラウドファン
ディング活用
による資金調
達（4 ヶ月） 

・車両塗装 
・イベント実施 

― ―  

歳
入
増 

当初計画 
効果額(千円) 2,937 ― ― ― 

累計額(千円) 2,937 2,937 2,937 2,937 

修正計画 
効果額(千円)  ― ― ― 

累計額(千円)  1,670 1,670 1,670 

実  績 
効果額(千円) 1,670 ― ―  

累計額(千円) 1,670 1,670 1,670  
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番
号 

1014 取組み名 クラウドファンディングの活用 所管部 財政担当部、各部 

取
組
み
内
容 

○使い道を明確に示して幅広く寄附を募る「クラウドファンディング」の手法による事業費を集め、政

策課題の解決を加速する事業や、従来よりも一歩踏み出した区民ニーズへの対応を図る事業を実施し

ます。募集にあたってはふるさと納税制度を活用し、区民のみならず区外にも寄附を呼びかけ、賛同

を得ることを目指します。 

※平成 30 年度以降、新たに実施を決定した取組みを新実施計画事業として順次追加 

※令和 2 年度実績は見込み 

  

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

認知症介護サポ
ート事業（区内
特養の介護ロボ
ット・ＩＣＴ機
器導入の経費助
成） 

当初計画     

修正計画 

クラウドファンデ
ィング活用による

資金調達 

介護ロボット・ 
ＩＣＴ機器導入の

経費助成 
― ― 

実  績 

クラウドファンデ
ィング活用による

資金調達 

介護ロボット・ 
ＩＣＴ機器導入の

経費助成 
―  

海外教育交流事
業（参加者の自
己負担の軽減、
定員増） 

当初計画     

修正計画 

クラウドファンデ
ィング活用による

資金調達 

・世田谷遊びと学
びの教育基金へ
の積立て 

・海外教育交流へ
の基金活用 

世田谷遊びと学び
の教育基金に対す
る寄附募集事業に

移行 

― 

実  績 

クラウドファンデ
ィング活用による

資金調達 

・世田谷遊びと学
びの教育基金へ
の積立て 

・海外教育交流へ
の基金活用 

世田谷遊びと学び
の教育基金に対す
る寄附募集事業に

移行 

 

玉川にぎわい創
出プロジェクト
（玉川区民会館
の座席設置、コ
ミュニティ広場
の整備） 

当初計画     

修正計画  

・クラウドファン
ディング活用に
よる資金調達 

・玉川総合支所・
区民会館改築事
業 

・クラウドファン
ディング活用に
よる資金調達 

・玉川総合支所・ 
 区民会館改築事 
 業 

― 

実  績 事業検討 

・クラウドファン
ディング活用に
よる資金調達 

・玉川総合支所・
区民会館改築事
業 

・クラウドファン
ディング活用に
よる資金調達 

・玉川総合支所・ 
 区民会館改築事 
 業 
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項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

未来を担う子ど
も たち を 応援
（環境エネルギ
ー・ラボの運営） 

当初計画     

修正計画  

・クラウドファン
ディング活用に
よる資金調達 

・環境エネルギ
ー・ラボの実施 

・寄附募集の継続
検討 

― ― 

実  績 事業検討 

・クラウドファン
ディング活用に
よる資金調達 

・環境エネルギ
ー・ラボの実施 

・寄附募集の継続
検討 

―  

世田谷公園展示
ＳＬ塗装プロジ
ェクト（世田谷
公園展示ＳＬ機
関車の塗装） 

当初計画     

修正計画  
クラウドファンデ
ィング活用による

資金調達 

クラウドファンデ
ィング活用による

資金調達 

ＳＬ機関車の 
塗装工事 

実  績 事業検討 
クラウドファンデ
ィング活用による

資金調達 

クラウドファンデ
ィング活用による

資金調達 
 

世田谷版ＷＥラ
ブ赤ちゃんプロ
ジェクト（地域
で子育てを応援
する気運醸成） 

当初計画     

修正計画  

・クラウドファン
ディング活用に
よる資金調達 

・プロジェクト実 
 施 

・クラウドファン
ディング活用に
よる資金調達 

・プロジェクト実 
 施 

・クラウドファン
ディング活用に
よる資金調達 

・プロジェクト実 
 施 

実  績 事業検討 

・クラウドファン
ディング活用に
よる資金調達 

・プロジェクト実 
 施 

・プロジェクトの
普及啓発に伴う
寄附のよびかけ 

・プロジェクト実 
 施 

 

医療的ケア児等
を育てる世帯へ
の支援事業（医
療的ケア児とき
ょうだい児を主
な対象とした外
出イベントを企
画・実施する事
業者への運営補
助） 

当初計画     

修正計画  
クラウドファンデ
ィング活用による

資金調達 

・クラウドファン
ディング活用に
よる資金調達 

・外出イベント等
の実施 

・クラウドファン
ディング活用に
よる資金調達 

・外出イベント等
の実施 

実  績 事業検討 
クラウドファンデ
ィング活用による

資金調達 

・クラウドファン
ディング活用に
よる資金調達 

・オンライン配信
イベントの実施 
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■計画変更理由・内容等 

・「世田谷区版ＷＥラブ赤ちゃんプロジェクト」、「医療的ケア児等を育てる世帯への支援事業」は令和 3 年

度以降も継続して行うため、令和 3 年度修正計画を追記した。 

・「東京 2020 大会おもてなしプロジェクト」は東京 2020 大会の開催年に資金調達及びプロジェクトの実施

を行うため、令和 3 年度修正計画を追記した。 

・「新型コロナウイルスをともに乗りこえる寄附金」、「医療的ケア児等世帯への災害時の支援策」は、令和

2 年度から新たに寄附を募集したため項目を追加した。なお、どちらも令和 3 年度も継続して寄附を募

集する。 

 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

東京 2020 大会
おもてなしプロ
ジェクト（東京
2020 大会に向
けた機運醸成） 

当初計画     

修正計画  
クラウドファンデ
ィング活用による

資金調達 

・クラウドファン
ディング活用に
よる資金調達 

・プロジェクトの
実施 

・クラウドファン
ディング活用に
よる資金調達 

・プロジェクトの
実施 

実  績  
クラウドファンデ
ィング活用による

資金調達 
寄附のよびかけ  

新庁舎等整備プ
ロジェクト（区
民会館ホールの
改修整備、レリ
ーフの復元等） 

当初計画     

修正計画   
クラウドファンデ
ィング活用による

資金調達 

クラウドファンデ
ィング活用による

資金調達 

実  績   
クラウドファンデ
ィング活用による

資金調達 
 

新型コロナウイ
ルスをともに乗
りこえる寄附金 

当初計画     

修正計画   
クラウドファンデ
ィング活用による

資金調達 

クラウドファンデ
ィング活用による

資金調達 

実  績   
クラウドファンデ
ィング活用による

資金調達 
 

医療的ケア児等
世帯への災害時
の支援策 

当初計画     

修正計画   
クラウドファンデ
ィング活用による

資金調達 

クラウドファンデ
ィング活用による

資金調達 

実  績   
クラウドファンデ
ィング活用による

資金調達 
 

歳
入
増 

当初計画 
効果額(千円)     

累計額(千円)     

修正計画 
効果額(千円) 11,966 24,310 48,987 50,834 

累計額(千円) 11,966 27,628 69,330 151,999 

実  績 
効果額(千円) 3,318 17,025 80,822  

累計額(千円) 3,318 20,343 101,165  



212 

 

■実績について 

・「世田谷区版ＷＥラブ赤ちゃんプロジェクト」は、令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症への対策を優

先したため、プロジェクトの普及啓発とそれに伴う寄附募集等を実施した。 

・「医療的ケア児等を育てる世帯への支援事業」は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で外出イベント

等の実施をオンライン配信によるイベントに代える等の対応により実施した。 

・「東京 2020 大会おもてなしプロジェクト」は東京 2020 大会の開催延期に伴い、プロジェクトの実施を延

期した。 

・「新型コロナウイルスをともに乗りこえる寄附金」は、第 1 弾の寄附をマスクや消毒液等の感染防護用品

の購入費用に、令和 2 年 8 月以降から行っている第 2 弾の寄附をＰＣＲ検査体制の拡充費用に充当する。 
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（２）広告事業による経費の削減 

広告事業の推進により、経費を削減します。 

番
号 

1021 取組み名 
区の刊行物等を活用した広告事業の推

進 
所管部 政策経営部、各部 

取
組
み
内
容 

○区事業や区施設を活用した広告事業について、新たな手法を検討し、更なる経費節減につなげます。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

区の刊行物等
を活用した広
告事業の推進 

当初計画 広告事業の拡充 広告事業の拡充 広告事業の拡充 広告事業の拡充 

修正計画 ― 
新たな広告媒体の

検討 
新たな広告媒体

の検討 
― 

実  績 

けやきネットホ
ームページバナ
ー広告等の広告
媒体の追加 

東京 2020 大会う
ちわ、二子玉川出
張所広告付映像モ
ニターの広告媒体

の追加 

玉川総合支所・
区民会館デジタ
ルサイネージ等

の追加 

 

通知用封筒へ
の広告掲載（世
田谷保健所） 

当初計画 公募（がん検診） 
実施（がん検診） 
約 20 万件 

実施（がん検診）
約 20 万件 

実施（がん検診）
約 20 万件 

修正計画 ― 
・通知用封筒への
広告掲載 

・公募（がん検診） 

・通知用封筒への
広告掲載 

・公募（がん検診） 

・通知用封筒への
広告掲載 

・公募（がん検診） 

実  績 公募（がん検診） 公募（がん検診） 公募（がん検診）  

歳
入
増 

当初計画 
効果額(千円) ― 200 ― ― 

累計額(千円) ― 200 200 200 

修正計画 
効果額(千円)  ― ※ ※ 

累計額(千円)  1,726 2,606 2,661 

実  績 
効果額(千円) 1,726 880 55  

累計額(千円) 1,726 2,606 2,661  

■計画変更理由・内容等 

 公募中の令和 3 年度の通知用封筒への広告掲載が決定した場合に広告を掲載するとともに、令和 3 年度に

令和 4 年度の通知用封筒の広告掲載を公募するため、計画を修正した。 

■実績について 

通知用封筒への広告掲載については、令和元年度に実施した公募において事業者の応募がなかったため令

和 2 年度の広告掲載は実施せず、引き続き令和 3 年度の公募を実施した。 
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（３）税外収入確保の取組み 

公金運用やネーミングライツ等、様々な手法で税外収入の確保を図ります。 

番
号 

1031 取組み名 安全かつ効率的な公金運用 所管部 会計室 

取
組
み
内
容 

○世田谷区公金管理方針及び公金運用計画に基づき、安全性を第一に、資金の流動性も確保しつつ、安

定的かつ効率的な運用を行い、税外収入の確保を図ります。 

○今後の運用可能額や金融動向等を注視し、毎年策定する公金運用計画において、積立基金利子の収入

目標額を設定していきます。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

積立基金利子
収入目標額の
達成に向けた
公金運用 

当初計画 運用 運用 運用 運用 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 
基金利子収入
230,022 千円 

基金利子収入
233,226 千円 

基金利子収入
241,259 千円 

 

歳
入
増 

当初計画 
効果額(千円) ※ ※ ※ ※ 

累計額(千円) ※ ※ ※ ※ 

修正計画 
効果額(千円)  ※ ※ ※ 

累計額(千円)  ※ ※ ※ 

実  績 
効果額(千円) 8,699 3,204 8,033  

累計額(千円) 8,699 11,903 19,936  
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番
号 

1032 取組み名 公園を活用した税外収入の確保 所管部 みどり３３推進担当部 

取
組
み
内
容 

○官民連携による収益施設の誘致を行い、税外収入の確保や管理運営費の軽減を図ります。 

○公園や園内施設等を活用した税外収入の確保に取組むとともに、公園の新たな魅力創出を図ります。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

大規模な公園
の新設や改修
を契機とした
常設民間施設
（カフェ等）の
誘致 

当初計画 

大規模な公園で
の施設誘致に関
する可能性の検
討（新設 2 公園） 

大規模な公園で
の施設誘致に関
する可能性の検
討 

検討結果に基づ
く実現に向けた
条件や手続きの

検討 

検討結果に基づ
く実現に向けた
条件や手続きの

検討 

修正計画 ― ― 
民間活力の導入
を含む公園整備
基本計画の策定 

民間活力の導入
を含む公園整備
基本計画の策定 

実  績 

大規模な公園で
の施設誘致に関
する可能性の検
討（新設 2 公園） 

大規模な公園で
の施設誘致に関
する可能性の検
討（新設 2 公園） 

民間活力の導入
を含む公園整備
基本計画の検討 

 

既存の公園に
おける仮設民
間施設（移動販
売車）の誘致 

当初計画 

・移動販売車誘致
（1 公園） 

・その他の公園へ
の拡充検討・試
行 

・移動販売車誘
致（1 公園） 

・新規公募実施 
（3 公園） 

・移動販売車誘致
（4 公園） 

・その他公園への
拡充検討 

・移動販売車誘致
（4 公園） 

・その他公園への
拡充検討 

修正計画 ― ― 

・移動販売車誘致
（5 公園） 

・その他公園への
拡充検討 

・移動販売車誘致
（5 公園） 

・その他公園への
拡充検討 

実  績 

・移動販売車誘致
（世田谷公園） 

・その他の公園へ
の拡充検討・試
行 

・移動販売車誘致
（世田谷公園） 

・その他の公園へ
の拡充・試行
（新規公募 4公
園） 

・移動販売車誘致
（5 公園） 

・その他公園へ
の拡充検討 

 

新たな税外収
入の取組みの
検討、実施 

当初計画 
新たな取組み 

の検討 
検討に基づく 
取組みの推進 

検討に基づく 
取組みの推進 

検討に基づく 
取組みの推進 

修正計画 ― ― 
新たな取組み 

の実施（クラウド
ファンディング） 

新たな取組み 
の実施（クラウド
ファンディング） 

実  績 
新たな取組み 

の検討 

新たな取組み 
の実施（クラウド
ファンディング） 

新たな取組み 
の実施（クラウド
ファンディング） 

 

歳
入
増 

当初計画 
効果額(千円) 623 420 ― ― 

累計額(千円) 623 1,043 1,043 1,043 

修正計画 
効果額(千円)  420 ― ― 

累計額(千円)  1,584 1,362 2,838 

実  績 
効果額(千円) 1,165 309 1,364  

累計額(千円) 1,165 1,474 2,838  

※「新たな税外収入の取組みの検討、実施」の実績において、「1014 クラウドファンディングの活用」と重

複する効果額は計上しない 
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■計画変更理由・内容等 

・大規模な公園の新設や改修を契機とした常設民間施設（カフェ等）の誘致については、新型コロナウイル

ス感染症の影響に伴い、事業計画を再検討したことから、令和 2 年度の検討状況を踏まえ、令和 3 年度計

画を修正した。 

・新たな税外収入の取組みの検討、実施については、世田谷公園展示用機関車の塗装資金の確保を、令和元

年 8 月 30 日から令和 3 年 3 月 31 日の期間でクラウドファンディングにより実施したが、目標額未達成の

ため、令和 3 年度も継続して実施することとし、計画を修正した。 

 

■実績について 

移動販売車の誘致について、誘致している公園（5 公園）で出店者数が増えていることから、前年度を上

回る歳入を得ることができた。 
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番
号 

1033 取組み名 
ネーミングライツ、企業名称ＰＲ型官

民連携事業の推進 
所管部 政策経営部 

取
組
み
内
容 

○更なる税外収入確保に向けて、提案事業者と区民の双方にメリットのある、より魅力的で実効性のあ

るネーミングライツの仕組みを検討、実施します。 

○公募対象に適した施設や事業を選定するとともに、当該施設・事業の概要や利用者数など、事業者側

の検討素材となる情報提供の充実を図ります。 

○施設の外観が新しくなり、話題性が高まる、改築や改修の機会をとらえて、積極的に事業者に働きか

けます。 

○事業者が、自社製品の寄附や、施設の維持管理などの貢献の対価として、公共施設内で企業名をＰＲ

したり、自社の広告媒体等を通じて区への貢献の事実をＰＲできるようにするなど、企業名称のＰＲ

をメリットとした新たな官民連携事業を検討します。検討にあたっては、事業者に対してサウンディ

ング調査を行い、事業者側のニーズを把握するとともに、ニーズに応じた柔軟な連携のあり方を検討

します。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

事業者への情報
提供の充実 

当初計画 

・公募対象施設・ 
事業の選定 

・公募対象施設・  
事業の詳細情報
を掲載した広報
物の作成、周知 

・公募対象施設・ 
事業の見直し、 
追加 

・連携実績のＰＲ  

・公募対象施設・ 
事業の見直し、 
追加 

・連携実績のＰＲ 

・公募対象施設・ 
事業の見直し、 
追加 

・連携実績のＰＲ 

修正計画 ― 

・公募対象施設・
事業の選定 

・連携実績のＰＲ 
・公募対象施設・

事業の詳細情報
を掲載した広報
物の作成、周知 

公募対象施設・事
業の選定、提案募
集型の実施に向け
た検討、公募の開
始 

公募対象施設・事
業の選定、提案募
集型の実施に向け
た検討 

実  績 

公募対象施設・事
業の選定に向けた

検討 

公募対象施設・事
業の選定、提案募
集型の実施に向け

た検討 

公募対象施設・事
業の選定、提案募
集型の実施に向け

た検討 

 

企業名称ＰＲ型
官民連携事業の
実施 

当初計画 

・事業者に対する 
サウンディング
調査  

・調査結果に基づ
く企業名称ＰＲ
型官民連携事業
手法の検討 

・企業名称ＰＲ型
官民連携事業手
法の確立 

・公募の開始 

・継続実施 
・事業手法の見直
し 

・継続実施 
・事業手法の見直

し 

修正計画 ― ― 

・企業名称ＰＲ型
官民連携事業手
法の確立 

・公募の実施へ向
けた検討（世田
谷公園ミニＳ
Ｌ） 

・企業名称ＰＲ型
官民連携事業の
実施 

・公募の実施（世
田谷公園ミニＳ
Ｌ） 

実  績 

・事業者に対する 
サウンディング
調査 3 社 

・調査結果に基づ 
く企業名称ＰＲ
型官民連携事業
手法の検討 

企業名称ＰＲ型官
民連携事業手法の

実施・検討 

・企業名称ＰＲ型
官民連携事業の
実施 

・公募の実施へ向
けた検討（世田
谷公園ミニＳ
Ｌ） 
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歳
入
増 

当初計画 
効果額(千円) ※ ※ ※ ※ 

累計額(千円) ※ ※ ※ ※ 

修正計画 
効果額(千円)  ※ ※ ※ 

累計額(千円)  ※ ※ ※ 

実  績 
効果額(千円) 0 0 0  

累計額(千円) 0 0 0  

※「企業名称ＰＲ型官民連携事業の実施」の実績において、「0621 官民連携の取組み」と重複する効果額は 

計上しない 

 

■計画変更理由・内容等 

・ネーミングライツの事業者への情報提供の充実については、公募対象施設の選定・実施に至っていない

ため、令和 3 年度の計画を修正し引き続き公募対象施設の選定及び提案募集型の実施に向けた検討を

行う。 

・企業名称ＰＲ型官民連携事業及び世田谷公園ミニＳＬの駅名等の命名権売却による税外収入の確保に

向けた取組みを引き続き実施するため、令和 3 年度の計画を修正した。 

 

■実績について 

 企業名称ＰＲ型官民連携事業については、民間企業等のＰＲを条件としたマスクの無償提供を区の母

子健康事業の一環として実施するため、民間企業等と協定を締結した。 
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（４）債権管理の適正化と収納率の向上 

債権管理の適正化と収納率の向上を図ることにより、区全体の歳入の向上を図ります。 

番
号 

1041 取組み名 債権管理重点プランに基づく取組み 所管部 財務部、各部 

取
組
み
内
容 

○債権管理重点プランに基づき、債権管理の適正化と収納率の向上を図ることにより、区全体の収入未

済額の削減及び歳入の向上を図ります。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

現年分徴収の
徹底 

当初計画 
電話催告センタ
ーの活用等 

電話催告センタ
ーの活用等 

電話催告センタ
ーの活用等 

電話催告センタ
ーの活用等 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 
電話催告センタ
ーの活用等 

電話催告センタ
ーの活用拡大
（介護保険料） 

電話催告センタ
ーの活用等 

 

滞納整理の強
化 

当初計画 

・効率的な督促、
催告の実施や
差押等の強化 

・私法上の債権に
係る履行確保
の強化 

・効率的な督促、
催告の実施や
差押等の強化 

・私法上の債権に
係る履行確保
の強化 

・効率的な督促、
催告の実施や
差押等の強化 

・私法上の債権に
係る履行確保
の強化 

・効率的な督促、
催告の実施や
差押等の強化 

・私法上の債権に
係る履行確保
の強化 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 

・効率的な督促、
催告の実施や
差押等の強化 

・私法上の債権
に係る履行確
保の強化 

・効率的な督促、
催告の実施や
差押等の強化 

・私法上の債権に
係る履行確保
の強化 

・効率的な督促、
催告の実施や
差押等の強化 

・私法上の債権に
係る履行確保
の強化 

 

収納事務の改
善 

当初計画 

・口座振替、コン
ビニ収納等の利
用促進 

・多様な収納方法
についての検討 

・口座振替、コン
ビニ収納等の利
用促進 

・多様な収納方法
についての検討 

・口座振替、コン
ビニ収納等の利
用促進 

・多様な収納方法
についての検討 

・口座振替、コン
ビニ収納等の利
用促進 

・多様な収納方法
についての検討 

修正計画 ― ― ― 

・口座振替、コン
ビニ収納等の利
用促進 

・多様な収納方法
についての検討 

・新しい収納方法 
（電子マネー決
済）の導入 

実  績 

・口座振替、コン
ビニ収納等の利
用促進 

・多様な収納方法
についての検討 

・口座振替、コン
ビニ収納等の利
用促進 

・多様な収納方法
についての検討 

・口座振替、コン
ビニ収納等の利
用促進 

・多様な収納方法
についての検討 
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項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

職員の専門性
の向上と債権
管理体制の強
化 

当初計画 

・専門研修の充実 
・滞納整理におけ

るノウハウの
共有化 

・専門研修の充実 
・滞納整理におけ

るノウハウの
共有化 

・専門研修の充実 
・滞納整理におけ

るノウハウの
共有化 

・専門研修の充実 
・滞納整理におけ

るノウハウの
共有化 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 

・専門研修の充実 
・滞納整理におけ

るノウハウの
共有化 

・専門研修の充実 
・滞納整理におけ

るノウハウの
共有化 

・専門研修の充実 
・滞納整理におけ

るノウハウの
共有化 

 

制度運用の適
正化 

当初計画 

法令等に基づく
適切な納付緩和
措置の実施等 

法令等に基づく
適切な納付緩和
措置の実施等 

法令等に基づく
適切な納付緩和
措置の実施等 

法令等に基づく
適切な納付緩和
措置の実施等 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 

法令等に基づく
適切な納付緩和
措置の実施等 

法令等に基づく
適切な納付緩和
措置の実施等 

法令等に基づく
適切な納付緩和
措置の実施等 

 

歳
入
増 

当初計画 
効果額(千円) 220,787 11,938 7,805 14,135 

累計額(千円) 220,787 232,725 240,530 254,665 

修正計画 
効果額(千円)  10,546 17,227 17,373 

累計額(千円)  258,934 341,559 483,448 

実  績 
効果額(千円) 248,388 75,944 141,743  

累計額(千円) 248,388 324,332 466,075  

 

■計画変更理由・内容等 

・収納方法についての検討を行った結果、新しい収納方法（電子マネー決済）について、令和 3 年度中の

導入を目指す。 

・実績収納率および目標収納率は、債権管理重点プラン推進状況（毎年 9 月公表）の策定時に修正するた

め、それにあわせて効果額の計画数値を修正する。 
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２ 外郭団体の見直し 

 

取組み名 外郭団体改革基本方針に基づく取組み 所管部 政策経営部 各部 

１ 

外
郭
団
体
に
つ
い
て 

○これまで、区は、新たな政策展開や重点課題の実現のために、その時々の社会状況を踏まえ、財団法

人、株式会社、社会福祉法人など各種の外郭団体を設立してきました。外郭団体は行政サービスを補

完・支援する役割を担うだけでなく、区民の健康保持、文化振興や市民活動の支援、公共施設の維持

管理など様々な分野で専門性の確保や独自のノウハウの蓄積に努めながら、区民サービスの充実・拡

大の役割を果たし、行政の肥大化を抑制する効果も果たしています。 

 

○一方、近年の規制改革の急速な動きのなかで、民間企業、ＮＰＯなど公共的なサービスの担い手の充

実により官から民への流れが加速するなど、外郭団体を取り巻く環境は大きく変化しており、外郭団

体の役割や事業の内容について見直しが求められています。 

 

○また、外郭団体の事業は区の施策と関わりがあり、区民サービスを直接提供することも多いことから、

個人情報保護の遵守、労働基準法をはじめとするコンプライアンスを向上させるなど、団体のガバナ

ンスの強化が必要とされています。 

 

○こうした中、区は、外郭団体の設置者として、また、外郭団体に多くの補助金や委託料を支出してい

る立場からも、外郭団体が今後担うべき役割を明確化し、自主財源の確保や経営の改善・効率化に向

けて適切な指導・調整を行っていく必要があります。 

２ 

４
年
間
の
取
組
み
方
針 

○人口増加や新たな区政課題等により行政需要が拡大する中、外郭団体の役割も変化しており、この 4

年間で成果が得られた取組みがある一方、更なる改革の取組みも必要とされています。引き続き、外

郭団体改革基本方針に基づく改革に取り組みます。 

 

○地域包括ケアシステムの構築や東京 2020 大会を契機とした取組みをはじめとする新たな区政課題の

解決に向け、外郭団体が持つ専門性を活かし行政サービスを補完・支援する担い手として、より一層

機能を発揮するよう支援します。 

 

○外郭団体それぞれの役割を最大限に発揮するために、効率的・効果的な経営基盤の確立に向け、財政

支援のあり方などを検証し、経営の状況等に応じた適切な指導・調整を行います。 

 

○外郭団体が自主性・自立性を高め、将来を担う人材を計画的に育成するとともに、コンプライアンス

や事業運営の透明性の向上を図るよう、団体の組織体制の見直しや人材育成支援、情報公開など、ガ

バナンスの強化に向けた指導・調整を行います。 

 

○外郭団体を取巻く環境が変化している中、各団体の設立目的に沿って団体のあり方や事業の必要性、

有効性を再点検し、必要な見直しを進めます。 
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３ 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

各団体の役割

や事業のあり

方検討 

当初計画 調査・研究 検討 
検討に基づく 

取組み 
検討に基づく 

取組み 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 調査・研究 
調査・研究、 

検討 

検討（ＰＴ設置
による集中的な

推進） 
 

外郭団体への

委託事業に関

する見直し 

当初計画 点検・実施 点検・実施 点検・実施 点検・実施 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 点検・実施 点検・実施 
点検・実施（Ｐ
Ｔ設置による集
中的な推進） 

 

外郭団体への

補助金の適正

化 

当初計画 点検・実施 点検・実施 点検・実施 点検・実施 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 点検・実施 点検・実施 
点検・実施（Ｐ
Ｔ設置による集
中的な推進） 

 

外郭団体の人

事関係課題の

改善 

当初計画 検討 
検討に基づく 

取組み 
検討に基づく 

取組み 
検討に基づく 

取組み 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 検討 
検討に基づく 

取組み 

検討に基づく 
取組み（ＰＴ設
置による集中的

な推進） 

 

中期経営目標

の設定及び進

捗管理 

当初計画 設定・実施 検証・修正 検証・修正 検証・修正 

修正計画 ― ― ― ― 

実  績 設定・実施 検証・修正 
検証・修正（Ｐ
Ｔ設置による集
中的な推進） 

 

 

当初計画 

効果額(千円) ― ― ― ― 

累計額(千円) ― ― ― ― 

修正計画 

効果額(千円) ― ― ― ― 

累計額(千円) ― ― ― ― 

実  績 

効果額(千円) ― ― ― ― 

累計額(千円) ― ― ― ― 
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外郭団体行動計画 

 

平成 26 年度を初年度とする外郭団体改革基本方針で定めた各団体の「改革の方針」に基づき、

団体が抱える課題の解決に向けて、今後 4年間の団体の取組みを年次別行動計画として策定しまし

た。 

 

団体名 所管部名 頁 

公益財団法人 

せたがや文化財団 
生活文化政策部 225 

公益財団法人 

世田谷区産業振興公社 
経済産業部 233 

公益財団法人 

世田谷区保健センター 
保健福祉政策部 241 

一般財団法人 

世田谷トラストまちづくり 
都市整備政策部 251 

公益財団法人 

世田谷区スポーツ振興財団 
スポーツ推進部 263 

社会福祉法人 

世田谷区社会福祉事業団 
高齢福祉部 270 

社会福祉法人 

世田谷区社会福祉協議会 
保健福祉政策部 276 

公益社団法人 

世田谷区シルバー人材センター 
経済産業部 281 

株式会社 

世田谷サービス公社 
政策経営部 293 

株式会社 

世田谷川場ふるさと公社 
生活文化政策部 300 

多摩川緑地広場管理公社 みどり３３推進担当部 309 
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団体名 
公益財団法人 

せたがや文化財団 
所管部名 生活文化政策部 

設立 

目的 

 世田谷区において幅広い文化事業を展開するとともに、区民の多様な文化創造活動、市民

活動・交流活動を支援し、地域文化の振興と心豊かな地域社会の形成に寄与するために設立

されました。 

改革の

方針 

今後も施設の管理と運営を一体的に行うための財団の独自色を打ち出すとともに、企業や各

種団体等からの助成金、寄附金、協賛金の拡充などによる財政面の一層の強化を図ります。 

団
体
に
お
け
る
取
組
み
の
考
え
方 

平成 29年度に策定した「人材活用計画」

を基本に、組織運営及び人材育成に積極的

に取り組み、長期的な視野に立った持続可

能な体制整備を行います。さらに、平成 29

年度に策定した「劇場経営に関する基本方

針」に基づき、長時間労働の是正に取り組

みます。 

事業の実施にあたっては、財団を取り巻

く社会的状況や区民等のニーズを踏まえ、

事業を精査し、選択と集中による「事業の

適正化・重点化」を進め、時代の要請に応

じた良質で価値のある事業展開を目指し

ます。 

事業収入の安定的な確保、各種団体等か

らの助成金等の積極的な働きかけによる

獲得、事業手法の見直しによる経費削減に

努め、安定的な財政基盤の構築を目指しま

す。 

所
管
部
に
お
け
る
指
導
調
整
の
考
え
方 

団体の持つ制作企画力と高い専門的

知見、更には団体の基本理念の下に蓄

積された事業展開のノウハウを充分に

活かすことにより、区の文化・芸術施

策の推進役となっています。 

一方で、業務の特殊性等により、団体

職員の労働状況について、課題となっ

ていました。この課題対応のために、

団体では、組織運営及び人材育成、並

びに事業量の見直しや長時間労働の縮

減など、労働状況の改善等について、

取り組んでいます。 

区は、団体が適切に改善に取り組め

るよう、指導調整を行うとともに、よ

り一層連携して取組みを推進していき

ます。 
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目標 １ 持続可能な組織体制の整備 

取組 
内容 

1)組織運営の強化 
2)固有職員の人材育成 
3)職員の総労働時間の適正化 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) 

① 

人材活用計
画に基づく
事務局機能
の強化 

当
初 

体制の充実によ
る事務局機能の
強化 

事務局機能の強
化の検証 

事務局機能の強
化の検証に基づ
く取組み 

事務局機能の強
化の検証に基づ
く取組み 

修
正 

― 
体制の充実によ
る事務局機能の
強化及び検証 

体制の充実によ
る事務局機能の
強化及び検証 

― 

実
績 

・新規採用総合
職員の配置 

・非常勤職員か
ら選考による
専門職員の配
置 

・非常勤職員の
専門職員への
登用選考の実
施 

・非常勤職員か
ら選考による
専門職員の配
置  

・民間派遣に代
わる契約職員
採用選考の実
施 

民間派遣に代わ
る契約職員の配
置と効果検証 

 

② 

人材活用計
画に基づく
各館の適正
な組織体制
の確立 

当
初 

新たな所要人員
調書による人員
配置の実施 

人員配置の検証 
人員配置の検証
に基づく取組み 

人員配置の検証
に基づく取組み 

修
正 

― 

導入した所要人
員調書による人
員査定、配置及
び検証 

導入した所要人
員調書による人
員査定、配置及
び検証 

導入した所要人
員調書による人
員査定、配置及
び検証 

実
績 

・導入した所要
人員調書によ
る人員査定の
実施 

・契約・非常勤職
員から選考に
よる専門職員
の配置 

・契約・非常勤職
員の専門職員
への登用選考
の実施 

・所要人員調書
による人員査
定の実施 

・契約・非常勤職
員から選考に
よる専門職員
の配置 

・非常勤職員の
専門職員への
登用選考の実
施 

・マネージャー
級契約職員の
総合職員への
登用選考の実
施 

・所要人員調書
による人員査
定の実施 

・非常勤職員か
ら選考による
専門職員の配
置と効果検証 

・マネージャー
級契約職員か
ら選考による
総合職員の配
置と効果検証 

 

2) ① 

人材活用計
画に基づく
新人事制度
の運用 

当
初 

人材活用計画に
基づく新人事制
度の実施 

新人事制度の検
証 

新人事制度の検
証に基づく取組
み 

新人事制度の検
証に基づく取組
み 

修
正 

― 

人材活用計画に
基づく新人事制
度の実施及び検
証 

― ― 

実
績 

・人事調整会議
のもとでの人
事政策の実施 

・専門業務型裁
量労働制の導
入 

・専門職員の昇
格制度の実施 

・新たな総合職
員制度の実施 

・人事調整会議
のもとでの人
事政策の実施 

・導入した専門
業務型裁量労
働制の検証 

・専門職員の昇
格制度の実施 

・人事調整会議
での人事政策
の実施 

・導入した専門
業務型裁量労
働制の検証 

・専門職員の昇  
格制度の実施 
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目標 １ 持続可能な組織体制の整備 

取組 
内容 

1)組織運営の強化 
2)固有職員の人材育成 
3)職員の総労働時間の適正化 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

② 
職員研修の
内容の充実 

当
初 

財団独自の研修
計画の検討 

・財団独自の研
修計画の再構
築 

・財団独自の研
修計画の実施 

財団独自の研修
計画の検証 

研修計画の検証
に基づく取組み 

修
正 

― 
財団独自の研修
計画の検討及び
再構築 

財団独自の研修
計画の検討及び
再構築 

財団独自の研修
計画の検討及び
再構築 

実
績 

財団独自の研修
計画の検討 

財団独自の研修
計画の検討の継
続 

財団独自の研修
計画の検討の継
続 

 

3) ① 
労働時間の
適正化 

当
初 

・施設案内業務
の委託化 

・劇場経営方針
による公演ス
ケジュール等
の策定 

・労働時間制度
の見直し 

・施設案内業務
の委託化の推
進 

・適切な公演ス
ケジュール等
による運用 

・労働時間制度
の見直し 

・業務委託継続 
・公演スケジュ
ールの検証 

・労働時間制度
の見直しに基
づく取組み 

・業務委託継続 
・公演スケジュ
ールの検証に
基づく運用 

・労働時間制度
見直しに基づ
く検証 

修
正 

― 

・施設案内業務
等の委託化の
推進 

・適切な公演ス
ケジュール等
による運用 

・労働時間制度
の見直し 

・業務の委託化
の推進及び継
続 

・公演スケジュ
ールの検証 

・労働時間制度
の見直しに基
づく取組み 

― 

実
績 

・施設案内業務
の委託の実施 

・劇場の公演ス
ケジュールの
見直しと稼働
率の適正化 

・専門業務型裁
量労働制の導
入 

・勤怠管理シス
テムの運用推
進による適切
な労務管理 

・勤務シフトの
細分化による
超過勤務時間
の縮減 

・施設案内業務
委託の拡大に
よる推進 

・劇場の稼働率
の適正化に向
けた取組み 

・導入した専門
業務型裁量労
働制の検証 

・勤怠管理シス
テム導入部署
の拡大による
適切な労務管
理の推進 

・勤務シフトの
細分化による
超過勤務時間
の縮減 

・施設案内業務
委託の継続 

・劇場の稼働率
の適正化に向
けた取組み 

・導入した専門
業務型裁量労
働制の検証 

・勤怠管理シス
テムの運用に
よる適切な労
務管理の推進 

・勤務シフトの
細分化による
超過勤務時間
の縮減 
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成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 
令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 

無期雇用職員比
率の向上(アルバ
イト職員を除く) 

34％ 53.8％ 57.9％  70％ 

Ⅱ
 

職員の研修への
参加率向上 

83.5％ 
（平成 28 年度 

実績） 
86.8％ 84.9％  95％ 

Ⅲ
 

職員一人あたり
の年間超過勤務
時間の削減(平成
28 年度比 10％
減) 

181 時間 
（平成 28 年度 

実績） 
182 時間 193 時間  163 時間 

 

■計画変更理由・内容等 

2)②について、令和 2 年度実績等を踏まえ、令和 3 年度の計画を財団独自の研修計画の実施から財団独自

の研修計画の検討及び再構築に変更した。 
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目標 ２ 事業の適正化・重点化 

取組 
内容 

1)区民等のニーズを踏まえた事業の見直し 
2)時代の変化に応じた事業の重点化の推進 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) ① 

事業評価の
実施と既存
事業の見直
し 

当
初 

事業評価（利用
者アンケート含
む）の実施、見直
し検討 

検討に基づく既
存事業の見直し 

既存事業の見直
し 

既存事業の見直
しの検証に基づ
く取組み 

修
正 

― 

事業評価（利用
者アンケート含
む）の実施及び
検討に基づく既
存事業の見直し 

事業評価（利用
者アンケート含
む）の実施及び
既存事業の見直
し 

事業評価（利用
者アンケート含
む）の実施及び
既存事業の見直
し 

実
績 

利用者アンケー
トの実施や決算
ヒアリング等を
踏まえての事業
評価の実施及び
事業の見直し検
討 

利用者アンケー
トや決算ヒアリ
ング等を踏まえ
た事業評価の実
施及び事業の見
直し 

利用者アンケー
トや決算ヒアリ
ング等を踏まえ
た事業評価の実
施及びコロナ禍
の影響を踏まえ
た事業の見直し 

 

2) ① 

 
事業の重点
化と予算の
適正配分 

当
初 

事業の重点化と
予算配分の検討 

検討に基づく取
組み 

事業の重点化と
予算配分の検証 

事業の重点化と
予算配分の検証
に基づく取組み 

修
正 

― 

事業の重点化と
予算配分 の検
討、重点化によ
る事業実施 

事業の重点化と
予算配分 の検
討、重点化によ
る事業実施 

事業の重点化と
予算配分の検証 

実
績 

決算ヒアリング
等による予算配
分と事業の重点
化の検討 

決算ヒアリング
等による予算配
分と事業の重点
化の検討 

決算ヒアリング
等による予算配
分と事業の重点
化の検討 

 

 

成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 

令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 

区民等のニーズ
を踏まえた既存
事業の見直し（事
業数平成 28 年度
比 10%減） 

総事業数 
305 

(平成 28 年
度実績) 

総事業数 

298 

総事業数 

284 
 

総事業数 
275 

Ⅱ
 事業の重点化 ― 

重点化 

事業数 

3 

重点化 

事業数 

1 

 
重点化 
事業数 
10 

 

■計画変更理由・内容等 

1)①について、令和 2 年度実績等を踏まえ、令和 3 年度の計画を既存事業の見直しの検証に基づく取組み

から事業評価の実施及び既存事業の見直しに変更した。 
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目標 ３ 安定的な財政基盤の構築 

取組 
内容 

1)事業収入の確保 
2)助成金、寄附金の獲得 
3)事業経費の削減 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) ① 
より効果的
な広報ＰＲ
活動の実施 

当
初 

ＳＮＳ等を含め
た多様な手法に
よる広報ＰＲ活
動の検討・実施 

ＳＮＳ等を含め
た多様な手法に
よる広報ＰＲ活
動の検討・実施 

広報ＰＲ活動の
検証 

広報ＰＲ活動の
検証に基づく取
組み 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

・「Facebook」や
「Twitter」等
ＳＮＳの積極
的な活用 

・ＨＰ等の多言
語対応の充実 

・「Facebook」や
「Twitter」等
ＳＮＳの活用
の推進 

・ＨＰ等の多言
語対応の拡充 

・「Facebook」や
「Twitter」等
ＳＮＳの活用
と検証 

・ＨＰ等の多言 
 語対応の拡充 
と検証 

 

2) ① 

寄附募集の
ＰＲの推進
等による各
種団体から
の助成金等
の確保 

当
初 

助成金・寄附金
等の前年度比 1%
増 

助成金・寄附金
等の前年度比 1%
増 

助成金・寄附金
等の前年度比 1%
増 

助成金・寄附金
等の前年度比 1%
増 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

・助成金、寄附金
1％増(前年度
比) 

・クレジットカ
ードによる寄
附金決済シス
テムの導入 

・助成金、寄附金
7.6％減(前年
度比)  

・クレジットカ
ードによる寄
附金決済シス
テムの運用 

・助成金、寄附金
18.4％増 (前
年度比)  

・クレジットカ   
ードによる寄
附金決済シス
テムの運用 

 

3) ① 
事業手法見
直しによる
経費削減 

当
初 

・事業手法の見
直しの検討、
実施 

・事業経費の前
年度比 1%削減 

・事業手法の見
直しの検討、
実施 

・事業経費削減
の検証 

・事業手法の見
直しの検証 

・事業経費の前
年度比 1%削減 

・事業手法の見
直しの検証に
基づく取組み 

・事業経費削減
の検証 

修
正 

― 

・事業手法の見
直しの検討、
実施 

・事業経費の抑
制 

・事業手法の見
直しの検証 

・事業経費の抑
制 

・事業手法の見
直しの検証に
基づく取組み 

・事業経費の抑
制 

実
績 

・ 事 業 経 費
1.7％増(前年
度比) 

・事業手法の見
直しと実施 

・ 事 業 経 費
5.8％増(前年
度比) 

・事業手法の見
直しと実施 

・ 事 業 経 費
2.0％増(前年
度比) 

・事業手法の見
直しと実施 
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成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 

令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 事業収入の確保 

事業運営 
収益 

6 億 7,000 
万円 

事業運営 
収益 

7 億 2,470 
万円 

事業運営 
収益 

6 億 1,515 
万円 

 

事業運営 
収益 

6 億 8,340 
万円 

Ⅱ
 

助成金、寄附金の
獲得 

助成金 
・寄附金 
8,200 万円 

助成金 
・寄附金 
7,380 万円 

助成金 
・寄附金 

6,815 万円 
 

助成金 
・寄附金 
8,530 万円 

Ⅲ
 事業経費の削減 

事業費 
16 億 8,000

万円 

事業費 
16 億 9,650

万円 

事業費 
17 億 9,610

万円 
 

事業費 
16 億 4,660

万円 
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財政 
計画 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2年度末見込み 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 
団体総収入額 A=B+C 

百万円 

2,527 
百万円 

2,543 
百万円 

2,443 
百万円 

2,734 

 

団体財源 B 823 706 500 847 

区 か ら の 収 入 額 
C=D+E 

1,704 1,837 1,943 1,887 

補助金収入 D 1,186 1,293 1,402 1,322 

委託料収入 E 518 544 541 565 

 うち指定管理料 481 478 497 504 

区 か ら の 収 入 比 率 
C/A 

67.4% 72.2% 77.9% 69.0% 

管理費 F 12 11 14 15 

管理費に対する区補助
金額 G 

7 8 9 12 

管理費における区補助
金比率 G/F 

58.3% 72.7% 64.3% 80.0% 

人件費比率 28.5% 29.9% 27.9% 30.8% 

人員 
計画 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度当初 
（2019 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 
役員数（監事・監査） 

人 
11(2) 

人 
11(2) 

人 
11(2) 

人 
10(2) 

 うち常勤 1 2 2 1 

常勤職員数（役員除く） 66 70 74 74 

 うち区派遣職員数 8 8 8 8 

契約職員数 19 17 15 17 

非常勤・嘱託等 42 36 38 38 
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団体名 
公益財団法人 

世田谷区産業振興公社 
所管部名 経済産業部 

設立 

目的 

 中小企業の経営の安定と発展のため、中小企業への支援及び従業員等への勤労者福祉事業

を行い、活力ある地域社会の実現に寄与するために設立されました。 

改革の

方針 

区内産業振興をより効果的に行うため、事業のあり方について他団体との連携も視野に入

れた検討を行うとともに、法人（組織）形態のあり方についても検討します。 

団
体
に
お
け
る
取
組
み
の
考
え
方 

雇用・就労支援では、キャリアカウンセ

ラーや臨床心理士・社会保険労務士による

相談業務や、毎回好評を得ている若者・高

齢者・女性等の各種就職支援セミナーの充

実を図ります。 

セラ・サービスでは、宿泊やレジャー、

スポーツ等の余暇活動に関するサービス

メニューの充実を図った結果、ここ数年比

較的安定した会員数を維持しています。今

後もスケールメリットを生かした更なる

事業展開を進めるという目標に向かい、引

き続き新規会員の獲得に力を入れて取り

組んでいきます。 

区内の産業振興をより効率的に行うた

め、事業の見直しを行い、公社のあり方に

ついても検討します。 

安定的な事務運営を行うために、係ごと

に事務の見直しを行い、それに伴う事務の

効率化を図り、職員体制の見直しを進め、

経営改善を図ります。 

所
管
部
に
お
け
る
指
導
調
整
の
考
え
方 

東京 2020大会に向けて、団体事業の

柱の１つとして新たに位置付けた区内

観光に関する事業について、団体を支

援するとともに、区としても積極的に

推進していきます。 

事業の見直しや団体のあり方の検討

については、東京 2020 大会後も視野

に、公益財団という特性とともに、他

団体との事業統合や再編という外郭団

体の見直しの視点も踏まえ、引き続き

検討を進めていきます。 

また、新たな産業ビジョン・産業振興

計画のもと、より効率的・効果的な産

業振興が図られるよう団体とともに取

り組んでいきます。 
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目標 １ 世田谷まちなか観光の推進 

取組 
内容 

1)観光事業の展開による地域経済の活性化 
2)観光情報の発信力強化 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) 

① 

区内の多彩
な魅力を一
堂に集めた
観光イベン
ト「世田谷ま
ちなか観光
メッセ」等の
開催 

当
初 

東京 2020大会気
運醸成を踏まえ
た 企 画 等 の 検
討・実施（開催：
2 回/年） 

東京 2020大会気
運醸成を踏まえ
た 企 画 等 の 検
討・実施（開催：
2 回/年） 

区民・区内団体
等との更なる連
携方法の検討・
実施（開催：2 回
/年） 

区民・区内団体
等との更なる連
携方法の検討・
実施（開催：2 回
/年） 

修
正 

― ― ― 

施策の優先順位
及びコロナ禍が
長期化する場合
を考慮し、人の
移動を促す施策
を中止 

実
績 

東京 2020大会気
運醸成ブース等
を盛り込んだ主
催イベントの検
討・実施（開催：
2 回/年） 

東京 2020大会気
運醸成ブース等
を盛り込んだお
もてなしをテー
マとしたイベン
ト検討・実施 
（開催：2 回/年） 

新型コロナウイ
ルス感染症拡大
防止及び施策の
優先順位を考慮
し中止 

 

② 

区内まち歩
きイベント
の開催（他団
体との連携
事業を含む） 

当
初 

新規イベント検
討・開発（新規・
既 存 含 め た 実
施：8 回/年） 

イベント内容の
充実に向けた検
討及び新規イベ
ント開発（新規・
既 存 含 め た 実
施：10 回/年 

検討に基づく事
業の実施及び新
規イベント開発 
（新規・既存含
めた実施：12 回
/年） 

東京 2020大会レ
ガシーを活用し
たイベント開発
（新規・既存含
めた実施：12 回
/年） 

修
正 

― ― ― 

施策の優先順位
及びコロナ禍が
長期化する場合
を考慮し、人の
移動を促す施策
を中止 

実
績 

新規企画となる
まち歩きイベン
トの検討・開発・
実施（新規・既存
含めた実施：7 回
/年） 

既存コースの磨
き上げ、新規コ
ー ス 開 発 を 行
い、より魅力あ
るまち歩きイベ
ントとして実施
（新規・既存含
めた実施：11 回
/年） 

新型コロナウイ
ルス感染症拡大
防止及び施策の
優先順位を考慮
し中止 

 

③ 

その他の地
域交流促進
イベントの
開催（他団体
との連携事
業を含む） 

当
初 

東京 2020大会と
関連した企画等
の検討（開催：2
回/年） 

検討に基づく事
業の実施（開催：
3 回/年） 

5 地域のバラン
スを考慮した開
催（開催：4 回/
年） 

5 地域のバラン
スを考慮した開
催（開催：4 回/
年） 

修
正 

― ― （開催：6 回/年） 

施策の優先順位
及びコロナ禍が
長期化する場合
を考慮し、人の
移動を促す施策
を中止 

実
績 

区内大規模イベ
ントと連携した
観光ＰＲの実施
（東京 2020大会
ＰＲ資料等を含
む）（開催：3 回
/年） 

世田谷パン祭り
等の区内大規模
イベントと連携
した観光ＰＲの
実施（開催：6 回
/年） 

新型コロナウイ
ルス感染症拡大
防止及び施策の
優先順位を考慮
し中止 
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目標 １ 世田谷まちなか観光の推進 

取組 
内容 

1)観光事業の展開による地域経済の活性化 
2)観光情報の発信力強化 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

2) 

① 

観光情報を
集約した情
報発信機能
の強化（情報
発信の強化、
観光情報コ
ーナーの拡
充） 

当
初 

・各種団体等と
の連携による
観光資源の発
掘及び映像等
を活用した情
報発信の強化 

・観光情報コー
ナーの拡充 

（1か所･累計 16
か所） 

・各種団体等と
の連携による
東京 2020大会
を中心とした
観光情報の発
信強化 

・観光情報コー
ナーの拡充 

（1か所･累計 17
か所） 

・各種団体等と
の連携による
東京 2020大会
を中心とした
観光情報の発
信強化 

・観光情報コー
ナーの拡充 

（2か所･累計 19
か所） 

・事業検証及び
検証に基づく
情報発信の強
化 

・観光情報コー
ナーの拡充 

（1か所･累計 20
か所） 

修
正 

― ― ― 
東京 2020大会を
中心とした観光
情報の発信 

実
績 

・区内大規模フ
ードイベント
と連携したフ
ォトコンテス
トの実施 

・観光情報コー
ナーの拡充 

（2か所・累計 17
か所） 

各種団体等との
連携による東京
2020 大会を中心
とした観光情報
の発信強化 

新型コロナウイ
ルス対策で新た
に取組みを開始
した地域活性化
の情報等を発信 
（拡充 0 か所、
累計 17 か所） 

 

② 

まち歩き紹
介リーフレ
ット等の制
作・配布 

当
初 

発行回数の検討
及び検討に基づ
く発行 
（最低 2 回/年） 

企画内容の検討
及び検討に基づ
く発行 
（最低 2 回/年） 

配布箇所の検討
及び検討に基づ
く発行 
（最低 2 回/年） 

効果検証方法の
検討及び検討に
基づく発行 
（最低 2 回/年） 

修
正 

― 4 回/年 4 回/年 

施策の優先順位
及びコロナ禍が
長期化する場合
を考慮し、人の
移動を促す施策
を中止 

実
績 

発行回数の検討
及び検討に基づ
き商店街等のイ
ベント紹介リー
フレット発行 
（3 回/年） 

東京 2020大会を
意識した企画を
含む商店街等の
イベント紹介リ
ーフレット発行
（4 回/年） 

新型コロナウイ
ルス感染症拡大
防止及び施策の
優先順位を考慮
し中止 

 

③ 

ＳＮＳフォ
ト等観光コ
ンテンツに
係るコンテ
ストの開催 

当
初 

新規開設する観
光ホームページ
を活用した開催
の検討及び実施 

参加者人数増加
策の検討及び実
施 

前年度の検証及
び検証に基づく
実施 

前年度の検証及
び検証に基づく
実施 

修
正 

― ― (2 回/年) 

施策の優先順位
及びコロナ禍が
長期化する場合
を考慮し、人の
移動を促す施策
を中止 

実
績 

観光ホームペー
ジを活用したフ
ォトコンテスト
の開催 1 回 

商店街イベント
ＭＡＰと連携し
たインスタグラ
ムフォトコンテ
ストの実施 
（2 回/年） 

新型コロナウイ
ルスの影響を踏
まえ事業中止 
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成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 

令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 

観光アプリのダ
ウンロード数（年
間） 

4,600 件 2,500 件 2,000 件  5,100 件 

Ⅱ
 

世田谷みやげの
指定により、当該
商品の売上げ額
が 10％以上増加
した事業所の割
合 

36.8％ 
※1 
※2 

47％ 35％  50％ 

Ⅲ
 

観光情報冊子（外
国語版を含む）の
配布部数（年間） 

31,000 部 45,000 部 37,200 部  83,000 部 

※1：平成 28 年度 

※2：売上げ額が 10％を超えて増加した事業所の割合 

 

■計画変更理由・内容等 

1)、2)について、観光事業はコロナ禍の拡大により、単に当面まちなか観光事業を休止するのではな

く、世田谷の観光の在り方そのものを見直さねばならなくなっている。今後およそ 2年程度は従来

の観光事業そのものがなりたたなくなるとの見方もある。令和 2年度世田谷区まちなか観光交流協

会総会において、活動の柱である「住んでよし、訪れてよし」のうち、「住んでよし」に当面、活動

の重点を置くことを決定した。これは、コロナ禍でのひと・モノ・カネの区内循環を図る区の内需

拡大の動きと軌を一にする。観光事業を抜本的に見直し、地域活性化と捉え直して事業者・区民と

共に、コロナ禍での可能な限り取り組んでいくこととする。 
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目標 ２ 雇用・就労支援の充実 

取組 
内容 

1)三軒茶屋就労支援センター事業における就労支援 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

年
次
別
行
動
計
画 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

1) 

① 

若者、高齢
者、女性等の
就労支援(各
種セミナー
の実施) 

当
初 

120 回/年 120 回/年 120 回/年 120 回/年 

修
正 

― ― ― 74 回/年 

実
績 

128 回/年 115 回/年 120 回/年  

② 

東京都やハ
ローワーク
渋谷等との
連携による
面接会・セミ
ナーの実施 

当
初 

24 回/年 24 回/年 24 回/年 24 回/年 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

39 回/年 40 回/年 24 回/年  

 

成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 

令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 

三軒茶屋就労支
援センターの就
職決定者数（累
計） 

1,000 人 1,067 人 1,888 人  4,400 人 

Ⅱ
 

三軒茶屋就労支
援センターの利
用者数（累計） 

41,300 人 40,017 人 81,190 人  168,000 人 

 

■計画変更理由・内容等 

1)①について、新型コロナウイルス感染症により就職活動もオンライン化が進み、これまで実施してきた

セミナーのうち、国や都がオンラインで実施する就労支援セミナーと類似のセミナーについてはとりや

めるなど見直し、就職に直結するセミナーに絞りこみ精査したため。 
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目標 ３ セラ・サービスの充実 

取組 
内容 

1)会員数の維持 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) ① 

新たな事業
所（福祉・介
護等）への加
入促進 

当
初 

新たな事業所へ
の周知・呼びか
け 
1 回/年 

新たな事業所へ
の周知・呼びか
け 
1 回/年 

新たな事業所へ
の周知・呼びか
け 
1 回/年 

新たな事業所へ
の周知・呼びか
け 
1 回/年 

修
正 

― 

新たな事業所へ
のイベントでの
呼びかけ 1 回/
年 
広告掲載  4 回 

新たな事業所へ
のイベントでの
呼びかけ 1 回/
年 
広告掲載  4 回 

新たな事業所へ
のイベントでの
呼びかけ 1 回/
年 
広告掲載  4 回 

実
績 

新たな事業所へ
の周知・呼びか
け 
イベントでの呼
びかけ 1 回 
広告掲載 6 回 

新たな事業所へ
の周知・呼びか
け 
イベントでの呼
びかけ 1 回 
広告掲載 5 回 

新たな事業所へ
の周知・呼びか
け 1 回 
広告掲載 4 回 

 

 

成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 

令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 

セラ・サービスの
会員数 （年度末） 

8,498 人 8,502 人 8,524 人  10,000 人 
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目標 ４ 事業の見直しと法人（組織）形態のあり方の検討 

取組 

内容 
1)事業の見直しと法人（組織）形態のあり方の検討 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) 

① 

事業の見直
しと法人（組
織）形態のあ
り方の検討 

当
初 

事業の見直し検
討 

他 団 体 と の 連
携・再編の検討 

具体的な方向性
の検討 

法人のあり方の
具体的な方向性 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

主要 4 事業（セ
ラ・サービス、観
光、雇用就労、経
営支援）の見直
し検討 

主要 4 事業（セ
ラ・サービス、観
光、雇用就労、経
営支援）の再精
査 

主要 4 事業（セ
ラ・サービス、観
光、雇用就労、経
営支援）の再々
精査 

 

② 

コンプライ
アンス向上
に向けた取
組み 

当
初 

法令遵守に向け
た計画指導 

法令遵守に向け
た計画指導 

就業規則の確認
遵守 

法令遵守の点検
確認 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

全事業の法令遵
守の確認 

労働基準法の改
正に伴う就業規
程の整備 

働き方改革の一

環として就業規

程の整備 
 

 

成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 

令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 

事業の見直しと
法人（組織）形態
のあり方の検討
の実施 

事業の見直
しの検討 

公社あり方
検討のまと
め及び人員
計画作成 

公社あり方

検討のまと

め 

 
法人のあり
方の具体的
な方向性 
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財政 
計画 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2年度末見込み 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 
団体総収入額 A=B+C 

百万円 

484 
百万円 

528 
百万円 

670 
百万円 

670 

 

団体財源 B 179 141 154 154 

区 か ら の 収 入 額 
C=D+E 

305 387 516 516 

補助金収入 D 300 373 495 495 

委託料収入 E 5 14 21 21 

 うち指定管理料 0 0 0 0 

区 か ら の 収 入 比 率 
C/A 

63.0% 73.3% 77.0% 77.0% 

管理費 F 9 7 9 9 

管理費に対する区補助
金額 G 

2 1  1 1 

管理費における区補助
金比率 G/F 

22.2% 15.4% 11.1% 11.1% 

人件費比率 31.2% 24.8% 22.9% 22.9% 

人員 
計画 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度当初 
（2019 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 
役員数（監事・監査） 

人 
13(2) 

人 
13(2) 

人 
13(2) 

人 
13(2) 

 うち常勤 2 2 2 2 

常勤職員数（役員除く） 15 16 16 16 

 うち区派遣職員数 6 5 5 5 

契約職員数 1 0 0 0 

非常勤・嘱託等 8 12 12 12 
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団体名 
公益財団法人 

世田谷区保健センター 
所管部名 保健福祉政策部 

設立 

目的 

 世田谷区民の健康増進、また、心身に障害を有する区民の自立を図り、もって区民の福祉

の向上に寄与するために設立されました。 

改革の

方針 

公益財団法人としての役割を一層発揮し、梅ヶ丘拠点施設への保健センターの移転に向け

て、区民の健康づくりの支援やがん患者等を支える取組みの拡充、こころの健康等に関する

相談窓口の整備とともに、地域医療機関への後方支援の強化などに取り組んでいきます。法

人の自立性を高めるため、収益事業の拡充など経営基盤の安定化に取り組むとともに、経営

の効率化を一層進めます。 

団
体
に
お
け
る
取
組
み
の
考
え
方 

各種検診や健康診断、健康増進・教育等

の専門拠点として培ったノウハウを活か

し、健康づくりに向けた普及啓発や、地域

医療の後方支援強化に取り組み、年齢や障

害の有無に関わらず、区民一人ひとりが主

体的かつ継続して健康づくりができる環

境の構築を目指します。 

がん患者や家族等を支える中核的機能

の拡充に取り組み、区のがん対策の一翼を

担います。 

こころの健康相談や総合福祉センター

から保健センターに移行される障害者専

門相談、乳幼児育成相談等の相談支援機能

強化に取り組み、区民一人ひとりのライフ

ステージに応じた、きめ細やかな相談体制

の構築を目指します。 

総合福祉センターの廃止に向け、適切に

準備を進めていくとともに、梅ヶ丘拠点に

おける保健センターへの移行に備えます。

あわせて、経営改革を推進する 5 つの柱

（①効率的な経営の実現②コンプライア

ンスの推進③区民サービスの質の向上④

良質な施設維持機能の確立⑤質の高い人

材の育成）に沿って財団の経営基盤の強化

を図ります。 

所
管
部
に
お
け
る
指
導
調
整
の
考
え
方 

団体は、区立保健センターの施設開

設当初から長年にわたり区や関係団体

と幅広く連携しながら、事業運営に携

わっており、経験や知識の豊富な人材

を活かし、質の高いサービスを提供し

ています。 

令和元年度に総合福祉センターから

保健センターへ一部機能を移行し、令

和 2 年度には、全区的な保健医療福祉

の拠点「うめとぴあ」の保健医療福祉

総合プラザ内に移転しました。 

これからの保健センターでは、これ

まで担ってきた、疾病予防のための検

診や健康増進事業をはじめとする区民

の健康の保持増進としての役割に、総

合福祉センターの担ってきた、障害に

関する専門相談や研究等の役割を加

え、保健医療福祉に係るサービス提供

の拠点における役割を果たすことが求

められます。 

今後、各事業の充実・強化を図るとと

もに、円滑な機能移行や移転、団体の

人員等の態勢整備について、団体と調

整していきます。 

また、団体が適正な管理運営を行う

とともに、継続して高い専門性やノウ

ハウを事業運営に活かしていくため

に、団体の経営効率化や人材育成・確

保に向けた取組みが進められるよう、

引き続き指導調整をしていきます。 
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目標 １ 健康増進・健康づくりの普及啓発と地域の医療や健康づくりへの支援 

取組 
内容 

1)健康度測定データ活用と健康づくりプログラムの効果検証と障害者の健康づくりプログラムの
構築 

2)地域における身近な場所での介護予防の取組み 
3)高度医療機器等を活用した精密検査・検診事業の拡充による地域医療（かかりつけ医）の後方支
援強化 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) 

① 

健康度測定
データ活用
による調査・
検証 

当
初 

調査・検証の実
施体制整備 

調査・検証に必
要な統計ソフト
導入などの環境
整備 

運用（本格実施
体制の整備） 

分析結果から、
普及・啓発資料
の情報発信 

修
正 

― ― ― 
分析結果を健康
増進指導等の事
業で活用 

実
績 

調査・検証の実
施体制整備 

データ集計結果
の活用を検討 

分析結果から、
普及・啓発資料
の情報発信 

 

② 
障害者の健
康づくり 

当
初 

プログラムの検
討 

プログラムの構
築及び運用体制
の準備 

運用 
（本格実施体制
の整備） 

運用 
（本格実施体制
の整備） 

修
正 

― ― 試行 ― 

実
績 

総合福祉センタ
ーと協働でプロ
グラムの検討 

プログラムの構
築及び運用体制
の準備 

試行実施  

2) ① 
地域での介
護予防 

当
初 

地域展開の検証 
地域連携と運用
体制の整備 

運用 
（本格実施体制
の整備） 

本格実施 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

地域展開の検証 
地域連携型事業
を全地域へ展開 

全地域の展開を
継続運用 

 

3) ① 

高度医療機
器の有用性
及び先駆的
医療事業の
検討 

当
初 

検討の継続 
検討に基づく事
業計画の策定 

高度医療機器に
よる先駆的医療
事業の実施 

高度医療機器に
よる先駆的医療
事業の実施 

修
正 

― ― ― 
高度医療機器に
よる先駆的医療
事業の検討 

実
績 

医療事業運営委
員会で検討 

総合プラザにお
ける更新機器活
用に向けた技術
研修企画を地区
医師会と調整 

機器活用の周知
活動を実施（先
駆的医療はコロ
ナ禍で延期） 
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目標 １ 健康増進・健康づくりの普及啓発と地域の医療や健康づくりへの支援 

取組 
内容 

1)健康度測定データ活用と健康づくりプログラムの効果検証と障害者の健康づくりプログラムの
構築 

2)地域における身近な場所での介護予防の取組み 
3)高度医療機器等を活用した精密検査・検診事業の拡充による地域医療（かかりつけ医）の後方支
援強化 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

② 

乳がん検診・
精密検査の
土曜日実施
の検討 

当
初 

精密検査の土曜
日試行・乳がん
検診の土曜日実
施の検討 

精密検査の土曜
日試行・乳がん
検診の土曜日実
施の検討・試行 

精密検査及び乳
がん検診の土曜
日本格実施 

精密検査及び乳
がん検診の土曜
日本格実施 

修
正 

― 

精密検査の土曜
日実施の検討・
乳がん検診の土
曜 日 実 施 の 検
討・試行 

精密検査の土曜
日実施の検討・
乳がん検診の土
曜日試行回数の
増 

精密検査の土曜
日実施の検討・
乳がん検診の土
曜日実施の継続 

実
績 

精密検査及び乳
がん検診の土曜
日実施の検討 

精密検査の土曜
日実施の検討・
乳がん検診の土
曜 日 実 施 の 検
討・試行 

乳がん検診土曜
日実施の回数増 
（2 回→3 回） 

 

 

成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 
令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 

障害者の健康づ
くり参加者数 

― ― ―  延 250 名/年 

Ⅱ
 

介護予防に取り
組む団体数 

7 団体 9 団体 5 団体  35 団体 
Ⅲ
 

地域医療からの
精密検査依頼数 

7,117 件 
（平成 28 年 

度） 
6,045 件 5,375 件  8,000 件 

 

■計画変更理由・内容等 

1)①健康度測定データ活用による調査・検証については、令和 2 年度までに分析結果からの普及・啓発資

料の情報発信（リーフレット発行、ホームページ掲載、施設外掲示）が整うため、令和 3 年度はその内

容を健康づくりの各種指導において活用していくことに変更した。 

3)①高度医療機器の有用性及び先駆的医療事業の検討については、準備を進める先駆的医療事業の新型コ

ロナウイルスの感染リスクが高く、専門医との再調整が必要であることから、令和 3 年度の計画を事業

の実施から検討に変更した。 

3)②乳がん検診・精密検査の土曜日実施については、コロナ禍における専門医確保に引き続き調整が必要

なため、精密検査は実施の検討、乳がん検診は令和 2 年度の回数増の体制を継続実施するよう変更した。 
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目標 ２ がん患者や家族等を支える中核的機能の確立への対応 

取組 
内容 

1)在宅療養相談窓口運営と事業の周知強化 
2)がん検診の精度管理推進と結果の活用 
3)胃がん検診受付センターの事業の充実 
4)子宮がん検診の液状化検体細胞診検査導入に向けた検討 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) 

① 

がん患者や
家族等の在
宅療養相談
窓口の運営 

当
初 

在宅療養相談の
充実 
対面、電話、就労 

がんサロン開設
準備 

がんサロン試行 がんサロン運営 

修
正 

― 
移 転 に 伴 う 電
話・場所変更の
周知とＰＲ強化 

がんサロン開設
準備 

がんサロン開設
準備 

実
績 

在宅療養相談の
充実（出張相談
の試行、関係機
関との懇話会の
開催） 
対面、電話、就労 

移 転 に 伴 う 電
話・場所変更の
周知実施、利用
者拡大に向けた
ＰＲ強化、あん
しんすこやかセ
ンターとの連携
強化 

参加対象者に新
型コロナウイル
ス感染症の重症
化の危険性があ
るため、患者会
等の活動状況を
調査検討 

 

② 

区内公共施
設における
出張がん相
談コーナー
設置 

当
初 

・設置・運用方法
など検討 

・設置施設候補
との調整 

開設準備 
実施体制整備 

開設 
出張がん相談コ
ーナー運営 

修
正 

― ― 試行 試行の回数増 

実
績 

・設置・運用方法
など検討 

・設置施設候補
の抽出 

がん相談ネット
ワーク会議を活
用した地域連携
の整備 

試行実施 
（三茶おしごと
カフェ） 

 

③ 

講演会・セミ
ナーとの同
時開催によ
る相談コー
ナーの設置 

当
初 

実 施 体 制 の 検
討・試行実施 

実施体制の整備 
相談コーナー実
施 

相談コーナー運
営 

修
正 

― ― 継続 継続 

実
績 

実 施 体 制 の 検
討・三軒茶屋年
金・労働相談会
で試行実施 

年金・労働相談
会 で 同 時 開 催
（本格実施） 

年金・労働相談
会で同時開催を
継続 

 

④ 

がん関連の
情報ポータ
ルサイトの
構築 

当
初 

がん検診受診勧
奨動画の発信 

開設準備実施体
制や関係先との
調整等 

実施体制整備 
サイトの開設・
運営 

サイトの運営 

修
正 

― ― ― 
開設後の情報ペ
ージの内容検証 

実
績 

健康情報紙の特
集号による受診
勧奨の発信 

ポータルサイト
の規模・内容の
検討 

区ＨＰ内ポータ
ルサイトの内容
を区と連携し検
討・財団ＨＰへ
のリンクを設定 

 

2) ① 

5つの対策型
がん検診の
精度管理の
活用 

当
初 

集計の集約と検
討 

結果報告及び検
討（医療事業運
営委員会） 

検討（継続） 
（医療事業運営
委員会） 

精度管理の活用 

修
正 

― ― 
検討（継続） 

（がん対策推進
委・専門部会） 

― 

実
績 

集計の集約と検
討 

がん対策推進委
員会精度管理に
関する専門部会
での検討 

専門部会での検
討を継続実施 
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目標 ２ がん患者や家族等を支える中核的機能の確立への対応 

取組 
内容 

1)在宅療養相談窓口運営と事業の周知強化 
2)がん検診の精度管理推進と結果の活用 
3)胃がん検診受付センターの事業の充実 
4)子宮がん検診の液状化検体細胞診検査導入に向けた検討 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

3) ① 

がん検診の
受付窓口（受
診券の交付
含む）一元化 

当
初 

胃がん検診受付
センター実施 

各検診受付窓口
準備 

各検診受付窓口
実施 

各検診受付窓口
実施 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

胃がん検診受付
センター実施 

がん検診受付セ

ンター準備 

5 がん検診等の

受付センター開

設 

 

4) ① 

子宮がん液
状化検体細
胞診検査導
入 

当
初 

調査研究 調査研究 試行 本格実施 

修
正 

― ― 調査研究 調査研究 

実
績 

液状化検体への
国内外の移行状
況や、学会・学識
者等の研究情報
収集 

液状化検体への

国内外の移行状

況や、学会・学識

者等の研究情報

収集 

液状化検体細胞

診検査導入に向

けた国の動向及

び設備情報を収

集 

 

 

成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 
令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 

がん相談件数（年
間） 

40 人 
（平成 28 年 

度） 
34 人 50 人  90 人 

Ⅱ
 

がん検診の受付
窓口一元化 

1 種(胃(Ｘ
線･内視鏡)) 

1 種(胃(Ｘ
線･内視鏡)) 

1 種(胃(Ｘ
線･内視鏡)) 

 
5 種(胃･大
腸･乳･子宮･
肺･ＡＢＣ） 

 

■計画変更理由・内容等 

1)①がん患者や家族等の在宅療養相談窓口の運営については、令和 3 年度にがんサロンの運営を計画して

いたが、新型コロナウイルス感染症の重症化の危険性がある患者等の社会活動の状況を調査確認する必

要があるため、令和 2 年度に引き続き、がんサロン開設準備に変更する。 

1)④がん関連の情報ポータルサイトの構築については、世田谷区ホームページ内に情報ページを組むこと

としたため、令和 3 年度の計画をサイトの運営から情報内容の検証に変更した。 

4)①液状化検体細胞診検査について、区としてはＨＰＶ検査（子宮頸がんの原因であるウイルスに感染し

ているかの検査）との併用による効果的な導入を検討しているが、ＨＰＶ検査は国の指針ではまだ認め

られていないため、令和 3 年度の計画を本格実施から調査研究へ修正した。 
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目標 ３ 障害者専門相談、乳幼児育成相談及びこころの健康づくりに関する相談・支援 

取組 
内容 

1)障害者専門相談、乳幼児育成相談、高次脳機能障害者支援（自立訓練を除く）の実施 
2)こころの健康づくりに関する相談・支援の強化・拡充 
3)こころの健康づくりに関する地域での人材の育成と情報発信 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) 

① 
障害者専門
相談 

当
初 

保健センターで
の事業実施に向
けた準備（事業
は、総合福祉セ
ンターで実施） 

保健センターで
の事業実施 

梅ヶ丘拠点での 
事業開始 

梅ヶ丘拠点での
事業継続実施 

修
正 

― 
旧北沢保健福祉
センター施設に
て事業実施 

― ― 

実
績 

旧北沢保健福祉
センター施設で
の事業実施に向
けた準備（事業
は、総合福祉セ
ンターで実施） 

梅 ヶ 丘 分 庁 舎

（旧北沢保健福

祉 セ ン タ ー 施

設）で事業実施 

梅ヶ丘拠点での
事業実施 

 

② 
乳幼児育成
相談 

当
初 

保健センターで
の事業実施に向
けた準備（事業
は、総合福祉セ
ンターで実施） 

保健センターで
の事業実施 

梅ヶ丘拠点での 
事業開始 

梅ヶ丘拠点での
事業継続実施 

修
正 

― 
旧北沢保健福祉
センター施設に
て事業実施 

― ― 

実
績 

旧北沢保健福祉
センター施設で
の事業実施に向
けた準備（事業
は、総合福祉セ
ンターで実施 

梅 ヶ 丘 分 庁 舎

（旧北沢保健福

祉 セ ン タ ー 施

設）で事業実施 

梅ヶ丘拠点での
事業実施 

 

③ 

高次脳機能
障害者支援
（自立訓練
を除く） 

当
初 

保健センターで
の事業実施に向
けた準備（事業
は、総合福祉セ
ンターで実施） 

保健センターで
の事業実施 

梅ヶ丘拠点での 
事業開始 

梅ヶ丘拠点での
事業継続実施 

修
正 

― 
旧北沢保健福祉
センター施設に
て事業実施 

― ― 

実
績 

旧北沢保健福祉
センター施設で
の事業実施に向
けた準備（事業
は、総合福祉セ
ンターで実施 

梅 ヶ 丘 分 庁 舎

（旧北沢保健福

祉 セ ン タ ー 施

設）で事業実施 

梅ヶ丘拠点での
事業実施 
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目標 ３ 障害者専門相談、乳幼児育成相談及びこころの健康づくりに関する相談・支援 

取組 
内容 

1)障害者専門相談、乳幼児育成相談、高次脳機能障害者支援（自立訓練を除く）の実施 
2)こころの健康づくりに関する相談・支援の強化・拡充 
3)こころの健康づくりに関する地域での人材の育成と情報発信 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

2) 

① 
こころの相
談機能の整
備 

当
初 

検討 
実施に向けた準
備 

試行 検証･試行拡大 

修
正 

― ― ― 

こころの健康づ
くり及び、精神
障害等に対する
理解促進など事
業の拡充 

実
績 

こころの相談機
能等強化検討部
会で検討 

実施に向けた準

備 

夜間・休日等こ

ころの電話相談

事業の実施 

 

② 

こころの健
康づくりの
ための人材
育成 

当
初 

― 試行準備 試行 検証･試行拡大 

修
正 

― ― ― 
ピア相談員の養
成、育成の実施 

実
績 

こころの相談機
能等強化検討部
会で検討 

試行準備 
ピア相談員養成
研修の実施 

 

 

成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 
令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 

メンタルに関す
る悩みなどにつ
いて、相談できる
窓口を知ってい
る人の割合 

28.2％ 38.6％ 39.6％  40％ 
Ⅱ

 

メンタルに関す
る悩みなどを誰
にも相談しない
人の割合 

23.2％ 12.9％ 12.6％  10％ 

※令和 2 年度から、Ⅱの「メンタルに関する悩みなどを誰にも相談しない人の割合」の目標値を修正（15％
→10％） 

 

■計画変更理由・内容等 

2）①こころの相談機能の整備については、令和 2 年 4 月 1 日に電話相談事業を開始しており、令和 3 年度

は区（健康づくり課及び健康推進課）が実施する「こころの健康づくり及び精神障害等に対する理解促

進」の全区的展開を新たに実施するため、事業の拡充と修正した。 

2）②こころの健康づくりのための人材育成については、令和 2 年度よりピア相談員養成研修を試行ではな

く実施したため、令和 3 年度の「検証・試行拡大」を「ピア相談員の養成、育成の実施」と修正した。 

 

  



248 

 

目標 ４ 梅ヶ丘拠点整備事業への対応 

取組 
内容 

1)総合福祉センターの廃止に伴う円滑な機能移行 
2)梅ヶ丘拠点における保健センターの利用者（医療機関を含む）の獲得及び定着化 
3)梅ヶ丘拠点における保健センターを見据えた経営改善及び人材の確保 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) ① 
総合福祉セ
ンター機能・
業務移行 

当
初 

総合福祉センタ
ーの機能・業務
移行に向けた準
備作業及び施設
の廃止 

移行事業（障害
者専門相談、乳
幼 児 育 成 相 談
等）の暫定実施 

移行事業（障害
者専門相談、乳
幼 児 育 成 相 談
等）の梅ヶ丘拠
点での実施 

移行事業の定着
化 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

総合福祉センタ
ーの機能・業務
移行に向けた準
備作業及び施設
の廃止 

移行事業（障害
者専門相談、乳
幼 児 育 成 相 談
等）の暫定実施 

移行事業（障害
者専門相談、乳
幼 児 育 成 相 談
等）の梅ヶ丘拠
点での実施 

 

2) ① 

梅ヶ丘拠点
における保
健センター
の周知・利活
用の促進 

当
初 

事前広報活動の
検討 

事前広報活動 
医療機関への訪
問 

新規区民・医療
機関の利用者獲
得 
土曜日開所の実
施 

土曜日開所の定
着化 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

げんき人戦略会
議で事前広報活
動の検討 

チラシ・情報紙
による移転の周
知、案内送付に
よる医療機関の
利用促進 

地区町会等へ事
業説明を実施、
土曜日(2･4 週)
に脳ドック・壮
年期健康講座等
の事業を実施 

 

3) ① 

経営ビジョ
ンに基づく
取組み 
(①効率的な
経営の実現
②コンプラ
イアンスの
推進③区民
サービスの
質の向上④
良質な施設
維持機能の
確立⑤質の
高い人材の
育成) 

当
初 

経営ビジョンに
基づく取組みの
実施 

経営ビジョンの
評価及び新たな
経営ビジョンの
検討 

新たな経営ビジ
ョンの策定 

新たな経営ビジ
ョンに基づく取
組みの実施 

修
正 

― ― 

第 2 期経営ビジ
ョンの評価及び
第 3 期ビジョン
の策定 

― 

実
績 

経営ビジョンに
基づく取組みの
実施 

新たな経営ビジ
ョンの検討・策
定準備 

第 2 期経営ビジ
ョンの評価及び
第 3 期ビジョン
の策定 
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成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 
令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 

梅ヶ丘拠点の新
組織に即した人
事制度の確立 

― ― ―  
適正任用の
制度構築 
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財政 
計画 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2年度末見込み 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 
団体総収入額 A=B+C 

百万円 
1,483 

百万円 
1,201 

百万円 
1,135 

百万円 
1,312 

 

団体財源 B 207 180 75 178 

区 か ら の 収 入 額 
C=D+E 

1,024 1,021 1,060 1,134 

補助金収入 D 53 46 114 150 

委託料収入 E 971 975 946 984 

 うち指定管理料 880 880 876 885 

区 か ら の 収 入 比 率 
C/A 

91.0% 85.0% 93.4% 86.4% 

管理費 F 16 21 17 17 

管理費に対する区補助
金額 G 

10 8 10 10 

管理費における区補助
金比率 G/F 

62.5% 38.1% 58.8% 58.8% 

人件費比率 57.4% 56.7% 57.1% 57.1% 

人員 
計画 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度当初 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 
役員数（監事・監査） 

人 
11(2) 

人 
11(2) 

人 
11(2) 

人 
11(2) 

 うち常勤 2 2 2 2 

常勤職員数（役員除く） 89 72 75 75 

 うち区派遣職員数 14 5 3 3 

契約職員数 13 9 4 4 

非常勤・嘱託等 98 74 74 74 
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団体名 
一般財団法人 

世田谷トラストまちづくり 
所管部名 都市整備政策部 

設立 

目的 

世田谷区において、自然環境や歴史的・文化的環境を保全した美しい風景のあるまちの実

現、安全に安心して活き活きと住み続けられる共生のまちの創出、居住環境を魅力的に守り

育む活動とコミュニティの形成に寄与するために設立されました。 

改革の

方針 

みどりの保全・創出、豊かな歴史的・文化的景観環境の保全活用、多様な区民主体のまち

づくり、活力ある魅力的なコミュニティづくりを推進するとともに、財団の専門性・優位性

を発揮した事業展開を実現し、業務効率の高い組織・職員体制の構築、経営基盤の安定化を

図ります。 

社会情勢等の変化や財団の経営状況、役割、将来展望を踏まえつつ、新たな取組み等も研

究し、公益法人化と一般法人の各々の課題を抽出し検討を進めます。 

団
体
に
お
け
る
取
組
み
の
考
え
方 

平成 29 年度に策定した新経営計画（平

成 30 年度～令和 3 年度(2018～2021 年

度)）を推進する中で、財団固有職員の人

材育成を推進し、事務改善を行い、業務効

率の高い組織・職員体制を構築します。 

「世田谷区街づくり条例」及び世田谷区

都市整備方針の「都市整備の基本方針」に

沿って、財団の専門性、ネットワーク、コ

ーディネート力を活かした事業を推進す

るため、地域人材・団体を育成し、企業・

他団体との連携・協力による地域のまちづ

くり活動の支援を強化します。 

「世田谷区第三次住宅整備後期方針」を

踏まえ、住まいサポートセンター機能の強

化、空き家等地域貢献活用の推進、地域共

生のいえづくり支援等のまちづくりを推

進します。 

「世田谷区みどりの基本計画」及び「生

きものつながる世田谷プラン」をもとに、

市民緑地をはじめとした民有地のみどり

の保全や緑化事業を推進し、生物多様性に

関わる体験・学習事業等も進めていきま

す。 

所
管
部
に
お
け
る
指
導
調
整
の
考
え
方 

財団がこれまでのトラスト運動やま

ちづくりを通じて培ってきた専門性や

ネットワークは、区におけるみどりの

推進やまちづくりに非常に有益であ

り、それを活かした事業展開を連携し

て実施することにより、区がめざすみ

どり豊かで自然環境や歴史的・文化的

環境を保全した美しい風景のあるま

ち、安全に安心して活き活きと住み続

けられる共生のまち、さらに居住環境

を魅力的に守り育む活動とコミュニテ

ィの形成などを実現していきます。 

財団の役割や将来展望を見据え、公

益法人化と一般法人の各々の課題を抽

出・検証しながら、経営の効率化に向

けた組織・職員体制の構築に取り組ん

でいきます。 
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目標 １ 効率的・効果的な経営基盤の確立 

取組 
内容 

1)法人のあり方検討、業務効率の高い組織の構築 
2)人材育成と研修の充実 
3)安定的な財政基盤の構築 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) 

① 
組織体制の
評価・検証 

当
初 

組 織 体 制 の 評
価・検証 

事務事業に対応
した組織体制の
検討 

組織体制の見直
し 

組 織 体 制 の 評
価・検証 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

組 織 体 制 の 評
価・検証 
・課題の抽出 
・組織改正に向

けた検討の実
施 

事務事業に対応 
した組織体制の 
検討 
・組織改正の実
施 

組織体制の見直
し 
・組織改正の実
施 

・事務分担の見
直し 

 

② 

組織を超え
たプロジェ
クトによる
業務の推進 

当
初 

重点プロジェク
トの実施 

評価・検証 
見直しの検討、
実施 

継続実施 

修
正 

― ― 評価・検証 見直しの検討 

実
績 

重点プロジェク
トの実施 

重点プロジェク
トの実施 

評価・検証  

2) 

① 
職員育成計
画に基づく
研修の実施 

当
初 

新たな人事、任
用制度を踏まえ
た職員育成計画
の見直し 

新育成計画に基
づく取り組みの
実施 

新育成計画に基
づく取り組みの
実施 

新育成計画に基
づく取り組みの
実施 

修
正 

― ― 
新育成計画に基
づく取り組みの
評価・検証 

新育成計画に基
づく取り組みの
再構築 

実
績 

新たな人事、任
用制度を踏まえ
た職員育成計画
の見直し検討 
・研修体系の見

直し及び実施 

職員育成計画の
見直し・新育成
計画に基づく取
り組みの実施 
・新研修体系に
よる研修実施 

・自主研修への
支援制度実施 

新育成計画に基
づく取り組みの
評価・検証 

 

② 
職員の専門
性・スキルア
ップ 

当
初 

職員資格取得支
援制度の実施 
研修（モデル）の
実施 

職員資格取得研
修の評価・検証 

職員資格取得研
修の拡充 

職員資格取得研
修の実施 

修
正 

― ― 
職員資格取得支
援制度の評価・
検証 

職員資格取得支
援制度の再構築 

実
績 

職員資格取得支
援制度の整備 

職員資格取得支
援制度の実施 

職員資格取得支
援制度の評価・
検証 
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目標 １ 効率的・効果的な経営基盤の確立 

取組 
内容 

1)法人のあり方検討、業務効率の高い組織の構築 
2)人材育成と研修の充実 
3)安定的な財政基盤の構築 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

3) 

① 
多様な財源
の確保 

当
初 

国の助成制度の
活用や企業との
連携の検討 

事業等の実施 
（試行・検証） 

事業等の実施 
（本格運用） 

事業等の実施 
（本格運用） 

修
正 

― ― 
事業等の実施 

（試行・検証） 

国の助成制度の
活用や企業との
連携の検討 
多様な財源確保 
の取組み実施 

実
績 

国の助成制度の
活用や企業との
連携の検討 
・手法等の研究 
・国の助成制度

の活用方法や
企業との連携
方法等の事例
の研究 

国の助成制度の
活用や企業との
連携の検討 
・助成制度等の
適用の可能性
の検討 

多様な財源確保 
の取組み実施 
・トラスト会員
制度の見直し
実施 

国の助成制度の
活用や企業との
連携の検討 
・助成制度等の
適用の可能性
の検討 

多様な財源確保 
の取組み実施 
・トラストまち
づくり会員制
度の運用 

 

② 
事業経費の
削減 

当
初 

費用対効果を意
識した事業の改
廃等の検討 

事業等の実施 
（試行・検証） 

事業等の実施 
（本格運用） 

事業等の実施 
（本格運用） 

修
正 

― ― 事業等の実施 

経営環境の変化
に対応した全般
的な事業の見直
し 

実
績 

費用対効果を意
識した事業の改
廃等の検討 
・予算編成に合

わせた各種事
務事業の見直
し検討 

事業の改廃等の
検討 
・会計システム
改修内容の圧
縮 

・事業区分の合
理化 

新型コロナウイ
ルス感染症の影
響に伴う緊急事
業見直し 

 

 

成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 
令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 

事務効率の高い
組織の構築 

新経営計画
の策定 

新経営計画
に基づく事
務事業の実
施 

新経営計画
に基づく事
務事業の実
施 

 

新経営計画
に基づく事
務事業の着
実な推進 

Ⅱ
 

人材育成と研修
の充実 

職員育成計
画の推進 

新育成計画
に基づく取
組みの検討 

新育成計画
に基づく取
組みの実施 

 
新育成計画
に基づく取
組みの拡充 

Ⅲ
 

継続的事務改善
の実施 

事業計画の
推進 

新財政計画
に基づく取
り組みの検
討 

新財政計画
に基づく取
り組みの実
施 

 
新財政計画
に基づく取
組みの実施 

 ※令和 2 年度から、Ⅱの「人材育成と研修の充実」の目標値を修正（新育成計画に基づく取組みの実施→新
育成計画に基づく取組みの拡充） 
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■計画変更理由・内容等 

2)①②について、より効果的な支援となるよう、制度の運用方法を再検討することとした。 

3)①について、国の助成制度の活用や企業との連携などマッチング可能な仕組み等について、引き続き可

能性を検討していくこととした。 

3)②について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、事業の見直しを図ることとした。 
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目標 ２ 居住環境を魅力的に守り育む活動と活力あるコミュニティの形成 

取組 
内容 

1)地域人材の育成 
2)企業・他団体等との連携・協力によるまちづくり活動 
3)まちづくり団体の持続可能な活動基盤づくり支援 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) 

① 
自然体験教
室等の実施 

当
初 

目標体験者数 
         350人 

目標体験者数 
         350人 

目標体験者数 
         350人 

目標体験者数 
         350人 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

体験者数 
        355 人 

体験者数 
329 人 

※2 回中止 

体験者数 
200 人 

※5 回中止 
 

② 

トラストま
ちづくり大
学などの実
施 

当
初 

目標受講者数 
         170人 

目標受講者数 
         170人 

目標受講者数 
         170人 

目標受講者数 
         170人 

修
正 

― ― ― 
目標受講者数 
         100人 

実
績 

受講者数 
        90 人 

受講者数 
        214 人 

受講者数 
    24 人 

 

2) 

① 

企業等の連
携・協働によ
る活動支援
拡充 

当
初 

まちづくり支援
協定団体の拡充 

協定に基づく技
術的専門的支援 

支援の拡充 
評価･検証･見直
し 

修
正 

― ― 
協定団体の拡充、
協定に基づく技
術的専門的支援 

継続実施 

実
績 

新規協定 1団体、
協定に基づく技
術的専門的支援
1 件 

新規協定 2団体、
協定に基づく技
術的専門的支援
1 件 

協定に基づく技
術的専門的支援
1 件 

 

② 

大学・企業等
との研究開
発機能を活
用したまち
づくり活動
の展開 

当
初 

大学等との共同
研究 

大学と活動団体
との共同事業の
コーディネート 

継続実施 
評価･検証･見直
し 

修
正 

― ― ― 継続実施 

実
績 

大学等との共同
研究 1 件 
研究を通じた大
学・団体間コー
ディネート 

大学等との共同
研究 1 件 
研究を通じた大
学・団体間コー
ディネート 

大学等との共同
研究 0 件 

 

3) ① 

プレイスメ
イキングに
よるみどり
の保全と景
観等に配慮
したまちづ
くりの推進 

当
初 

調査・検討、 
実施 

実施強化 継続的な実施 継続的な実施 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

調査・検討、実施
（成城エリアに
おいて実施） 

成城エリアにお
いて継続実施 
他エリア調査・
検討 

成城エリア： 
実施を見合せ中 
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目標 ２ 居住環境を魅力的に守り育む活動と活力あるコミュニティの形成 

取組 
内容 

1)地域人材の育成 
2)企業・他団体等との連携・協力によるまちづくり活動 
3)まちづくり団体の持続可能な活動基盤づくり支援 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

② 

クラウドフ
ァンディン
グ等による
地域共生の
いえ事業等
の活動基盤
整備支援の
推進 

当
初 

試行に向けた関
係機関との協議 

実施に向けたモ
デルスタディ試
行(社会実験の
実施) 

実施に向けたモ
デルスタディの
検証 

支援事業の実施 

修
正 

― ― 基金積み立て 基金積み立て 

実
績 

・試行に向けた
検討 

・まちづくり活
動基金規則制
定 

まちづくり活動
基金の取り扱い
検討 

基金積み立て  

 

成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 
令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 

地域共生・環境共
生まちづくりの
ための地域人材
の育成 

520 人 
（平成 29 年 
度見込み） 

445 人 
（2 年間 
計 965 人） 

376 人 
（3 年間 

計 1,341 人） 
 

地域人材 
2,080 人の 

創出 
(4 年間) 

Ⅱ
 

企業・他団体との
連携・協力 

まちづくり
支援協定な
ど新たな連
携 1 件 

まちづくり
支援協定な
ど新たな連
携 2 件 

まちづくり
支援協定な
ど新たな連
携 1 件 

 

まちづくり
支援協定な
ど新たな連
携 8件（4年
間） 

Ⅲ
 

まちづくり団体
の持続可能な活
動基盤づくり支
援 

活動基盤づ
くり支援の
実施 

活動基盤づ
くり支援の
実施 

活動基盤づ
くり支援の
実施 

 

新たな資金
調達などに
よる活動基
盤づくり支
援の拡充 

 

■計画変更理由・内容等 

1)②について、新型コロナウイルス感染症の影響による実施事業の見直しに伴い、目標受講者数を変更し

た。 

2)①について、新型コロナウイルス感染症の影響により新規協定の目途が立たなくなったため、引き続き

実施に取り組むこととした。 

2)②について、新型コロナウイルス感染症の影響により共同研究が実施できなかったため、引き続き実施

に取り組むこととした。 

3)②について、新型コロナウイルス感染症の影響により社会情勢が大きく変化することが予想され、これ

ら動向を踏まえながら、支援策を検討・判断する必要があるため、事業実施を延期し、財源となる基金

の積み立てに取り組むこととした。 
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目標 ３ 安全に安心して活き活きと住み続けられる共生のまちの創出 

取組 
内容 

1)居住支援機能の強化・拡充 
2)地域共生まちづくりの推進 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) 

① 

居住支援協
議会のネッ
トワークの
充実・強化 

当
初 

専用ホームペー
ジの開設 
地域包括ケアネ
ットワーク等と
の連携による居
住支援モデルの
検討 

専用ホームペー
ジの運用 
地域包括ケアネ
ットワーク等と
の連携による居
住支援モデルの
試行 

専用ホームペー
ジの見直し 
地域包括ケアネ
ットワーク等と
の連携による居
住支援モデルの
評価 

専用ホームペー
ジの運用 
地域包括ケアネ
ットワーク等と
の連携による居
住支援モデル事
業の実施 

修
正 

― 

イ ン タ ー ネ ッ
ト、紙媒体等に
よる情報提供の
手法検討 
地域包括ケアネ
ットワーク等と
の連携による居
住支援事業案の
検討 

イ ン タ ー ネ ッ
ト、紙媒体等に
よる情報提供の
手法調整 
地域包括ケアネ
ットワーク等と
の連携による居
住支援事業案の
調整 

イ ン タ ー ネ ッ
ト、紙媒体等に
よる情報提供の
実施 
地域包括ケアネ
ットワーク等と
の連携による居
住支援事業の実
施 

実
績 

財団ホームペー
ジへの掲載実施 
地域包括ケアネ
ットワーク等と
の意見交換によ
る連携強化 

イ ン タ ー ネ ッ
ト、紙媒体等に
よる情報提供の
手法検討 
地域包括ケアネ
ットワーク等と
の連携による居
住支援事業案の
検討 

イ ン タ ー ネ ッ
ト、紙媒体等に
よる情報提供の
手法調整 
地域包括ケアネ
ットワーク等と
の連携による居
住支援事業案の
調整 

 

② 
お部屋探し
サポートの
地域展開 

当
初 

相談窓口の地域
展開：3 か所（世
田谷、砧、烏山） 

相談窓口の地域
展開：4 か所（世
田谷、砧、烏山、
北沢） 

相談窓口の地域
展開：5 か所（世
田谷、砧、烏山、
北沢、玉川） 

相談窓口の地域
展開：5 か所（世
田谷、砧、烏山、
北沢、玉川） 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

相談窓口の地域
展開：3 か所（世
田谷、砧、烏山） 

相談窓口の地域
展開：4 か所（世
田谷、砧、烏山、
北沢） 

相談窓口の地域
展開：5 か所（世
田谷、砧、烏山、
北沢、玉川） 

 

2) ① 
空き家等地
域貢献活用
の推進 

当
初 

活用相談の実施 
専門家の派遣 
事業計画等作成
のための講習会 
新規登録 
2 か所 

活用相談の実施 
専門家の派遣 
事業計画等作成
のための講習会 
新規登録 
2 か所 

活用相談の実施 
専門家の派遣 
事業計画等作成
のための講習会 
新規登録 
2 か所 

活用相談の実施 
専門家の派遣 
事業計画等作成
のための講習会 
新規登録 
2 か所 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

活用相談の実施 
専門家の派遣 
事業計画等作成
のための講習会 
新規登録 1 か所 

活用相談の実施 
専門家の派遣 
事業計画等作成
のための講習会 
新規登録 1 か所 

活用相談の実施 
専門家の派遣 
事業計画等作成
のための講習会 
新規登録 2 か所 
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目標 ３ 安全に安心して活き活きと住み続けられる共生のまちの創出 

取組 
内容 

1)居住支援機能の強化・拡充 
2)地域共生まちづくりの推進 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

② 
地域共生い
えづくり支
援の強化 

当
初 

相談の実施 
運営支援 
新規登録 
2 か所 

相談の実施 
運営支援 
新規登録 
2 か所 

相談の実施 
運営支援 
新規登録 
2 か所 

相談の実施 
運営支援 
新規登録 
2 か所 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

相談の実施 
運営支援 
新規登録 1 か所 

相談の実施 
運営支援 
新規登録 2 か所 

相談の実施 
運営支援 
新規登録 2 か所 

 

③ 

地域のスト
ックマネジ
メント（地域
資源の有効
活用）の推進 

当
初 

地域のストック
マネジメントの
研究 

地域のストック
マネジメントの
検討 

地域のストック
マネジメントの
展開 

評価、検証 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

地域のストック
マネジメントの
研究 
・地域ストック

の現況把握及
び活用方法の
研究 

地域のストック
マネジメントの
検討 

・既存事業の課

題整理及び地

域資源の新た

な活用策の検

討 

地域のストック
マネジメントの
展開 
・既存事業の拡  
充と活用促進
に向けた普及
啓発活動の実
施 

 

 

成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 
令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 

住まいサポート
センターの機能
強化 

相談窓口の
地域展開 
3 か所 

相談窓口の
地域展開 
4 か所 

相談窓口の
地域展開 
4 か所 

 
相談窓口の
地域展開 
5 か所 

Ⅱ
 

地域共生活動拠
点の創出 

登録累計： 
33 か所 

（地域共生
のいえ：21、
空き家：12） 

登録累計： 
39 か所 

（地域共生
のいえ：24、
空き家：15） 

登録累計： 
42 か所 

（地域共生
のいえ：26、
空き家：16） 

 
登録累計： 

49 か所 
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目標 ４ 自然環境や歴史的・文化的環境を保全した美しい風景のあるまちの実現 

取組 
内容 

1)民有地のみどり保全・緑化推進 
2)生物多様性に関わる体験・学習の場づくり 
3)歴史的・文化的環境の保全・活用 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) 

① 
市民緑地の拡
充 

当
初 

新規契約 1 か所 
ボランティアに
よる利活用の充
実 

新規契約 1 か所 
ボランティアに
よる利活用の充
実 

新規契約 1 か所 
ボランティアに
よる利活用の充
実 

新規契約 1 か所 
ボランティアに
よる利活用の充
実 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

新規契約 2 か所 
ボランティアに
よる利活用の充
実 

新規契約１か所 
ボランティアに
よる利活用の充
実 

新規契約 1 か所 
ボランティアに
よる利活用の充
実 

 

② 
小さな森の拡
充 

当
初 

新規登録 1 か所 
ボランティアに
よる公開・管理
支援 

新規登録 1 か所 
ボランティアに
よる公開・管理
支援 

新規登録 1 か所 
ボランティアに
よる公開・管理
支援 

新規登録 1 か所 
ボランティアに
よる公開・管理
支援 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

新規登録 1 か所 
ボランティアに
よる公開・管理
支援 

新規登録 1 か所 
ボランティアに
よる公開・管理
支援 

新規登録 1 か所 
ボランティアに
よる公開・管理
支援 

 

③ 
3 軒からはじ
まるガーデニ
ング支援 

当
初 

グループ数及び
世帯数の拡充
（年 2 か所） 

グループ数及び
世帯数の拡充
（年 3 か所） 

グループ数及び
世帯数の拡充
（年 3 か所） 

グループ数及び
世帯数の拡充
（年 3 か所） 

修
正 

― ― ― 制度の見直し 

実
績 

グループ数及び
世帯数の拡充
（年 8 か所） 

グループ数及び
世帯数の拡充 
（年 3 か所） 

新型コロナウイ
ルス感染症の影
響により新規募
集の中止 
（年 0 か所） 

 

2) ① 
ビジターセン
ターの機能強
化・運営 

当
初 

年間来館者数 
      200 名増 

年間来館者数 
      200 名増 

年間来館者数 
      200 名増 

年間来館者数 
      200 名増 

修
正 

― ― ― 
元年度実績比 

200 名増 

実
績 

年間来館者数 
      200 名増 

年間来館者 
5,044 名増 

年間来館者 
30,000 名減 

※4～5 月:臨時
休館、10～3 月
上旬:館内改修
工事に伴う臨時
休館 
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目標 ４ 自然環境や歴史的・文化的環境を保全した美しい風景のあるまちの実現 

取組 
内容 

1)民有地のみどり保全・緑化推進 
2)生物多様性に関わる体験・学習の場づくり 
3)歴史的・文化的環境の保全・活用 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 
項目 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 

 ② 

トラストボラ
ンティア及び
地域団体等の
活動支援と育
成 

当
初 

トラストボラン
ティア等の年間
活動回数 
        800 回 

トラストボラン
ティア等の年間
活動回数 
        800 回 

トラストボラン
ティア等の年間
活動回数 
        800 回 

トラストボラン
ティア等の年間
活動回数 
        800 回 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

トラストボラン
ティア等の年間
活動回数 
        822 回 

トラストボラン
ティア等の年間
活動回数 
      1,059 回  

トラストボラン
ティア等の年間
活動回数 

700 回 
※新型コロナウ
イルス感染症の
影響により一部
活動中止及び縮
小 

 

 ③ 
子どもたちの
環境教育の充
実 

当
初 

総合学習支援 
講師派遣 
     23 回／年 

総合学習支援 
講師派遣 
     23 回／年 

総合学習支援 
講師派遣 
     23 回／年 

総合学習支援 
講師派遣 
     23 回／年 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

総合学習支援 
講師派遣 
     19 回／年 

総合学習支援 
講師派遣 

13 回／年 

総合学習支援 
講師派遣 

0 回／年 
 

3) 

① 
近代建築の現
状把握と情報
発信 

当
初 

近代建築の現状
把握調査の実施 
保全のための所
有者向け情報発
信等の実施 

近代建築の現状
把握調査の実施 
保全のための所
有者向け情報発
信等の実施 

近代建築の現状
把握調査結果の
分析 
保全のための所
有者向け情報発
信等の実施 

近代建築の現状
把握調査結果の
まとめ 
保全のための所
有者向け情報発
信等の実施 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

近代建築の現状
把握調査の実施 
保全のための所
有者向け情報発
信等の実施 

近代建築の現状
把握調査の実施 
保全のための所
有者向け情報発
信等の実施 

近代建築の現状
把握調査結果の
分析 
保全のための所
有者向け情報発
信等の実施 

 

② 

大学、専門家、
ＮＰＯ等との
ネットワーク
による歴史的
文化遺産の保
全と活用 

当
初 

保全と活用の仕
組みの検討 

保全と活用の仕
組みの試行 

保全と活用の仕
組みの検証 

保全と活用の仕
組みの推進 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

昭和女子大学、
区等三者による
定期的な保全と
活用の仕組みの
検討 

昭和女子大学、
区教委との三者
による｢世田谷
の近代建築に関
する共同研究｣
の実施 

昭和女子大学、
区教委との三者
による｢世田谷
の近代建築に関
する共同研究｣
の実施と検証 
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目標 ４ 自然環境や歴史的・文化的環境を保全した美しい風景のあるまちの実現 

取組 
内容 

1)民有地のみどり保全・緑化推進 
2)生物多様性に関わる体験・学習の場づくり 
3)歴史的・文化的環境の保全・活用 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

③ 

歴史的文化遺
産の活用によ
るイベント等
の充実 

当
初 

歴史的文化遺産
の有効活用を目
的としたイベン
トの開催 年 7
回程度 

歴史的文化遺産
の有効活用を目
的としたイベン
トの開催 年 7
回程度 

歴史的文化遺産
の有効活用を目
的としたイベン
トの開催 年 7
回程度 

歴史的文化遺産
の有効活用を目
的としたイベン
トの開催 年 7
回程度 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

歴史的文化遺産
の有効活用を目
的としたイベン
トの開催 年 7
回 

歴史的文化遺産
の有効活用を目
的としたイベン
トの開催 年 6
回 

歴史的文化遺産
の有効活用を目
的としたイベン
トの開催 年 0
回 

 

 

成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 
令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 

民有地のみどり
保全・緑化推進 

平成 29 年度
実績（年 928
㎡） 

年 2,796 ㎡ 年 530 ㎡  
4,000 ㎡（年
400 ㎡） 

Ⅱ
 

生物多様性に関
わる体験・学習の
機会づくり 

トラストボ
ランティア
等活動回数 
年 800 回 

トラストボ
ランティア
等活動回数 
年 822 回 

トラストボ
ランティア
等活動回数 
年 1,059 回 

 

トラストボ
ランティア
等活動回数 
3,200 回（年
800 回） 

Ⅲ
 

歴史的・文化的環
境の保全・活用 

歴史的・文化
的環境の保
全活用の推
進 

歴史的・文化
的環境の保
全活用の推
進 

歴史的・文化
的環境の保
全活用の推
進 

 
新たな歴史
的文化遺産
の保全活用 

 ※令和 2 年度から、Ⅰの「民有地のみどり保全・緑化推進」の目標値を修正（1,600 ㎡（年 400 ㎡）→4,000
㎡（年 400 ㎡）） 

 

■計画変更理由・内容等 

1)③について、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業見直しを機に、制度の見直しを行うこととし

た。 

2)①について、令和 2 年度は臨時休館に伴い来館者が減少するため、令和 3 年度増加人数の比較対象を元

年度実績に改めた。 
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財政 
計画 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2年度末見込み 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 
団体総収入額 A=B+C 

百万円 
1,523 

百万円 
1,303 

百万円 
1,265  

百万円 
1,240 

 

団体財源 B 814 599 518 519 

区 か ら の 収 入 額 
C=D+E 

709 704 747 721 

補助金収入 D 239 240 249 227 

委託料収入 E 470 464 498 494 

 うち指定管理料 0 0 0 0 

区 か ら の 収 入 比 率 
C/A 

46.5% 54.0% 59.1% 58.1% 

管理費 F 88 105 88 87 

管理費に対する区補助
金額 G 

44 41 40 41 

管理費における区補助
金比率 G/F 

50% 39% 45.4% 47.1% 

人件費比率 17.7% 22.5% 23.9% 27.5% 

人員 
計画 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度当初 
（2019 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 
役員数（監事・監査） 

11(2) 11(2) 11(2) 11(2) 

 うち常勤 2 2 2 2 

常勤職員数（役員除く） 29 31 31 31 

 うち区派遣職員数 4 3 3  3 

契約職員数 0 0 0 0 

非常勤・嘱託等 21 20 24 23  
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団体名 
公益財団法人 

世田谷区スポーツ振興財団 
所管部名 スポーツ推進部 

設立 

目的 

区民のスポーツ及びレクリエーション活動を普及振興するとともに、区民が身近な地域で

スポーツ・レクリエーション活動を通じて、心身ともに健康で豊かな生活を送ることができ

る生涯スポーツ社会の形成に寄与するために設立されました。 

改革の

方針 

区との役割分担を改めて明確にした上で、世田谷区体育協会の事務局としての役割も含

め、各スポーツ団体との連携を通じ、公益財団法人ならではの公益性の高い事業展開ができ

るよう、経営の効率化を一層進めるとともに、自主財源のさらなる確保に努めます。 

団
体
に
お
け
る
取
組
み
の
考
え
方 

生涯スポーツ社会の実現に向け、区が推

進するスポーツ施策を踏まえた魅力的な

プログラムサービスの提供とともに、災害

に備えた施設管理や誰もが利用しやすい

施設づくりを推進し、安全・安心で快適な

利用環境を創出するなど、公益性の高い事

業展開を図ります。 

経営の自立化に向け、事業協賛金や寄附

金収入のほか、収益事業の推進により自主

財源の確保に努めるとともに、業務や職層

に応じた研修・教育体制の強化を図り、専

門性を活かした人材育成を進めます。 

所
管
部
に
お
け
る
指
導
調
整
の
考
え
方 

団体の持つ専門性、体育協会等とし

ての調整機能は、生涯スポーツの推進

に非常に重要であり、東京 2020大会を

契機とした区民のスポーツへの関心を

高めていく中で、団体との連携により

スポーツ施策に取り組みます。 

団体が施設運営や公益性の高い事業

に取り組み、自主財源の確保に向け取

り組めるよう支援します。 

コンプライアンスの強化や人材育成

について、区の研修等の周知・参加を

促し、団体の管理運営に向けた指導調

整をします。 
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目標 １ 公益性の高い事業展開 

取組 
内容 

1)ライフステージに応じたスポーツ活動等の推進 
2)安全・安心で快適なスポーツ施設の運営 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) 

① 

ライフステ
ージに応じ
たスポーツ
活動の推進 

当
初 

ライフステージ
(親子・子ども、
成人・高齢者、障
害者)に応じた
各種事業の継続
実施 

参加者ニーズに
基づく各種事業
の現状分析・検
証 

現状分析・検証
に基づく各種事
業の改善 

ライフステージ
(親子・子ども、
成人・高齢者、障
害者)に応じた
各種事業の充実 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

ライフステージ
に応じた各種事
業の継続実施 
・親子：親子観

戦デー 
・子ども：ジュ

ニアアカデミ
ー等 

・成人：レディ
ーススポーツ
等 

・高齢者：元気
なシルバーい
きいきトレー
ニング等 

・障害者：ボッ
チャや車イス
バスケ等 

ライフステージ
に応じた各種事
業 内 容 を 検 証
し、継続実施 
・親子：親子観
戦デー（オリ
パラ種目新規
実施） 

・子ども：ジュ
ニアアカデミ
ー、オリンピ
ック種目事業
等 

・成人：レディ
ーススポーツ
等 

・高齢者：元気
なシルバーい
きいきトレー
ニング等 

・障害者：ボッ 
チャや車イス 
バスケ等 

ライフステージ
に応じた各種事
業内容の検証・
改善を図り、コ
ロナ禍での柔軟
な事業運営を継
続実施 
・親子：観戦デ
ー、246 スポ
ーツフェステ
ィバル「スポ
ーツ体験会」 

・子ども：ジュ
ニアアカデミ
ー、オリンピ
ック種目事業
等 

・成人：レディ
ーススポーツ
等 

・高齢者：元気
なシルバーい
きいきトレー
ニング等 

・障害者：ボッ
チャや車イス
バスケ等 

 

② 

施設の特性
を活かした
プログラム
サービスの
充実 

当
初 

総合運動場・大
蔵第二運動場の
一体的なプログ
ラムの検討 

総合運動場・大
蔵第二運動場の
一体的なプログ
ラムの実施 

実施したプログ
ラ ム の 現 状 分
析・検証 
 

現状分析・検証
に基づくプログ
ラムの改善 
 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

施 設 特 性 を 鑑
み、コース型(3
ヶ 月 プ ロ グ ラ
ム)教室を総合
運動場で、当日
参加型教室を大
蔵第二運動場で
実施する運用へ
整備 

施 設 特 性 を 鑑
み、コース型(3
ヶ 月 プ ロ グ ラ
ム)教室を総合
運動場で、当日
参加型教室を大
蔵第二運動場で
実施 
 

3 ヶ月に 1 度、実
施した各教室の
定員充足率・継
続率・収支率等
を分析・検証し
次期プログラム
に反映 
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目標 １ 公益性の高い事業展開 

取組 
内容 

1)ライフステージに応じたスポーツ活動等の推進 
2)安全・安心で快適なスポーツ施設の運営 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

③ 
広報活動の
充実 

当
初 

広報ガイドライ
ンに基づく広報
活動(ＨＰ、ＳＮ
Ｓ、パブリシテ
ィ等)の継続実
施 

広報ガイドライ
ンに基づく広報
活動(ＨＰ、ＳＮ
Ｓ、パブリシテ
ィ等)の検証 

広報ガイドライ
ンに基づく広報
活動(ＨＰ、ＳＮ
Ｓ、パブリシテ
ィ等)の改善 

広報ガイドライ
ンに基づく広報
活動(ＨＰ、ＳＮ
Ｓ、パブリシテ
ィ等)の充実 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

「広報等に関す
る ガ イ ド ラ イ
ン」の施行 
各種広報媒体に
応じた広報活動
の実施 
・電子媒体：Ｈ

Ｐ、ＳＮＳ、ア
プリ等 

・紙媒体：情報
誌、チラシ、情
報ガイド等 

・メディア媒体：
パブリシティ
等 

・他媒体：地域
誌、商店街掲
示板等 

「広報等に関す
る ガ イ ド ラ イ
ン」の施行 
各種広報媒体に
応じた広報活動
の実施 
ＨＰのリニュー
アルに向けた各
ページの検証 
・電子媒体：Ｈ
Ｐ、ＳＮＳ、ア
プリ等 

・紙媒体：情報
誌、チラシ、情
報ガイド等 

・メディア媒体：
パブリシティ
等 

・他媒体：地域 
 誌、商店街掲 
示板等 

「広報等に関す
る ガ イ ド ラ イ
ン」の施行 
各種広報媒体に
応じた広報活動
の実施 
ＨＰのリニュー
アルの実施 
・電子媒体：Ｈ
Ｐ、ＳＮＳ、ア
プリ等 

・紙媒体：情報
誌、チラシ、情
報ガイド等 

・メディア媒体：
パブリシティ
等 

・他媒体：地域 
 誌、商店街掲 
示板等 

 

2) ① 
災害に備え
た安全・安心
な施設運営 

当
初 

危機管理基本方
針及び安全管理
マニュアルに基
づく適正運営 

危機管理基本方
針及び安全管理
マニュアルの検
証 

危機管理基本方
針及び安全管理
マニュアルの検
証に基づく改善 

改善した危機管
理基本方針及び
安全管理マニュ
アルに基づく適
正運営 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

安全対策強化の
ため、安全管理
マニュアルの更
新 

安全対策強化の
ため、危機管理
基本方針及び安
全管理マニュア
ルの内容を検証
し更新 

安全対策強化の
ため、危機管理
基本方針及び安
全管理マニュア
ルの内容を検証
し更新 
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目標 １ 公益性の高い事業展開 

取組 
内容 

1)ライフステージに応じたスポーツ活動等の推進 
2)安全・安心で快適なスポーツ施設の運営 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

② 

誰もが利用
しやすい快
適な施設づ
くり 

当
初 

ユニバーサルデ
ザインの推進に
向けた各種取組
み(各施設利用
案内の統一・多
言語対応等)の
継続実施 

ユニバーサルデ
ザインの推進に
向けた各種取組
みの検証 

ユニバーサルデ
ザインの推進に
向けた各種取組
みの検証に基づ
く改善 

ユニバーサルデ
ザインの推進に
向けた各種取組
みの充実 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

・各施設利用案
内の統一及び
英語版利用案
内の配備 

・館内サインの
更新 

・障害者差別解
消法に基づい
た設備やサー
ビスの提供 

・各施設利用案
内の統一及び
英語版利用案
内の配備 

・館内サインの
更新 

・障害者差別解
消法に基づい
た設備やサー
ビスの提供 

・上記取組みを
検証し、継続
実施 

・各施設利用案
内の統一及び
英語版利用案
内の配備 

・館内サインの
更新 

・障害者差別解
消法に基づい
た設備やサー
ビスの提供 

・上記取組みを
検 証 に 基 づ
き、適宜改善 

 

③ 
安定的な施
設管理体制
の推進 

当
初 

セルフモニタリ
ング(外部評価
や利用者満足度
調査)の継続実
施 

セルフモニタリ
ング(外部評価
や利用者満足度
調査)に基づく
管理体制の検証 

セルフモニタリ
ング(外部評価
や利用者満足度
調査)に基づく
管理体制の改善 

セルフモニタリ
ング(外部評価
や利用者満足度
調査)に基づく
管理体制の充実 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

・外部評価の実 
 施 
・利用者満足度

調査の実施 

・外部評価の実 
 施 
・利用者満足度 
調査の実施 

・同上評価に対
する検証を実
施 

・外部評価の継 
続実施 

・利用者満足度 
調査継続実施 

・同上評価に対
し検証に基づ
き改善 

 

 

成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 
令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 

事業参加者数の
増加 

254,875 人 
（平成 28 年 
 度実績） 

252,813 人 258,075 人  270,000 人 

Ⅱ
 

施設利用者数の
増加 

1,938,604 人
（個人） 

（平成 24～
28 年度実績
の平均） 

2,061,150 人 1,842,021 人  
2,035,000 人
（個人） 
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目標 ２ 経営の自立化 

取組 
内容 

1)自主財源の確保 
2)職員の人材育成 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) 

① 
事業協賛金
や寄附金収
入等の確保 

当
初 

各種取組み(民
間 企 業 と の 連
携)の実施 

各種取組みの検
証 

各種取組みの検
証に基づく改善 

各種取組みの充
実 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

協賛制度に基づ
く事業協賛金や
寄附金等の確保
(新規協賛企業 2
社) 

・協賛制度に基
づく事業協賛
金や寄附金等
の確保 

・事業協賛区分
の検証 

・協賛制度に基
づく事業協賛
金や寄附金等
の確保 
(新規協賛企
業 1 社) 

・事業協賛区分
の検証に基づ
く新たな協賛
区分の追加 

 

② 
収益事業の
推進による
財源の確保 

当
初 

自 動 販 売 機 設
置、レストラン
運営、物品販売
等の継続実施 

自 動 販 売 機 設
置、レストラン
運営、物品販売
等収入の検証 

自 動 販 売 機 設
置、レストラン
運営、物品販売
等収入の検証に
基づく改善 

自 動 販 売 機 設
置、レストラン
運営、物品販売
等収入の拡充 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

自 動 販 売 機 設
置、レストラン
運営、物品販売
の継続実施 

・自動販売機設
置、レストラ
ン運営、物品
販売の継続実
施 

・四半期毎の自
動販売機等売
上の検証 

・自動販売機設
置、レストラ
ン運営、物品
販売の継続実
施 

・四半期毎の自   
動販売機等売
上の検証に基
づく自動販売
機の移設 

 

2) ① 

業務や職層
に応じた研
修・教育の実
施 

当
初 

人材育成の方針
に基づく研修・
教育の継続実施 

人材育成の方針
に基づく研修・
教育の検証 

人材育成の方針
に基づく研修・
教育の検証に基
づく改善 

人材育成の方針
に基づく研修・
教育の充実 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

・職員教育・研修
要領に基づく
研修の継続実
施 

・新任職員研修
計画に基づく
研修の実施 

・職員教育・研修
要領に基づく
研修の継続実
施及び研修効
果の検証 

・新任職員研修 
 計画に基づく
研修の実施 

・職員教育･研修
要領に基づく
研修の継続実
施（一部、コロ
ナ禍における
Ｗｅｂ受講含
む） 

・新任職員研修
計画に基づく
研修の実施 
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目標 ２ 経営の自立化 

取組 
内容 

1)自主財源の確保 
2)職員の人材育成 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

  

② 

施設従事者
の能力向上
に向けた研
修・教育の実
施 

当
初 

各種基準に基づ
く日常教育及び
定期研修の継続
実施 

各種基準に基づ
く日常教育及び
定期研修の検証 

各種基準に基づ
く日常教育及び
定期研修の検証
に基づく改善 

各種基準に基づ
く日常教育及び
定期研修の充実 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

・業務マニュア
ルを活用した
指導担当者に
よる日常教育
の実施 

・施設全従事者
を対象とした
定期研修の継
続実施 

・業務マニュア
ルを活用した
指導担当者に
よる日常教育
の実施 

・施設全従事者
を対象とした
定期研修の継
続実施 

・各業務に特化
した研修の検
証 

・業務マニュア
ルを活用した
指導担当者に
よる日常教育
の実施 

・施設全従事者
を対象とした
定期研修の継
続実施 

・コロナ禍にお 
 ける動画等を 
 活用した接遇 
 等の研修を計 
画 

 

 

成
果
指
標 

項目 
策定時 
29 年度 

（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 
令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 自主財源の増加 

1,194 百万円 
（平成 29 年 

度当初予 
算） 

1,244 百万円 1,151 百万円  1,236 百万円 
Ⅱ

 

研修・講習会受講
者延べ人数 

226 名 
（平成 28 年 

度実績） 
278 名 218 名  270 名 
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財政 
計画 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2年度末見込み 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 
団体総収入額 A=B+C 

百万円 
2,322 

百万円 
2,300 

百万円 
2,300 

百万円 
2,300 

 

団体財源 B 1,301 1,215 1,117 1,119 

区 か ら の 収 入 額 

C=D+E 
1,021 1,085 1,183 1,181 

補助金収入 D 207 243 251 249 

委託料収入 E 814 842 932 932 

 うち指定管理料 514 530 589 589 

区 か ら の 収 入 比 率 
C/A 

44.0% 47.2% 51.4% 51.3% 

管理費 F 9 11 11 11 

管理費に対する区補助
金額 G 

0 0 0 0 

管理費における区補助
金比率 G/F 

2.4% 1.2% 1.1% 1.1% 

人件費比率 17.4% 17.9% 18.5% 18.5% 

人員 
計画 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度当初 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 
役員数（監事・監査） 

人 
12(2) 

人 
13(2) 

人 
12(2) 

人 
12(2) 

 うち常勤 1 1 1 1 

常勤職員数（役員除く） 29 30 31 31 

 うち区派遣職員数 2 1 0 0 

契約職員数 21 18 17 17 

非常勤・嘱託等 7 10 8 8 
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団体名 
社会福祉法人 

世田谷区社会福祉事業団 
所管部名 高齢福祉部 

設立 

目的 

心身ともに健やかに、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の意向を尊重し

た多様な福祉サービスを総合的に提供することにより、区民福祉の向上に寄与するために設

立されました。 

改革の

方針 

・設立経緯 

昭和 46年の厚生省通知「社会福祉事業団等の設立運営の基準について」（以下、46通知と

いう）により、地方公共団体が設置する社会福祉施設の運営は、直営あるいは社会福祉事業

団（以下、事業団という）によるものを原則としたため、世田谷区では、平成 6年に区立特

養ホームの委託先として、事業団を設立しました。46通知では、職員の処遇（給与及び退職

金等）について、設立自治体の職員に準ずるものとしました。 

・平成 28年 11月の 46通知の改正 

平成 14 年 8 月、国は、公設施設の委託先について要件を緩和し、事業団以外の社会福祉

法人を委託先に選定できるものとしました。また、今後とも行政と連携し、地域福祉の推進

の重要な役割を果たすなど積極的な取り組みを行うことが示されました。平成 28年 11月に

は 46 通知が改正され、一般の社会福祉法人にとって先駆的な事業や、研究事業等の地域の

実情に応じて対応が必要な福祉に係る需要を満たすための事業を行うなど、積極的な取り組

みが求められています。 

・改革の方針 

事業団は、「蓄積された経験と豊かな人材に基づいた、質の高い専門的なサービスを提供

し、誰もが安心して暮らせる地域社会への貢献」を法人理念とし、信頼性・公共性・発展性・

創造性・効率性の五つの経営方針のもと、世田谷区における福祉の向上に取り組んでいます。 

経営の自立化（本部補助と区派遣職員の廃止）を図るため、経費削減や人件費の見直しな

どの経営の効率化や新たな特別養護老人ホームの整備を行うなど、事業の拡大及び新規事業

の実施により経営基盤の強化を進めます。併せて、これまで培ってきた高い専門性や経験を

活かし、他の民間事業所では対応の難しい先駆的な取組みや質の高いサービス提供を行うな

ど、今後とも事業団の独自性や積極的な事業展開を図ります。 

団
体
に
お
け
る
取
組
み
の
考
え
方 

本部補助の廃止に備え、経営基盤を一層

強固なものとするため、新規事業の実施や

提供するサービスの更なる充実とともに、

人件費比率や自己収益比率の改善、事業拠

点ごとの経常利益率の改善など、財務力の

強化に取り組みます。併せて、財務規律の

強化に向けた本部と拠点の事務のあり方

の見直しに取り組みます。 

平成 30 年度より芦花ホームが大規模改

修に伴い休館することから、他の施設へ一

時移転された方への対応や円滑な再開準

備に取り組みます。また、指定管理期間終

了後に予定されている民営化後の設置者

として、その対応に取り組みます。 

新たな人事・給与制度を踏まえた人材育

成計画に基づき、事業運営に必要な人材の

確保と定着、専門性の高い職員の育成に取

り組みます。 

所
管
部
に
お
け
る
指
導
調
整
の
考
え
方 

他の民間事業者では対応の難しい先

駆的な取組みや、個別ニーズに応じた

多様で専門性の高いサービスの提供、

地域包括ケアシステムの推進の取組み

など、地域福祉の推進役として団体は

重要な役割と使命を担っています。 

課題となっている団体の経営基盤の

強化に向けて、人件費の見直しなどに

よる効率的な法人経営に資する取組み

を支援するとともに、芦花ホームの円

滑な業務再開と民営化後の運営につい

て団体と調整していきます。 
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目標 １ 経営基盤の強化 

取組 
内容 

1)サービスの充実 
2)財務基盤の強化 
3)効率的な法人経営の推進 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 1) ① 

地域密着型
特別養護老
人ホームの
安定経営 

当
初 

効率的な入所事
務による利用率
の維持と運営体
制の点検・評価 

安定したサービ
スの提供と充実 

人員配置を含め
た運営体制の検
討 

人員配置を含め
た運営体制の見
直し 

修
正 

― ― 

人員配置を含め
た運営体制の一
部見直しと継続
的な検討 

― 

実
績 

効率的な入所事
務による利用率
の維持と運営体
制の点検・評価 

安定したサービ
スの提供と充実 
人員配置を含め
た運営体制の検
討 

人員配置を含め
た運営体制の一
部見直しと継続
的な検討 

 

2) 

① 
事業収支の
改善 

当
初 

拠点別の経常利
益率改善策の検
討、実施 
介護・診療報酬
改定、制度改正
への速やかな対
応 

継続的な改善の
実施 

継続的な改善の
実施 
介護報酬改定、
制度改正への対
応準備 

継続的な改善の
実施 
介護報酬改定、
制度改正への速
やかな対応 

修
正 

― ― ― 

新型コロナウイ
ルスの影響によ
る収支状況を踏
まえた改善の実
施 
介護報酬改定等
への速やかな対
応 

実
績 

拠点別の経常利
益率改善策の検
討、実施 
介護・診療報酬
改定、制度改正
への速やかな対
応 

継続的な改善の
実施 

新型コロナウイ
ルスの影響によ
る収支状況を踏
まえた改善の実
施と中長期的な
事業のあり方の
検討 
介護報酬改定等
への対応準備 

 

② 
人件費の適
正な管理 

当
初 

芦花ホーム休館
を踏まえた原資
管理の考え方に
基づく人件費管
理の実施 

上北沢ホーム改
修工事を踏まえ
た原資管理の考
え方に基づく人
件費管理の実施 

適正人件費の検
証 

原 資 管 理 の 導
入・運用 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

芦花ホーム休館
を踏まえた原資
管理の考え方に
基づく人件費管
理の実施 

上北沢ホーム改
修工事を踏まえ
た原資管理の考
え方に基づく人
件費管理の実施 

新型コロナウイ
ルスの影響によ
る収支状況を踏
まえた 12月賞与
支給額の調整の
実施 
原資管理の導入
に向けた実施方
法の検討 
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目標 １ 経営基盤の強化 

取組 
内容 

1)サービスの充実 
2)財務基盤の強化 
3)効率的な法人経営の推進 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 

3) ① 

本部等業務・
役割の見直
し（業務の標
準化・効率
化、経営・マ
ネジメント
能力の向上
等） 

当
初 

本部等業務・役
割の見直し検討 

本部等業務・役
割の見直し実施 

継続的な改善の
実施 

本部等業務・役
割の見直し検証 

修
正 

― ― ― 
継続的な改善の
実施 

実
績 

本部等業務・役
割の見直し検討 

本部等業務・役
割の見直し実施 

継続的な改善の
実施 

 

 

成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 
令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 

地域密着型特別
養護老人ホーム
の経常増減差額
比率 

平成 29 年度
末開設予定 

△41.6％ △31.4％  0％以上 

Ⅱ
 

事業団全体にか
かる人件費の比
率 

75.7% 
（平成 28 年 

度） 
81.1％ 75.2％  73％未満 

 

■計画変更理由・内容等 

2)①について、新型コロナウイルスの収支への影響を踏まえ、短期的な改善を実施するとともに、経営の

自立化に向けた中長期的な視点での事業のあり方の検討を実施する計画とした。 

3)①について、計画の達成年度を令和 5 年度（本部補助金廃止の前年度）とし、段階的に取り組む計画と

した。 
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目標 ２ 区立特別養護老人ホームの民営化後の運営 

取組 
内容 

1)長期的視点に立った経営計画に基づくサービスの提供 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) 

① 芦花ホーム 

当
初 

民営化後の事業
者として、経営
計画の策定 

民営化後の事業
者として応募と
選定後の準備 

民営施設として
の運営に向けた
準備 

民 営 施 設 と し
て、効率的な事
業運営によるサ
ービスの提供開
始 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

民営化後の事業
者として、経営
計画の策定 

民営化後の事業
者として応募と
選定後の準備 

民営施設として
の運営に向けた
準備 

 

② 
上北沢ホー
ム 

当
初 

民営化後の事業
者として、経営
計画の策定 

民営化後の事業
者として応募と
選定後の準備 

民営施設として
の運営に向けた
準備 

民 営 施 設 と し
て、効率的な事
業運営によるサ
ービスの提供開
始 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

民営化後の事業
者として、経営
計画の策定 

民営化後の事業
者として応募と
選定後の準備 

民営施設として
の運営に向けた
準備 

 

 

成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 
令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 設置者の変更 区 区 区  事業団 
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目標 ３ 職員の確保・人材育成 

取組 
内容 

1)人材育成計画・実施計画に基づく取組み 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) 

① 人材の確保 

当
初 

資格取得支援等
による無資格者
採用の実施・検
証 

多様な人材の受
入検討 

多様な人材の受
入体制の整備 

多様な人材の受
入実施 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

資格取得支援等
による無資格者
採用の実施・検
証（実績 1 名） 
外国人留学生受
入に向けた体制
の整備 

外国人留学生の
受入（実績 1 名） 
無資格者採用の
継続的実施（実
績 8 名） 
その他多様な人
材の受入検討 

外国人留学生受
入再開に向けた
取り組みの実施 
無資格者採用の
継続的実施（実
績 1 名） 

 

② 
職員の定着
支援 

当
初 

自己啓発支援、
職員相談等の充
実による定着支
援の推進 

自己啓発支援、
職員相談等の充
実による定着支
援の検証・推進 

多様な働き方へ
の対応検討 

多様な働き方へ
の対応に向けた
体制整備 

修
正 

― ― ― 
テレワーク制度
の恒常化に向け
た体制整備 

実
績 

自己啓発支援、
職員相談等の充
実による定着支
援の推進（実務
者研修受講料助
成制度の創設） 

自己啓発支援、
職員相談等の充
実による定着支
援の検証・推進 

新型コロナウイ
ルス対策で実施
したテレワーク
制度の恒常化に
向けた検討 

 

③ 
専門性の向
上 

当
初 

専門研修の充実
と横断的実施 

専 門 研 修 の 充
実・強化とキャ
リアアップ支援
（資格取得等）
の検討 

キャリアアップ
支援の整備・実
施 

キャリアアップ
支援の実施・検
証 

修
正 

― ― ― 
キャリアアップ
支援の整備・実
施 

実
績 

専門研修の充実
と 横 断 的 実 施
（事務職対象の
専門研修を他の
職種にも対象拡
充） 

専 門 研 修 の 充
実・強化とキャ
リアアップ支援
（資格取得等）
の検討 

キャリアアップ
支援（資格取得
等）の検討 

 

 

成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 
令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 

法人における離
職率 

11.8％ 
（平成 28 年 

度） 
11.9％ 11.2％  11％未満 
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■計画変更理由・内容等 

1)②について、多様な働き方の具体内容をテレワークの恒常化とし、育児・介護者の就業継続等のほか、

災害時の業務継続を可能とする制度を導入する計画とした。 

1)③について、新型コロナウイルスの影響で、研修中止など取り組みの縮小を余儀なくされており、令和

2 年度当初計画であるキャリアアップ支援の整備・実施が達成に至らなかったため、令和 3 年度に先送

りする計画とした。 

 

財政 
計画 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2年度末見込み 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 
団体総収入額 A=B+C 

百万円 
3,167 

百万円 
3,665 

百万円 
3,506 

百万円 
3,871 

 

団体財源 B 2,275 2,392 2,518 2,984 

区 か ら の 収 入 額 
C=D+E 

892 1,273 988 887 

補助金収入 D 179 171 203 421 

委託料収入 E 713 1,102 785 466 

 うち指定管理料 354 643 319 0 

区 か ら の 収 入 比 率 
C/A 

28.2% 34.7% 28.2% 22.9% 

管理費 F 134 149 154 154 

管理費に対する区補助
金額 G 

41 42 43 43 

管理費における区補助
金比率 G/F 

30.6% 28.2% 27.9% 27.9% 

人件費比率 81.1% 75.2% 80.1% 72.9% 

人員 
計画 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度当初 
（2019 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 
役員数（監事・監査） 

人 
13(2) 

人 
13(2) 

人 
14(2) 

人 
14(2) 

 うち常勤 1 1 1 1 

常勤職員数（役員除く） 261 279 290 290 

 うち区派遣職員数 0 0 0 0 

契約職員数 47 58 58 58 

非常勤・嘱託等 434 424 414 414 
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団体名 
社会福祉法人 

世田谷区社会福祉協議会 
所管部名 保健福祉政策部 

設立 

目的 

社会福祉法第 109 条に基づき、世田谷区内の社会福祉を目的とする事業の企画及び実施

や、社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助などを通じて、地域福祉を推進しま

す。 

改革の

方針 

住民主体の理念に基づき、地域の多様な福祉課題の解決に取り組むことにより、住民の誰

もが、尊厳を持って自分らしい生き方ができ、安心して次世代を育むことができる福祉のま

ちの実現をめざします。区の地域包括ケアシステム確立の一翼を担うため、地域福祉を推進

する役割を積極的に果たしていきます。 

自立かつ持続可能な財政基盤の確立をめざし、当面の間、基金・積立金の取り崩しにより

組織運営を行いながら、人事・給与制度の見直し及び適正かつ効率的な事業執行による経常

経費の削減を図るとともに、新たな福祉ニーズに取り組み、事業の拡大と収益確保を図って

いきます。 

団
体
に
お
け
る
取
組
み
の
考
え
方 

財政の健全化と効率的な組織運営に取

り組むとともに、組織のガバナンスの強化

や事業運営の透明性の向上を図ります。 

ソーシャルワークなど、職員の専門性を

高めながら、生活課題を抱えた区民を支援

するとともに、区民や地域活動団体、事業

者、ＮＰＯ等との連携・協働による地域づ

くりを推進します。 

所
管
部
に
お
け
る
指
導
調
整
の
考
え
方 

財政収支の改善等に関する検討状況

を適宜確認して指導、助言し、団体経

営の健全化に向けた取組みを支援しま

す。 

地域包括ケアの地区展開における地

域資源開発の取組みを通して、地域福

祉を推進する団体の取組みと密接に連

携し、支えあいの地域づくりを推進し

ます。 
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目標 １ 経営基盤及び組織体制の強化 

取組 
内容 

1)社協経営改革計画の策定（財政収支改善計画、人材育成計画の策定） 
            （事業、組織体制、人事・給与制度の見直し） 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) 

① 
財政の健全
化に向けた
取組み 

当
初 

財政収支改善計
画の策定及び取
組み 

財政収支改善計
画に基づく取組
み 

財政収支改善計
画に基づく取組
み及び検証 

財政収支改善計
画の検証及び見
直し 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

財政収支改善計
画の策定及び取
組み 

財政収支改善計
画に基づく取組
み 

財政収支改善計
画に基づく取組
み及び検証 

 

② 
職員の人材
育成 

当
初 

人材育成計画の
策定及び取組み 

人材育成計画に
基づく取組み 

人材育成計画に
基づく取組み及
び検証 

人材育成計画の
検証及び見直し 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

人材育成計画の
策定及び取組み 

人材育成計画に
基づく取組み 

人材育成計画に
基づく取組み及
び検証 

 

③ 

効率的・効果
的な事業、組
織体制の見
直し 

当
初 

効果的・効率的
な事業、組織体
制の検討 

検討結果に基づ
く取組み 

検討結果に基づ
く取組み及び検
証 

事業、組織体制
の検証及び見直
し 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

事業の執行体制
を見直し、組織
間の連携を強化 

検討結果に基づ
く取組み 

検討結果に基づ
く取組み及び検
証 

 

④ 
人事・給与制
度の見直し 

当
初 

新たな人事・給
与制度の検討 

新たな人事・給
与制度の実施 

新たな人事・給
与制度の実施及
び検証 

新たな人事・給
与制度の検証及
び見直し 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

人事・給与制度
の改正 

新たな人事・給
与制度の実施 

新たな人事・給
与制度の実施及
び検証 

 

 

成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 
令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 財政収支の改善 

平成 28 年度
収支差額    

△6,486 万円 

収支差額 
4,841 万円 

収支差額 
1,890 万円 

 

令和 2年度決
算における 
収支の均衡
を図る 
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目標 ２ 地域福祉の推進 

取組 
内容 

1)職員の専門性の向上 
2)支えあい活動の拡充 
3)生活課題を抱えた区民の支援 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) 

① 

コミュニティ
ソーシャルワ
ーク（ＣＳＷ）
研修の実施 

当
初 

相談支援と地域
づくりを推進す
るためのＣＳＷ
研修の実施 

相談支援と地域
づくりを推進す
るためのＣＳＷ
研修の実施 

相談支援と地域
づくりを推進す
るためのＣＳＷ
研修の実施及び
検証 

人材育成計画の
検証及び見直し 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

ＣＳＷ研修及び
実践報告会の実
施(計 6 回) 

ＣＳＷ研修及び
実践報告会の実
施(計 4 回) 

ＣＳＷ研修の実
施(計 4 回)及び
検証 

 

② 

ＣＳＷを行う
職員に向けた
スーパーバイ
ザーの育成 

当
初 

取組み事例に基
づくスーパーバ
イザー（係長級）
研修の実施 

取組み事例に基
づくスーパーバ
イザー研修の実
施 

取組み事例に基
づくスーパーバ
イザー研修の実
施及び検証 

人材育成計画の
検証及び見直し 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

スーパーバイザ
ー研修の実施 
(計 3 回) 

スーパーバイザ
ー研修の実施 
(計 2 回) 

スーパーバイザ
ー研修の実施
(計 2 回)及び検
証 

 

2) 

① 
地域活動の場
の拡充 

当
初 

新たな地域活動
の場の確保、地
域支えあい活動
拠点の有効活用 

新たな地域活動
の場の確保、地
域支えあい活動
拠点の有効活用 

新たな地域活動
の場の確保、地
域支えあい活動
拠点の有効活用
及び検証 

新たな地域活動
の場の確保、支
えあい活動拠点
の有効活用、検
証、新たな目標
の設定 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

新たな地域活動
の場の確保(90
箇所)、活用(62
箇所) 

新たな地域活動
の場の確保(73
箇所)、活用(48
箇所) 

新たな地域活動
の場の確保(30
箇所)、活用(20
箇所)及び検証 

 

② 
地域活動に参
加する人材の
拡大 

当
初 

地域活動人材養
成と人材バンク
登録及びマッチ
ングの推進 

地域活動人材養
成と人材バンク
登録及びマッチ
ングの推進 

地域活動人材養
成と人材バンク
登録及びマッチ
ングの推進、検
証 

地域活動人材養
成と人材バンク
登録及びマッチ
ングの推進、検
証、新たな目標
の設定 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

人材の確保(登
録 348 名、マッ
チング 583 件) 

人材の確保(登
録 209 名、マッ
チング 784 件) 

人材の確保(登
録 100 名、マッ
チング 200 件)
及び検証 
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目標 ２ 地域福祉の推進 

取組 
内容 

1)職員の専門性の向上 
2)支えあい活動の拡充 
3)生活課題を抱えた区民の支援 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

3) ① 
個別ニーズに
合わせた生活
支援 

当
初 

生活支援コーデ
ィネーターによ
る包括的な支援 

生活支援コーデ
ィネーターによ
る包括的な支援 

生活支援コーデ
ィネーターによ
る包括的な支援
及び検証 

生活支援コーデ
ィネーターによ
る包括的な支援
及び検証、新た
な目標の設定 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

個別ニーズに関
する相談・支援
2,914 件 

個別ニーズに関
する相談・支援
2,868 件 

個別ニーズに関
する相談・支援
4,200 件及び検
証 

 

 

成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 
令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 

支えあい等の地
域活動に取り組
む団体数 

・子ども食堂
(社協助成) 
18 団体 

・サロン、 
ミニデイ 
720 団体 

・子ども食堂
(社協助成) 
24 団体 

・サロン、 
ミニデイ 
736 団体 

・子ども食堂
(社協助成) 
25 団体 

・サロン、 
ミニデイ 
743 団体 

 

・子ども食堂 
35 団体 

・サロン、
ミニデイ
等の地域
活動団体 
730 団体 

Ⅱ
 

地域の支えあい
活動等に参加す
る人材の数 

・人材バンク
登録者数 
499 名 

・マッチング
件数 
360 件 

・人材バンク
登録者数 
911 名 

・マッチング
件数 
583 件 

・人材バンク
登録者数 
1,120 名 

・マッチング
件数 
784 件 

 

・人材バンク
登録者数 
1,200 名 

・マッチング
件数 
1,200 件 
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財政 
計画 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2年度末見込み 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 
団体総収入額 A=B+C 

百万円 
1,274 

百万円 
1,364 

百万円 
1,484 

百万円 
1,380 

 

団体財源 B 398 455 416 308 

区 か ら の 収 入 額 
C=D+E 

876 909 1,068 1,091 

補助金収入 D 363 368 414 407 

委託料収入 E 513 541 654 665 

 うち指定管理料 0 0 0 0 

区 か ら の 収 入 比 率 
C/A 

68.8% 66.6% 72.0% 78.0% 

管理費 F 213 347 268 186 

管理費に対する区補助
金額 G 

77 67 70 70 

管理費における区補助
金比率 G/F 

36.2% 19.3% 26.1% 37.6% 

人件費比率 61.9% 58.5% 63.8% 65.3% 

人員 
計画 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度当初 
（2019 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 
役員数（監事・監査） 

人 
28(3) 

人 
28(3) 

人 
28(3) 

人 
28(3) 

 うち常勤 0 0 0 0 

常勤職員数（役員除く） 73 75 78 79 

 うち区派遣職員数 0 1 1 0 

契約職員数 0 0 0 0 

非常勤・嘱託等 71 73 78 85 
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団体名 
公益社団法人 

世田谷区シルバー人材センター 
所管部名 経済産業部 

設立 

目的 

60歳以上の区民が知識、経験、能力等を活かし、就業を通じて生きがいの充実を図り、就

業及び社会奉仕活動を通じて社会参加することで地域社会に貢献することを目的として設

立されました。 

改革の

方針 

公共・民間からの就業の場の受注拡大に努める一方、高齢者の生きがい対策としての社会

奉仕活動にも積極的に取り組みます。 

研修等を通じた新規会員のスキルアップやコンプライアンスの向上、社会奉仕活動の場の

確保を図るとともに、職員の能力開発・資質向上に向けた取組みを継続的に進めます。 

団
体
に
お
け
る
取
組
み
の
考
え
方 

高齢者が長年培ってきた知識と経験を

活かし、いきいきと活躍し続けることがで

きるよう、意欲と能力のある限り年齢に関

わりなく働ける就業機会を確保します。 

自己実現のための社会参加を求める高

齢者に対して、ボランティア等に係わる相

談その他各種の情報提供など幅広い機能

を担います。 

「世田谷区との連携強化の取組み推進」

を、当センター運営の基本に据え、会員の

自主性・自立性を高め、地域から信頼され

るシルバー人材センターをめざします。 

所
管
部
に
お
け
る
指
導
調
整
の
考
え
方 

団体がこの活動に携わることは、高

齢者が元気にいきいきと暮らすことが

できる豊かなコミュニティの活性化を

図ることに寄与し介護予防の観点から

も非常に重要です。また、設立から一

貫して先駆的に事業に取り組んでお

り、こうした取組みを今後も継続して

いくために、課題となっている受託事

業の拡大と会員の増加について積極的

に支援していきます。 
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目標 １ 年齢に関わりなく働ける就業機会の確保(受注の拡大) 

取組 
内容 

1)センター会員自身によるＰＲ活動 
2)新規独自事業の開設 
3)新たなＰＲ方法への取組み 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) 

① 
理事による
契約発注者
への訪問 

当
初 

理事による発注
者への訪問の継
続実施 

発注先ニーズの
分析・検証 

理事による発注
者への新規契約
の提案 

新 規 事 業 の 拡
大・拡充 

修
正 

― ― ― 
理事による発注
者への新規契約
の提案 

実
績 

理事による発注
者への訪問の継
続実施 

発注先ニーズの
分析・検証 

新型コロナウイ
ルスのため実施
見送り 

 

② 

地域班会員
による地域
密着ＰＲ(ポ
スティング) 

当
初 

地域限定による
試験的ポスティ
ング 

ポスティングの
効果検証 

効果を反映させ
た効果的なポス
ティングを拡大
実施 

ポスティングの
効果分析・改善 

修
正 

― 
地域限定による
試験的ポスティ
ング 

ポスティング
の効果検証 

新型コロナウイ
ルスの影響によ
るポスティング
の効果再検証 

実
績 

ポスティングの
検討 

全区対象のポス
テ ィ ン グ 実 施
（11 月～2 月） 

新型コロナウイ
ルスのため実施
見送り 

 

2) 

① 
区民高齢者
対象の教室
開講 

当
初 

パソコン教室の 
実施計画 

パソコン・陶芸
教室の試験的実
施 

パソコン・陶芸・
カルチャー教室
の効果検証 

パソコン・陶芸・
カルチャー教室
の実施検証・改
善 

修
正 

― ― 
パソコン・陶芸
教室の試験的実
施 

パソコン・陶芸
教室の試験的実
施 

実
績 

パソコン教室の 
実施計画策定 
検討 

パソコン教室の
実施計画策定 

新型コロナウイ
ルスのため 
パソコン・陶芸
教室休止 

 

② 
区民女性高
齢者対象の
教室開講 

当
初 

カルチャー教室
の実施計画 

カルチャー・陶
芸教室の試験的
実施 

カルチャー・陶
芸教室の効果検
証 

カルチャー・陶
芸教室の実施検
証・改善 

修
正 

― 
区民女性高齢者
対象のイベント
の効果検証 

区民女性高齢者
対象のイベント
の実施拡大 

区民女性高齢者
対象のイベント
実施拡大 

実
績 

計画策定、区民
女性高齢者対象
のイベント実施
（1 回） 

区民女性高齢者
対象のイベント
の効果検証 

新型コロナウイ
ルスのため教室
休止 
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目標 １ 年齢に関わりなく働ける就業機会の確保(受注の拡大) 

取組 
内容 

1)センター会員自身によるＰＲ活動 
2)新規独自事業の開設 
3)新たなＰＲ方法への取組み 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

3) 

① 
ホームペー
ジの刷新 

当
初 

既存のホームペ
ージの継続実施 

ホームページの
内容・効果検証 

現状分析・検証
に基づくホーム
ページコンテン
ツの改善・拡大 

改善されたコン
テンツの充実 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

ホームページ刷
新（4 月） 

ホームページの
内容・効果検証 

ホームページで
の除草と家事援
助の受付開始 

 

② 
新たなＰＲ
(新聞折込広
告の利用) 

当
初 

新聞折り込みＰ
Ｒの新規実施計
画 

地域限定による
新聞折り込みの
試験的実施 

地域限定実施の
効果検証 

検証結果を反映
させた新聞折り
込みの拡大実施 

修
正 

― ― ― 
地域限定実施の
効果検証 

実
績 

新聞折り込みＰ
Ｒの新規実施計
画策定 

地域限定による
新聞折り込みの
試験的実施（7 月
開始） 

新型コロナウイ
ルスのため実施
見送り 

 

 

成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 
令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 

事業実績の拡大
（年間） 

1,311,328 
千円 

(平成 28 年 
度) 

1,338,842 
千円 

1,363,733 
千円 

 
1,331,128 

千円 
(令和 3年度) 

Ⅱ
 

就業率の向上（年
間） 

76.4％ 
(平成 28 年 
度就業率) 

79.1％ 81.0％  
81％ 

(令和 3 年 
度就業率) 

 

■計画変更理由・内容等 

1)について、新型コロナウイルス感染拡大の影響により関連する部会が開催できなかったため、令和 3 年

度計画を修正した。 

2)について、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、密を避けるために休止したため、令和 3 年度

計画を修正した。 

3)について、新型コロナウイルス感染拡大の影響により検証する部会が開催できなかったため、令和 3 年

度計画を修正した。 
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目標 ２ 社会奉仕活動への積極的な取組み 

取組 
内容 

1)「あったかサロン」事業拡大 
2)地域団体及びボランティア協会との連携強化 
3)地域組織の活用 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) 

① 

利用者の増
加に向けた
イベントの
開催 

当
初 

開 催 日 の 拡 大
（月 8 回）、積極
的なイベント開
催（月 1 回～2 回
程度）継続実施 

イベント・ニー
ズの効果検証 

イベントの改善 イベントの充実 

修
正 

― ― 
さらなるイベン
ト・ニーズの効
果検証 

さらなるイベン
ト・ニーズの効
果検証 

実
績 

月 1・2 回継続実
施、開催日の拡
大検討 

イベント・ニー
ズの効果検証一
部実施 

新型コロナウイ
ルスのためイベ
ント未実施 

 

② 

質のいいサ
ービスによ
る心地よい
雰囲気づく
り 

当
初 

ボランティアス
タッフの接遇研
修の継続実施 

研 修 内 容 の 分
析・検証 

検証に基づく研
修の改善 

サービスの充実 

修
正 

― ― ― 
検証に基づく研
修の改善 

実
績 

ボランティアス
タッフの接遇研
修の継続実施 

研 修 内 容 の 分
析・検証 

新型コロナウイ
ルスのため研修
未実施 

 

2) 

① 

会員、事務
局、団体(ボ
ランティア
協会、ＮＰＯ
法人、町会
等)との情報
共有化 

当
初 

現状の地域ボラ
ンティア活動の
継続実施 

ボランティア協
会・ＮＰＯ法人・
町会等のニーズ
の分析 

ニーズの情報共
有化に向けた取
組みの実施 

情報共有化の取
組実施の評価・
改善 

修
正 

― ― ― 
ニーズの情報共
有化に向けた取
組みの実施 

実
績 

現状の地域ボラ
ンティア活動の
継続実施 

ボランティア協
会・町会等との
情報交換 

新型コロナウイ
ルスのため未実
施 

 

② 
迅速に対応
出来る体制
づくり 

当
初 

ボランティア担
当窓口の設置検
討 

ボランティア担
当窓口の設置 

ボランティア窓
口設置の効果検
証 

検証に基づく改
善 

修
正 

― ― 
ボランティア担
当窓口の設置 

ボランティア担
当窓口の設置 

実
績 

ボランティア担
当窓口の設置検
討 

地域組織・会員
部会を中心に検
討 

新型コロナウイ
ルスのため検証
会議未実施 
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目標 ２ 社会奉仕活動への積極的な取組み 

取組 
内容 

1)「あったかサロン」事業拡大 
2)地域団体及びボランティア協会との連携強化 
3)地域組織の活用 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

3) 

① 
組長・班長の
スキルアッ
プ 

当
初 

組長対象のボラ
ンティア研修実
施計画 

組長対象のボラ
ンティア研修実
施 

班長対象のボラ
ンティア研修実
施計画 

班長対象のボラ
ンティア研修実
施 

修
正 

― ― 
組長対象のボラ
ンティア研修実
施 

組長対象のボラ
ンティア研修実
施 

実
績 

組長対象のボラ
ンティア研修実
施計画策定検討 

組長対象のボラ
ンティア研修実
施計画策定 

新型コロナウイ
ルスのため計画
策定見送り 

 

② 

地域組織・事
務局の連絡
体制の強化
（ボランテ
ィアホット
ラインの設
置検討） 

当
初 

ボランティア専
用窓口開設検討 

開設 
設置効果分析・
検証 

効果分析・検証
に基づく改善 

修
正 

― ― 開設 開設 

実
績 

ボランティア専
用窓口開設検討 

ボランティア専
用窓口開設検討
継続検討 

新型コロナウイ
ルスのため未検
証 

 

 

成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 
令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 

「あったかサロ
ン」利用者（年間） 

延 1,385 名 
(平成 28 年 
度) 

延 1,286 名 延 1,256 名  延 1,853 名 
Ⅱ

 

地域ボランティ
ア活動人数（年
間） 

延 179 名 
(平成 28 年 
度) 

延 246 名 延 336 名  延 225 名 

 

■計画変更理由・内容等 

1)、2)、3)について、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、高齢の会員が集まる行事等を休止し

ているため、新型コロナウイルスの状況を鑑み、令和 3 年度の計画を修正した。 
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目標 ３ 人材育成及び効果的・効率的な区民サービス 

取組 
内容 

1)会員のスキルアップ 
2)事務局の充実 
3)業務受注体制の強化 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) 

① 
研修会の参
加率アップ 

当
初 

研修計画に基づ
く研修の継続実
施 

参加者アンケー
ト分析 

分析結果を反映
した魅力ある研
修の実施 

実施した研修の
分析検証に基づ
く内容改善 

修
正 

― ― ― 
分析結果を反映
した魅力ある研
修の実施 

実
績 

研修計画に基づ
く研修の継続実
施 

参加者アンケー
ト分析 

新型コロナウイ
ルスのため研修
未実施 

 

② 
仕事別グル
ープ内研修
の強化 

当
初 

仕事別グループ
の既存研修の検
証 

仕事別グループ
の既存研修の改
善 

研修未実施の仕
事別グループに
対する既存研修
の改善を反映し
た研修計画 

研修未実施の仕
事別グループの
研修実施・評価 

修
正 

― ― ― 

研修未実施の仕
事別グループに
対する既存研修
の改善を反映し
た研修計画 

実
績 

仕事別グループ
の既存研修の検
証（2 月） 

仕事別グループ
の既存研修の改
善検討 

新型コロナウイ
ルスのため計画
策定を見送り 

 

2) 

① 
職員研修の
充実 

当
初 

55 回/年 57 回/年 59 回/年 61 回/年 

修
正 

― ― ― 59 回/年 

実
績 

51 回/年 57 回/年 30 回／年  

② 
運営体制の
強化 

当
初 

運営体制の強化
計画 

会員の個人情報
を収集・整理、デ
ータベース化 

データベースに
基づいた有能な
人材発掘 

理事・地域組織
等のリーダー層
の強化 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

運営体制の強化
計画策定 

会員の個人情報
を収集・整理、デ
ータベース化実
施 

データベースに
基づいた有能な
人材発掘 
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目標 ３ 人材育成及び効果的・効率的な区民サービス 

取組 
内容 

1)会員のスキルアップ 
2)事務局の充実 
3)業務受注体制の強化 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

3) 

① 
事務処理の
効率化 

当
初 

事務処理の効率
化の計画検討 

クラウドコンピ
ューティングを
活用した事務処
理の外部委託に
よる事務軽減計
画 

事務軽減計画の
一部業務への導
入 

本格導入 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

文書管理システ
ムの検討 

文書番号管理簿
のクラウド管理
による事務の効
率化 

紙資料（周知文
書等）の一部電
子化による事務
軽減 

 

② 
会員活用に
よるきめ細
かな対応 

当
初 

会員活用による
事務サポートの
継続実施 

会員活用による
事務サポートの
検証・分析 

分析結果を反映
した会員活用に
よる事務サポー
トの実施 

会員活用による
事務サポートの
充実 

修
正 

― ― ― 

分析結果を反映
した会員活用に
よる事務サポー
トの実施 

実
績 

会員活用による
事務サポートの
継続実施 

会員活用による
事務サポートの
検証・分析 

新型コロナウイ
ルスのため会員
活用を見送り 

 

 

成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 
令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 

職員研修の充実
（年間） 

51 回/年 
(平成 28 年 
度) 

51 回/年 41 回／年  61 回/年 

Ⅱ
 

一般会員研修参
加率 

2 年次 38.9%  
5 年次 35.1%  
(平成 28 年 
度) 

2 年次 35.9%  
5 年次 40.8% 

3年次 25.3％  
2 年次 53.9%  
5 年次 50.1% 

Ⅲ
 会員活用の拡大 

3 つの職群で
の会員活用 

4 つの職群で
の会員活用 

4 つの職群で
の会員活用 

 
5 つの職群で
の会員活用 

 

■計画変更理由・内容等 

1)について、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、高齢の会員が集まる行事等を休止しているた

め、令和 3 年度計画を修正した。 

2)①について、職員研修が新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、中止やオンライン対応となった

ため、令和 3 年度計画を修正した。 

3)②について、新型コロナウイルス感染拡大の影響により関連する部会が開催できなかったため、令和 3

年度計画を修正した。 
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目標 ４ 会員の増加に向けたセンターの魅力の向上 

取組 
内容 

1)センターの認知度を高めるための広報の強化 
2)魅力ある仕事の確保・開拓 
3)多様な会員活動の環境整備 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) 

① 
イメージアッ
プに向けた他
団体との連携 

当
初 

区イベント、社
協、他団体との
連携 

連携の効果分析 
各団体との連携
の効果反映 

連携拡大 

修
正 

― ― 連携の効果反映 
各団体との連携
の効果反映 

実
績 

区民まつり、社
協、地域活動に
参加 

区民まつり、社
協、地域活動に
参加 

新型コロナウイ
ルスのため未実
施 

 

② 
知名度のアッ
プに向けた会
員によるＰＲ 

当
初 

継続実施 効果検証 
効果検証に基づ
いた改善計画 

改善・拡大 

修
正 

― ― 効果検証 効果検証 

実
績 

継続実施 
会員宅にシルバ
ーポスターを掲
示し実施 

新型コロナウイ
ルスのため検証
会議を見送り 

 

2) 

① 
女性会員増加
に向けた職域
の拡大 

当
初 

女性会員の現状
分析 

分析をもとにし
たＰＲの実施 

女性が活躍でき
る職域の検討 

女性が活躍でき
る職域の拡大 

修
正 

― 
女性会員の現状
分析 

分析をもとにし
たＰＲの実施 

分析をもとにし
たＰＲの実施 

実
績 

女性活動推進部
会で調査 

女性会員の現状
分析 

新型コロナウイ
ルスのため検討
会議を見送り 

 

② 
アンケート調
査・研究 

当
初 

アンケート調査
の実施計画 

アンケート調査
の実施 

アンケート調査
の分析・研究 

分析をもとに調
査・研究の改善・
拡大 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

アンケート調査
の実施計画策定 

アンケート調査
の実施（11 月） 

アンケート調査
の実施（11 月） 

 

3) ① 
財政基盤の安
定 

当
初 

収支バランスの
改善に向けた取
組み 

収支バランスの
改善に向けた取
組み 

収支バランス改
善の分析・検証 

分析・検証を反
映させた経営計
画の立案と実施 

修
正 

― ― ― 
収支バランス改
善の分析・検証 

実
績 

財政状況検討会
議での検討 

収支バランスの
改善に向けた取
組み 

収支バランス改
善の分析・検証
会議実施（9 月） 
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目標 ４ 会員の増加に向けたセンターの魅力の向上 

取組 
内容 

1)センターの認知度を高めるための広報の強化 
2)魅力ある仕事の確保・開拓 
3)多様な会員活動の環境整備 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

② 親睦活動 

当
初 

会員活用による
事務サポートの
継続実施 

会員活用による
事務サポートの
検証・分析 

分析結果を反映
した会員活用に
よる事務サポー
トの実施 

会員活用による
事務サポートの
充実 

修
正 

― ― ― 

分析結果を反映
した会員活用に
よる事務サポー
トの実施 

実
績 

地域活動懇談会
の実施（15 か
所） 

会員活用による
事務サポートの
検証・分析 

新型コロナウイ
ルスのため未実
施 

 

 

成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 
令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 

会員目標値（年
間） 

3,002 人 
(平成 28 年 
度) 

2,967 人 3,121 人  3,200 人 

Ⅱ
 

女性会員数（年
間） 

923 人 
(平成 28 年 
度) 

948 人 1,028 人  1,040 人 

 

■計画変更理由・内容等 

1)、2)、3)について、令和 2 年度に新型コロナウイルス感染拡大の影響により関連する部会が開催できな

かったため、新型コロナウイルスの状況を鑑み、令和 3 年度の計画を修正した。 
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目標 ５ 安全就業 

取組 
内容 

1)安全講習の実施 
2)会員の健康管理状況の把握 
3)安全パトロールの職種拡大 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) 

① 
安全自動車運
転推進 

当
初 

車の運転就業に
関するルールの
整備計画 

就業時の車の運
転に関するルー
ルの試験的実施 

試験的実施の効
果・検証 

効果を反映させ
たルールの本格
実施 

修
正 

― ― 
就業時の車の運
転に関するルー
ルの試験的実施 

就業時の車の運
転に関するルー
ルの試験的実施 

実
績 

安全委員会で整
備計画策定 

就業時の車の運
転に関するルー
ルの内容検討 

新型コロナウイ
ルスのため安全
委員会を開催し
なかったため未
検証 

 

② 
安全自転車運
転推進 

当
初 

就業時の自転車
の運転に関する
ルールの整備計
画 

就業時の自転車
の運転に関する
ルールの試験的
実施 

試験的実施の効
果・検証 

効果を反映させ
たルールの本格
実施 

修
正 

― ― 

就業時の自転車
の運転に関する
ルールの試験的
実施 

就業時の自転車
の運転に関する
ルールの試験的
実施 

実
績 

計画策定及び自
転車シミュレー
ター研修の実施 

自転車シミュレ
ーター研修の実
施（10 月） 

新型コロナウイ
ルスのため安全
委員会を開催し
なかったため未
検証 

 

2) 

① 
健康管理シス
テムの構築 

当
初 

調査・研究 
会員健康アンケ
ートの実施 

アンケートの分
析・検証 

分析・検証を反
映させた管理シ
ステムの構築 

修
正 

― ― ― 
アンケートの分
析・検証 

実
績 

会員健康アンケ
ートの調査・研
究 

会員健康アンケ
ートの実施（11
月） 

新型コロナウイ
ルスのため安全
委員会を開催し
なかったため未
検証 

 

② 

安全委員会に
健康管理把握
システムの構
築 

当
初 

現状調査・研究 
会員健康管理に
関するルールづ
くり検討 

会員健康管理に
関するルールづ
くり計画 

会員健康管理に
関するルールづ
くり実施 

修
正 

― ― ― 
会員健康管理に
関するルールづ
くり計画 

実
績 

会員健康管理に
関するルールづ
くりの調査・研
究 

会員健康管理に
関するルールづ
くり検討 

新型コロナウイ
ルスのため安全
委員会を開催し
なかったため未
検証 
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目標 ５ 安全就業 

取組 
内容 

1)安全講習の実施 
2)会員の健康管理状況の把握 
3)安全パトロールの職種拡大 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

3) 

① 
職種別安全パ
トロールの実
施 

当
初 

職種別既存安全
パトロールの検
証 

既存安全パトロ
ールの改善 

既存安全パトロ
ールの改善を反
映したパトロー
ル未実施の職種
別安全パトロー
ル計画 

パトロール未実
施の職種別安全
パトロール計画
の実施・評価 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

植木、自転車の
就業現場でパト
ロール実施、一
部検証 

既存安全パトロ
ールの改善 

新型コロナウイ
ルスのため安全
委員会を開催し
なかったため未
検証 

 

② 
地域別安全パ
トロールの実
施 

当
初 

地域限定の試験
的パトロールの
実施 

地域限定の試験
的パトロールの
分析・検証 

分析・検証をし
た結果の改善及
び地域拡大の計
画 

全区への安全パ
トロールの実施 

修
正 

― 
地域限定の試験
的パトロールの
実施 

地域限定の試験
的パトロールの
分析・検証 

地域限定の試験
的パトロールの
分析・検証 

実
績 

地域限定の試験
的パトロールの
検討 

地域限定の試験
的パトロールの
実施（2 月） 

新型コロナウイ
ルスのため人数
を減らして実施
（10 月） 

 

 

成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 
令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 

就業往復路の事
故数（年間） 

6 件 
(平成 28 年 
度) 

9 件 3 件  0 件 

Ⅱ
 

就業中の事故数
（年間） 

6 件 
(平成 28 年 
度) 

8 件 8 件  0 件 

 

■計画変更理由・内容等 

1)、2)、3)について、新型コロナウイルス感染拡大の影響により関連する部会が開催できなかったため、

新型コロナウイルスの状況を鑑み、令和 3 年度計画を修正した。 
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財政 
計画 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2年度末見込み 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 
団体総収入額 A=B+C 

百万円 
1,450 

百万円 
1,475 

百万円 
1,474 

百万円 
1,359 

 

団体財源 B 568 569 573 509 

区 か ら の 収 入 額 
C=D+E 

882 906 901 850 

補助金収入 D 92 91 90 86 

委託料収入 E 790 815 811 764 

 うち指定管理料 530 566 600 541 

区 か ら の 収 入 比 率 
C/A 

60.8% 61.4% 61.1% 62.5% 

管理費 F 65 65 68 71 

管理費に対する区補助
金額 G 

30 28 28 30 

管理費における区補助
金比率 G/F 

46.2% 43.1% 41.2% 42.3% 

人件費比率 9.9% 9.4% 9.6% 10.1% 

人員 
計画 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度当初 
（2019 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 
役員数（監事・監査） 

人 
13(2) 

人 
13(2) 

人 
14(2) 

人 
14(2) 

 うち常勤 1 1 1 1 

常勤職員数（役員除く） 12 14 14 16 

 うち区派遣職員数 0 0 0 0 

契約職員数 0 0 0 0 

非常勤・嘱託等 8 4 3 1 
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団体名 
株式会社 

世田谷サービス公社 
所管部名 政策経営部 

設立 

目的 

世田谷区の地方公社として、区と密接な連携を取りながら企業活動を展開し、地域社会の

発展と区民福祉の向上に寄与するために設立されました。 

改革の

方針 

施設維持管理等業務における専門性の再構築など事業全体を検証する一方、一般民間事業

者と競合する事業への参画について見直しを行います。また、障害者雇用の場の拡大や他の

外郭団体が行っている事業の統合、区内事業者との連携などによる、区の政策方針に沿った

新規事業の開発・獲得、将来につながる人材の確保・育成・能力の向上などに積極的に取組

み、特に不採算事業の収支改善を早期に実現する等、経営基盤を強化します。 

団
体
に
お
け
る
取
組
み
の
考
え
方 

今後 30 年の経営ビジョン実現に向けて

策定した中長期人材育成方針・計画に基づ

き、研修や自己啓発による社員のビジネス

スキル向上とキャリアアップ形成を図る

とともに、労働基準法等遵守など社内コン

プライアンスの強化に努めることで組織

の企業価値を高め、経済産業省の認証制度

である「おもてなし認証制度」の取得を目

指します。 

サービス公社がこれまで取り組んでき

たノウハウや反省点等を踏まえた顧客満

足度の向上に取り組むとともに、それぞれ

の施設の効用を活かした維持管理・運営形

態等について提案・実践していきます。 

社内における障害者雇用職場の拡大を

図るとともに、区内障害者就労移行事業所

と連携し障害者の社会参加の促進に貢献

します。また、障害者雇用職場における就

労支援体制の更なる充実強化に向け、専門

性の向上を図ります。 

世田谷区の地方公社として、30 年にわ

たる公共施設等の運営・維持管理をはじ

め、エフエム放送などによる地域への情報

発信といった外郭団体の強みを活かし、新

たな連携事業の実現に向けて検討を進め

ます。 

所
管
部
に
お
け
る
指
導
調
整
の
考
え
方 

区の地方公社として、公共施設の管

理事務、障害者雇用や高齢者雇用など

地域雇用の促進を主軸として、地域に

貢献していくという目的に向け、引き

続き、指導調整をしていきます。 

指定管理業務など、一般民間事業者

との競争化が進む受託業務の獲得に向

けては、サービス公社自らの改革が必

要であると考えています。 

経営の安定化にあたっては、事業の

検証や効果的・効率的な運営のみなら

ず、人材育成やコンプライアンス向上

など、ガバナンスの強化に向けた取組

みも重要と考えており、派遣職員の削

減については社員の育成状況を勘案し

ながらサービス公社と協議していきま

す。 
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目標 １ 社内コンプライアンスの強化、社員のビジネススキル向上とキャリアアップ形成 

取組 
内容 

1)社内コンプライアンス強化に向けた検討体制の構築、接遇を重点項目とした研修の実施 
2)社員キャリアアップに向けた支援 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) 

① 

社会保険労
務士を活用
した社内コ
ンプライア
ンスの強化 

当
初 

規程等の点検・
指導(改善・見直
し・周知) 

規程等の点検・
指導(改善・見直
し・周知) 

規程等の点検・
指導(改善・見直
し・周知) 

規程等の点検・
指導(改善・見直
し・周知) 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

規程等の点検・
指導 
・就業規則等を

正社員、契約
社 員 （ 月 給
者）、契約社員
（時給者）に
分割 

規程等の点検・
指導 
・正社員等の就 

業 規 則 改 定
（ハラスメン
ト防止の強化
等） 

規程等の点検・
指導 
・従業員向け 

コンプライア
ンス・マニュ
アルの改訂 

 

② 
研修等によ
る接遇の向
上 

当
初 

接遇・コミュニ
ケーション研修
等の実施(実施
結果等評価) 

接遇・コミュニ
ケーション研修
等の実施(評価
結果に基づく改
善・再評価) 

接遇・コミュニ
ケーション研修
等の実施(再評
価 に 基 づ く 改
善) 

接遇向上に効果
のあった研修の
発展継続実施 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

接遇・コミュニ
ケーション研修
等の実施 
・接遇・コミュニ

ケーション力
向 上 研 修 (5
回) 

・サービス接遇
実務検定試験
取得支援研修
(2 回) 

・クレーム対応
力 強 化 研 修
(延べ 2 回) 

・窓口接遇力向
上 (おもてな
し)研修(2 回) 

・おもてなし推
進プロジェク
ト(通年) 

接遇・コミュニ
ケーション研修
等の実施 
・接遇･コミュニ
ケーション力
向 上 研 修 (6
回) 

・窓口接遇力向
上 (おもてな
し)研修(サー
ビス接遇検定
資格取得支援
含む)（2 回） 

・接遇フォロー
研修(1 回) 

・接遇リーダー
研修 (延べ 6
回) 

・クレーム対応
力 強 化 研 修
(延べ 2 回) 

接遇・コミュニ
ケーション研修
等の実施 
・接遇･コミュニ
ケーション力
向 上 研 修 (9
回)、同飲食部
門(1 回) 

・窓口接遇力向
上 (おもてな
し)研修(サー
ビス接遇検定
資格取得支援
含む)（3 回） 

・接遇リーダー
ワーキンググ
ループ(延べ 4
回) 

・クレーム対応
力 強 化 研 修
(延べ 2 回) 

・おもてなしマ
ニュアル作成 
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目標 １ 社内コンプライアンスの強化、社員のビジネススキル向上とキャリアアップ形成 

取組 
内容 

1)社内コンプライアンス強化に向けた検討体制の構築、接遇を重点項目とした研修の実施 
2)社員キャリアアップに向けた支援 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

2) 

① 
社員人材バ
ンクの構築 

当
初 

社員人材バンク
制度の創設 

社員人材バンク
制度の登録・活
用 

社員人材バンク
制度への登録･
活用（拡大） 

社員人材バンク
制度への登録･
活用（拡大） 

修
正 

― 
社員人材バンク
制度の創設・登
録 

社員人材バンク
制度の活用 

社員人材バンク
制度の活用拡大 

実
績 

社員人材バンク
制度の仕組みの
構築 

社員人材バンク
制度の創設・登
録 

社員人材バンク
制度の活用 

 

② 
多様な働き
方の構築 

当
初 

社員の多様な働
き方の検討（女
性社員プロジェ
クトチーム） 

社員の多様な働
き方検討結果の
まとめ・報告（女
性社員プロジェ
クトチーム） 

社員の多様な働
き方の社内検討 

社員の多様な働
き方の導入 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

女性社員プロジ
ェクトチームに
よる「おもてな
し推進プロジェ
クト」の継続実
施 

サービス公社Ｃ
ＳＲの取組みの
検討 

・ＣＳＲレポー
ト 2019 作成 

・サービス公社
ＣＳＲの取組
みの推進 

 

 

成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 
令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 

各種研修実施回
数・受講者数 

接遇研修等 
計 12 回 
(延べ 215人） 

接遇研修等 
計 12 回 
(延べ 221人) 

接遇研修等 
計 17 回 
(延べ 367人) 

 
接遇研修等
計 30回（延べ
800 人） 

Ⅱ
 

おもてなし規格
認証 (経済産業
省)取得 

本社：紅認証
取得 

本社：紅認証
取得 

本社：金認証
取得 

 
本社：紫認証
取得 
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目標 ２ 指定管理・受託施設等における受注品質等の向上 

取組 
内容 

1)維持管理業務の品質向上 
2)清掃作業の効率化 
3)窓口対応力の向上 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) 

① 

施設の特性
に即した衛
生的な新清
掃方式の導
入 

当
初 

段階的な試行・
検証 

試行・検証 全施設展開 全施設展開 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

資機材の選定・
マニュアルの策
定・導入後の衛
生データの検証
を実施 

・公社独自の新
清掃方式名称
「ユニバーサ
ルハウスキー
ピングシステ
ム®」商標登録 

・「ユニバーサル
ハウスキーピ
ングシステム
®」の新規導入
16 施設 

・「ユニバーサル
ハウスキーピ
ングシステム
®」の導入施設
拡大 4 施設 

 

② 

設備管理等
に関する専
門知識の習
得(公的民的
資格の取得) 

当
初 

設備管理等に関
する資格の取得
奨励 
必須・推奨資格
の選定 
資格取得(基礎) 

必須資格の検証 
資格取得(初級) 

必須資格の見直
し 
推奨資格の検証 
資格取得(中級) 

推奨資格の見直
し 
必須資格の再検
証 
資格取得(特殊) 

修
正 

― ― 

・消防・衛生・建
築・電気を中
心とした資格
取得者の拡大 

・建築物清掃業
登録に必要な
資格取得者の
拡大 

・消防・衛生・建
築・電気を中
心とした資格
取得者の拡大 

・建築物清掃業
登録に必要な
資格取得者の
拡大 

実
績 

消防・衛生・建
築・電気を中心
に資格(基礎)を
取得 

・必須・推奨資格
の検証 

・消防・衛生・建
築・電気を中
心とした資格
取得者の拡大 

・建築物清掃業
登録に必要な
資格取得（建
築物環境衛生
管 理 技 術 者
等） 

・必須・推奨資格
の検証 

・消防・衛生・建
築・電気を中
心とした資格
取得 

・建築物清掃業
登録に必要な
資格取得（建
築物環境衛生
管 理 技 術 者
等） 
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目標 ２ 指定管理・受託施設等における受注品質等の向上 

取組 
内容 

1)維持管理業務の品質向上 
2)清掃作業の効率化 
3)窓口対応力の向上 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 

2) ① 
清掃作業の
効率化 

当
初 

清掃員の慢性的
な欠員の解消 
施設スタッフの
多能工化（検討） 

清掃員の慢性的
な欠員の解消 
施設スタッフの
多能工化（一部
実施） 

清掃員の慢性的
な欠員の解消 
施設スタッフの
多能工化（検証） 

清掃員の慢性的
な欠員の解消 
施設スタッフの
多能工化（施設
拡大） 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

・夜間清掃、ロボ
ット掃除機の
導入や新清掃
方式による作
業の効率化等 

・多能工化に向
けた職種の拡
大（「受付」専
門から「受付
清掃」へ変更） 

・夜間清掃の導
入・新清掃方
式による作業
の効率化 

・清掃の作業ス
ケジュールの
見直し 

・ロボット掃除 
機の実用面・
効率性など再
検討 

・ロボット掃除   
 機の導入 
・施設スタッフ 
 の多能工化を
一部施設に導
入 

・省力化施設を
参考に他の施
設への展開を
検討 

 

3) ① 

タブレット
ＰＣを活用
した業務改
善・施設利用
者の満足度
向上 

当
初 

改善・活用案の
検討、一部施設
への試行的導入 

改善・活用案の
検討、一部施設
への試行的導入 

改善・活用案の
検討、全施設へ
の導入展開 

改善・活用案の
検討、全施設へ
の導入展開 

修
正 

― ― ― 

ネットワーク接
続のない環境下
でも活用可能な
施設へ導入展開 

実
績 

タブレット端末
の 試 験 的 導 入
（希望施設へ配
付） 

・活用方法の検 
 討 
・タブレット端
末での写真撮
影や記録など
一部施設への
試行的導入 

タブレット導入
施設のネットワ
ーク接続改善に
向けた検討 

 

 

成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 
令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 

設備管理等資格
の取得数（本社ス
タッフ） 

28 個 27 個 27 個  60 個 

Ⅱ
 

衛生的な新清掃
方式の導入施設
数 

4 施設 6 施設 16 施設  37 施設 

 

■計画変更理由・内容等 

3)①費用対効果を踏まえた検討の結果、ネットワーク環境整備を前提としない施設での活用とするため、

計画を変更した。 
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目標 ３ 障害者等就労支援体制の充実強化 

取組 
内容 

1)健常者と障害者が共に働く施設（共働施設）の拡大及び区内障害者就労支援機関との連携による
就労体験・訓練の場の拡充 

2)就労障害者の職場定着等支援体制の充実強化 
3)生活困窮者就労訓練者の受入拡大 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) 

① 
健常者と障
害者の共働
施設の拡大 

当
初 

対象施設の拡大 
 試行 1 か所 

対象施設の拡大 
 試行 1 か所 
 検証･改善 
    1 か所 

対象施設の拡大 
 試行 1 か所 
 検証･改善 
    2 か所 

対象施設の拡大 
 試行 1 か所 
 検証･改善 
    3 か所 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

対象施設の拡大 
実施 1 か所 

・対象施設の 
拡大 
実施 3 か所 

・対象施設の検
証実施 1 か所 

・対象施設の 
拡大 
実施 1 か所 

・対象施設の検
証実施 3 か所 

 

② 

区内障害者
就労支援機
関との連携
による就労
体験・訓練の
対象者の拡
大 

当
初 

拡大検討･準備 試行実施 評価 改善 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

就労支援機関と
の連携による受
入拡大の検討・
準備 

施行実施 13 回
（計 47名の訓練 
受入） 

・施行実施 15 回
（計 50 名の訓練 

受入） 
・実施拡大の評 
 価 

 

2) ① 

就労指導員・
支援員の専
門スキルの
向上 

当
初 

就労指導員 
(応用研修Ⅰ) 
就労支援員 
(基礎研修Ⅰ) 

就労指導員 
(応用研修Ⅱ) 
就労支援員 
(基礎研修Ⅱ) 

就労指導員 
(事例研究Ⅰ) 
就労支援員 
(応用研修) 

就労指導員 
(事例研究Ⅱ) 
就労支援員 
(事例研究Ⅰ) 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

・就労指導員 
応用研修Ⅰ実     
施 

・就労支援員 
礎研修 1 実施 

・就労指導員 
応用研修Ⅱ実     
施 

・就労支援員 
基礎研修Ⅱ実  
施 

・就労指導員 
事例研究Ⅰ実 
施 

・就労支援員 
応用研修実施 

 

3) ① 
生活困窮者
就労訓練者
の受入拡大 

当
初 

対象施設の拡大
検討 

対 象 施 設 の 拡
大、受入者の拡
大、取組み評価 

改善 取組み評価 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

・都指定訓練施
設認定 (次大
夫堀公園民家
園) 

・訓練者受入 1
名 (世田谷公
園ミニＳＬ) 

· 訓練者受入 2
名(世田谷公園
ミニＳＬ､次大
夫堀公園民家
園) 

· 斡旋機関と評
価実施 

· 新施設の選定
に向けた調整 

· 斡旋機関と改
善点について
協議、実施要領
修正 

· 新施設選定に
向けた調整 
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成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 
令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 共働施設の拡大 1 施設 2 施設 1 施設  5 施設 

Ⅱ
 

就労体験・訓練
(1)②)及び生活
困窮者就労訓練
者(3)①)の受入
拡大 

9 名 21 名 49 名  20 名 

 

財政 
計画 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2年度末見込み 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 
売上高 

百万円 
3,571 

百万円 
3,897 

百万円 
4,295 

百万円 
4,327 

 区からの売上高  2,943 3,367 3,770 3,754 

営業利益 63 57 23 38 

経常利益 118 92 73 88 

人員 
計画 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度当初 
（2019 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 
役員数（監事・監査） 

人 
7(2) 

人 
7(2) 

人 
7(2) 

人 
7(2) 

 うち常勤 4 4 4 4 

常勤職員数（役員除く） 46 49 46 49 

 うち区派遣職員数 1 1 1 1 

契約職員数 140 159 165 165 

非常勤・嘱託等 674 677 743 743 
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団体名 
株式会社 

世田谷川場ふるさと公社 
所管部名 生活文化政策部 

設立 

目的 

群馬県川場村において、区民健康村施設の維持管理や区民と川場村民との交流事業の運営

等を担い、区民健康村事業の推進と地域振興に寄与することを目的に設立されました。 

改革の

方針 

世田谷区と川場村の縁組協定の理念及び世田谷川場ふるさと公社の設立目的を実現する

ため、物産品販売などによる川場村のＰＲを通じて、自主事業の収益を増加させることによ

り経営基盤の安定化を図ります。 

団
体
に
お
け
る
取
組
み
の
考
え
方 

ふるさと公社の 30 年来に渡るこれまで

の経験と実績に加え、現地法人ならではの

強みを活かし、また利用者の要望等を十分

に把握することにより、一度も健康村を訪

れたことのない区民に川場村に訪れてみ

たいと強い関心を抱かせるとともに、区民

健康村のリピーターにも何度訪れても満

足して頂けるサービス内容の工夫を図り、

効率的な利用者の増加を目指します。 

区民にとっての第二のふるさとづくり

として、自然との結びつきや、川場村民と

の交流促進につながる事業を展開してま

いります。そのために、初心者でも気軽に

参加できる体験型イベントから日数をか

けて技術や知識を習得できる本格的なも

のまで、幅広い区民に満足いただける自主

企画事業の開発と効率的、効果的な運営を

進めてまいります。 

また、平成 30 年 8月に供用を開始した

ふじやまビレジ新温浴施設を効果的に活

用して、日帰り利用客向けサービスの拡充

を図るなど、新温浴施設が今後の区民健康

村の魅力の一つとなるよう施設運営と事

業展開を図ってまいります。併せて、将来

につながる人材の育成に積極的に取り組

み、経営基盤の強化につなげてまいりま

す。 

所
管
部
に
お
け
る
指
導
調
整
の
考
え
方 

東日本大震災後に減少した利用者数

の回復には、区内イベントへの出店や

会員向けＰＲ等、団体独自の広報が効

果を上げております。今後も区と団体

の役割を明確にし、更なるＰＲの強化

に努めます。 

交流事業では、団体を通じ村民が講

師や協力者として関わる手法が交流促

進につながっております。魅力ある事

業を次世代につなげるため、事業の効

果検証や新たな人材の発掘・育成に向

けて団体と調整を図ってまいります。 

また、ふじやまビレジ新温浴施設を

活用し、サービスの拡充を図ってまい

ります。一方、健康村施設全体の老朽

化も著しく、利用者の安全・安心のた

め計画的な改修・修繕に取り組むとと

もに、施設の有効活用について団体と

調整してまいります。 

引き続き、共同出資者の川場村とも

連携し、事業の趣旨を踏まえ、尚一層

の効率的・効果的な経営に向けた指導

調整を進めるとともに、自立性・透明

性・公益性を強化した適正な団体運営

を支援してまいります。 
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目標 １ 利用者獲得に向けた質の高いサービスの提供 

取組 
内容 

1)効果と効率性に優れた特色ある料理の提供 
2)地場産品等魅力ある土産物品を揃えた売店運営と利用したくなるラウンジの雰囲気づくり 
3)建物や立地の特徴を活かした快適な施設管理 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) 

① 

費用対効果
と満足度の
高い料理メ
ニューの開
発 

当
初 

標準食に加えニ
ーズに合わせ選
択できる料理メ
ニューの検討・
開発 

検討・開発に基
づく料理メニュ
ーの提供 

標準食に加えニ
ーズに合わせ選
択できる料理メ
ニューの検証・
改善・開発 

検証と改善・開
発に基づく料理
メニューの提供 

修
正 

― 
選択性料理メニ
ューの検証 

検証に基づく料
理メニューの改
善・開発 

改善・開発に基
づく料理メニュ
ーの提供 

実
績 

標準食に加えニ
ーズに合わせて
選択できる料理
メニューの開発
及び提供 

標準食に加え新
たに充実食と、
ワンランク上の
料理メニューの
開発及び提供 

充実食の内容の
見 直 し を 実 施
（メインディッ
シュの選択肢を
2 種類から 3 種
類とした） 

 

② 

安全安心な
料理提供を
実現する衛
生管理の徹
底 

当
初 

衛生管理の徹底
に向けた取組み
（マニュアル等
の検証・改善） 

衛生管理の徹底
に向けた取組み
（検証・改善に
基づく取組み） 

衛生管理の徹底
に向けた取組み
（マニュアル等
の検証・改善） 

衛生管理の徹底
に向けた取組み
（検証・改善に
基づく取組み） 

修
正 

― 

衛生管理の徹底
に向けた取組み
（検証に基づく
改善の実施） 

― ― 

実
績 

衛生管理の徹底
に向けた取組み
（マニュアル等
の検証） 

衛生管理マニュ
アルの作成を実
施、衛生管理の
徹底に向けた取
組みを継続 

コロナ禍におけ
る対応として、
朝食の提供方法
の変更とマニュ
アル改善を実施 

 

2) ① 
特色ある土
産物品の販
売 

当
初 

取扱商品の見直
し検討 

検討に基づく取
組みの実施 

取組みの評価・
検証とオリジナ
ル品の開発検討 

検証と開発検討
に基づく取組み
の実施 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

取扱商品の見直
し検討 
土産コーナーの
移設 

取扱商品の見直
しと改善 

オリジナル商品
の販売実施（地
元産の間伐材利
用のバードコー
ルキット） 
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目標 １ 利用者獲得に向けた質の高いサービスの提供 

取組 
内容 

1)効果と効率性に優れた特色ある料理の提供 
2)地場産品等魅力ある土産物品を揃えた売店運営と利用したくなるラウンジの雰囲気づくり 
3)建物や立地の特徴を活かした快適な施設管理 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

② 

利用したく
なるラウン
ジの雰囲気
づくり 

当
初 

季節毎のイベン
トやサービス内
容、配置等の検
討 

検討に基づく取
組みの実施 

取組み効果の検
証・改善 

検証・改善に基
づく取組みの実
施 

修
正 

― 
取組み効果の検
証 

検証に基づく取
組み 

新型コロナウイ
ルス感染防止対
策を考慮した取
組みを実施しラ
ウンジの充実化 

実
績 

ラウンジの配置
換え検討・実施 

地場産物を活用
した商品開発及
び提供 

新型コロナウイ
ルス感染防止対
策より、利用で
き る 席 数 を 制
限、ふじやまビ
レジは屋外の座
席を増設 

 

3) 

① 
滞在中快適
に過ごせる
客室等管理 

当
初 

客室等の清掃・
点検に関する実
施内容や体制の
見直し 

見直しに基づく
取組みの実施 

実施状況の検証 
検証に基づく取
組みの実施 

修
正 

― 実施状況の検証 
検証に基づく取
組みの実施 

宿泊施設におけ
る新型コロナウ
イルス対応ガイ
ドラインに準じ
た対応 

実
績 

新温浴施設を含
む清掃・点検体
制の変更と実施 

利用者の要望に
応えた客室調整
や座椅子の設置 

新型コロナウイ
ルス感染防止対
策により、客室
内のアルコール
除菌と換気の実
施及び消毒アル
コールボトルの
設置 

 

② 温泉管理 

当
初 

温泉管理に関す
る実施内容や体
制の見直し 

見直しに基づく
取組みの実施 

実施状況の検証 
検証に基づく取
組みの実施 

修
正 

― 実施状況の検証 
検証に基づく取
組みの実施 

温泉施設におけ
る新型コロナウ
イルス対応ガイ
ドラインに準じ
た対応 

実
績 

温泉管理に関す
る実施内容や体
制の変更 

利用者の利便性
向上に関わる取
組みの検討 

新型コロナウイ
ルス感染防止対
策より、脱衣室
カ ゴ の 数 量 削
減、浴室カラン
の使用制限、冬
季の日帰り受付
制限を実施 
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成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 
令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 

宿泊利用者数(移
動教室含む) 

62,174 人(平
成 28 年度) 

65,204 人 66,464 人  65,700 人 

Ⅱ
 

利用料金 (食事
代)収入(移動教
室を除く) 

64,898,475
円(平成 28

年度) 

67,221,133
円 

67,297,174 
円 

 
67,500,000

円 

 

■計画変更理由・内容等 

2)②、3)①、②について、新型コロナウイルス感染防止対策に基づき、令和 3 年度の計画を修正した。 
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目標 ２ 魅力ある事業の展開 

取組 
内容 

1)里山の環境保護、川場村民との交流促進につながる企画であると同時に、初めて参加する方から
リピーターまで全ての方が楽しめる内容の交流事業を実施 

2)いつでも気軽に楽しめるオプショナルイベントを含む特色ある自主企画事業の内容の充実化 
3)移動教室の更なる充実を目指した地域環境学習プログラムの提供 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) 

① 
交流事業の
充実 

当
初 

様々な参加者層
に合わせた各種
交流事業の継続
実施 

参加者ニーズ、
実施結果に基づ
く事業の現状分
析・検討 

現状分析・検証
に基づく改善 

参加者層に応じ
た各種事業の充
実 

修
正 

― ― ― 

新型コロナウイ
ルス感染防止対
策に基づき、ガ
イドラインを作
成し、事業実施 

実
績 

様々な参加者層
に合わせた各種
交流事業の継続
実施（里山塾、農
業塾） 
事業の一部見直
しの検討 

里山塾の名称の
変更及び、より
村内展開に比重
をおいたカリキ
ュラムの検討・
実施 

新型コロナウイ
ルス感染防止対
策に基づき、参
加人数の制限、
事業内容の見直
し等を行い、事
業実施 

 

② 

交流事業に
おける川場
村民の指導
者、協力者の
発掘と育成 

当
初 

指導者・協力者
の発掘 
事業への関わり
方・活動内容の
検討 

指導者・協力者
の発掘 
検討に基づく取
組み実施 

指導者・協力者
の発掘 
取組み内容の検
証 

指導者・協力者
の発掘 
検証に基づく取
組み実施 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

指導者・協力者
の発掘 
事業への関わり
方・活動内容の
検討 

里山塾では、冨
士山集落活性化
協議会と連携を
図り、遊歩道整
備等の活動を実
施 

冨士山集落活性
化協議会の協力
を得て、古民家
茅葺体験教室を
実施 

 

2) ① 

特色ある自
主企画事業
の企画開発
と実施 

当
初 

自主企画プログ
ラムの新規企画
の検討 

検討に基づく企
画の実施 

プログラムの検
証、改善 

検証・改善に基
づく企画の実施 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

自主企画プログ
ラムの新規企画
の検討 

自主企画プログ
ラムでは、村民
との交流を主眼
とし、内容の拡
充を実施 

新型コロナウイ
ルス感染防止対
策に基づき、少
人数、組数限定
での自主事業を
実施 

 

3) ① 
地域環境学
習プログラ
ムの充実 

当
初 

現行プログラム
の評価・見直し、
新規プログラム
の開発検討 

検討に基づくプ
ログラムの実施 

プログラムの検
証 

検証に基づくプ
ログラムの実施 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

現行プログラム
の評価・見直し
新規プログラム
の検討 

新たにハーバリ
ウム（植物標本）
づくりなどの体
験プログラムを
追加 

移動教室の中止
により未実施 
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目標 ２ 魅力ある事業の展開 

取組 
内容 

1)里山の環境保護、川場村民との交流促進につながる企画であると同時に、初めて参加する方から
リピーターまで全ての方が楽しめる内容の交流事業を実施 

2)いつでも気軽に楽しめるオプショナルイベントを含む特色ある自主企画事業の内容の充実化 
3)移動教室の更なる充実を目指した地域環境学習プログラムの提供 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

③ 

移動教室の
円滑な受入
に向けた環
境整備 

当
初 

児童数大幅増へ
の対応策の検討 

検討に基づく取
組みの実施 

検討に基づく取
組みの実施 
取組み効果の検
証 

検証に基づく取
組みの実施 

修
正 

― ― ― 

新型コロナウイ
ルス感染防止対
策を考慮した児
童の受入態勢を
整備 

実
績 

児童数大幅増の
ための食事提供
方 法 等 の 見 直
し・施行 

児童数大幅増の
ための食事提供
方 法 等 の 見 直
し・施行及び登
山道の安全面へ
の配慮を強化 

移動教室の中止
により未実施 

 

 

成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 
令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 

交流事業の参加
者数 

725 人 
(平成 28 年 
度) 

751 人 783 人  880 人 

Ⅱ
 

オプショナルイ
ベントの参加者
数 

656 人 
(平成 28 年 
度) 

779 人 516 人  1,400 人 
Ⅲ

 

学校向け環境学
習プログラム参
加者数 

10,653 人 
(平成 28 年 
度) 

11,567 人 12,238 人  11,800 人 

 

■計画変更理由・内容等 

1)①、3)③について、新型コロナウイルス感染防止対策に基づき、令和 3 年度の計画を修正した。 
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目標 ３ ふるさと公社ならではの運営サービス 

取組 
内容 

1)ふじやまビレジ新温浴施設の活用 
2)専門性の高い社員の育成及び人員計画に基づく人員の補充と適切な配置 
3)業務改善や適正な運営を推進する管理体制の強化 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) 

① 

利用者増に
向けた効果
的な企画の
開発と実施 

当
初 

新たなサービス
の開発検討、試
行 

実施効果の検証 
検証に基づく取
組みの実施 

実施企画の拡充 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

新たなサービス
の開発、実施 

閑散期対策とし
て今期 6 回の宿
泊を兼ねた集客
企画を実施 

移動教室が中止
に な っ た 平 日
に、自主企画の
実施回数の増加
した 

 

② 
休み処の活
用 

当
初 

活用に向けた検
討、試行 

休み処でのサー
ビス内容の検証 

検証に基づく取
組みの実施 

休み処でのサー
ビスの拡充 

修
正 

― ― ― 

宿泊施設におけ
る新型コロナウ
イルス対応ガイ
ドラインに準じ
ての対応 

実
績 

活用に向けた検
討・試行 

世田谷文学館の
作品展示と定期
的に作品の入替
えを実施 

新型コロナウイ
ルス感染防止対
策より、席数の
削減や扉の常時
開放を実施 

 

2) 

① 
専門性の高
い社員の育
成 

当
初 

新たな人材育成
計画の策定 

計画に基づく取
組みの実施 

取組み内容の検
証 

検証結果を反映
させた取組みの
実施 

修
正 

― ― ― 

現場で即戦力と
して活躍が求め
られている新入
社員の育成を強
化 

実
績 

新たな人材育成
計画の検討 
研修の実施 

社員の取得資格
を活かした利用
者へのサービス
提供 

外 部 講 師 を 招
き、野外ガイド
研修の実施 

 

② 

管理職及び
中間管理職
の計画的な
育成 

当
初 

新たな人材育成
計画の策定 

計画に基づく取
組みの実施 

取組み内容の検
証 

検証結果を反映
させた取組みの
実施 

修
正 

― ― ― 

外部研修等を活
用した管理職級
の社員の育成を
継続 

実
績 

新たな人材育成
計画の検討 
研修の実施 

計画的な外部研
修への参加 

専門分野におけ
る外部研修への
参加 
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目標 ３ ふるさと公社ならではの運営サービス 

取組 
内容 

1)ふじやまビレジ新温浴施設の活用 
2)専門性の高い社員の育成及び人員計画に基づく人員の補充と適切な配置 
3)業務改善や適正な運営を推進する管理体制の強化 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

3) 

① 

部門責任者
による定期
的な運営状
況の把握 

当
初 

定期的な運営会
議の実施 

会 議 の 運 営 手
法・内容の検証 

検証に基づく会
議の実施 

会議の運営に関
する再検証・改
善 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

定期的な運営会
議の実施 
（1 回/月） 

運営会議を活用
し、業務改善・サ
ービス向上の検
討を実施 

運営会議を活用
し、業務改善・サ
ービス向上の検
討を実施 

 

② 

担当社員に
よる現場把
握の徹底及
び情報共有
ツールの確
立 

当
初 

調査・検討 

検討に基づく取
組みの実施と職
員提案制度の検
討 

取組み内容の検
証と職員提案制
度の施行、検証 

検証に基づく取
組みの改善と職
員提案制度の本
格実施 

修
正 

― ― ― 

職員提案制度と
業務調整会議を
併せた運用によ
る社員相互の情
報共有や課題解
決への取組み 

実
績 

調査・検討 
日々の点検強化
と情報の共有化
を検証 

職員提案の内容
を業務調整会議
（係長・担当者）
で検討し、新型
コロナウイルス
対策、自主企画、
料理等のサービ
ス向上や安全管
理の強化の取組
み 

 

 

成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 
令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 外来入浴者数 

5,744 人 
(平成 28 年 
度) 

8,453人 11,146人  
32,000 人 

（延べ人数） 

Ⅱ
 

職種・業務に即し
た研修・講習会延
べ修了者数 

150 人 
(平成 28 年 
度) 

203 人 156人  
600 人 

（延べ人数） 

 

■計画変更理由・内容等 

1)②について、新型コロナウイルス感染防止対策に基づき、令和 3 年度の計画を修正した。 

2)①②、3)②について、取組みの検証結果を踏まえて、令和 3 年度の計画を修正した。 
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財政 
計画 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2年度末見込み 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 
売上高 

百万円 
745 

百万円 
756 

百万円 
580 

百万円 
757 

 区からの売上高  346 346 353 352 

営業利益 7 7 △33 7 

経常利益 7 7 △33 7 

人員 
計画 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度当初 
（2019 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 
役員数（監事・監査） 

人 
10(2) 

人 
10(2) 

人 
10(2) 

人 
10(2) 

 うち常勤 2 2 1 2 

常勤職員数（役員除く） 33 32 30 33 

 うち区派遣職員数 0 0 0 0 

契約職員数 50 50 46 50 

非常勤・嘱託等 6 5 6 6 
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団体名 多摩川緑地広場管理公社 所管部名 みどり３３推進担当部 

設立 

目的 

多摩川河川敷について、広く一般区民のスポーツ及び憩いの場に供するために適切に管理

し、区民の健康増進に寄与するために設立されました。 

改革の

方針 

大田区と調整を図りながら、利用者ニーズにあったサービス提供や会計処理のための効率

的なシステム導入に向けて取り組むとともに、自主事業の拡大に向けて取り組み、自主運営

可能な新たな共同運営形態への移行をめざします。 

団
体
に
お
け
る
取
組
み
の
考
え
方 

公社の運営は、大田区が整備しているテ

ニスコート８面、サッカー場１面、軟式野

球場２面、硬式野球場２面と世田谷区が整

備しているテニスコート９面、サッカー場

１面、少年野球場１面の管理と使用料の徴

収を主なものとしています。限られた施設

を有効に活用できるよう申込方法や予約

状況の公表等について改善を図り、より利

用しやすい施設としていきます。 

区民の健康増進志向による公社活動へ

の期待は今後も高まって行きます。このよ

うな中、公社としては利用者ニーズに沿っ

た運営や新たな自主事業を開拓して、施設

利用者の増加を図ることで利用者サービ

スの向上と収益のアップを図っていきま

す。 

所
管
部
に
お
け
る
指
導
調
整
の
考
え
方 

多摩川緑地広場管理公社の施設は、

両区の公共施設利用システムには属し

ていないため、利用方法や利用状況の

迅速な公開などの利用者サービスの向

上について、ＯＡ機器を活用した効率

的な手法や事務改善について助言を行

って、利用率と利用者満足度の向上を

支援していきます。 

公社の事業目標への柔軟な取組みや

施設活用を促進するため、利用者ニー

ズの把握や新たな事業展開について、

両区と公社による協議会等の場で情報

提供や取組み手法等について助言を行

っていきます。 
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目標 １ 施設利用の向上 

取組 
内容 

1)利用状況の迅速な公開 
2)利用機会の拡大 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) 

① 
利用日抽選
結果の公開 

当
初 

手法の検討 
システム構築・
検証 

システムの試行 システムの運用 

修
正 

― 

一部実施内容の
検証と今後の取
組みについて検
討 

― 

一部実施内容の
検証と今後の取
組みについて検
討 

実
績 

手法の検討（一
部施設について
現行ＨＰ上で年
度内公開） 

一部実施内容の
検証と今後の取
組みについて検
討 

土曜日・日曜日・
祝日の空き状況
のＨＰ上での公
開 

 

② 
ホームペー
ジでの利用
状況の公開 

当
初 

手法の検討 
システム構築・
検証 

システムの試行 システムの試行 

修
正 

― 

一部実施内容の
検証と今後の取
組みについて検
討 

― 

一部実施内容の
検証と今後の取
組みについて検
討 

実
績 

手法の検討（一
部施設について
現行ＨＰ上で年
度内公開） 

一部実施内容の
検証と今後の取
組みについて検
討 

土曜日・日曜日・
祝日の空き状況
のＨＰ上での公
開 

 

2) 

① 
施設整備充
実 

当
初 

利用者ニーズの
調査 

施設整備計画及
び運営形態の検
討 

施設整備の実施
及び運営形態の
見直し 

施設整備の実施
及び新たな運営
形態の取組み 

修
正 

― 
利用者ニーズの
調査 

利用者ニーズの
調査 

利用者ニーズに
基づく施設整備
及び運営形態の
検討 

実
績 

調査方法につい
て検討 

既存施設の課題
確認 

利用者ニーズに
基づく施設整備
の実施及び運営
形態の検討 

 

② 
気象災害へ
の早期復旧
体制の構築 

当
初 

整備体制の検討 
早期開放の取組
み 

早期開放の取組
み 

早期開放の取組
み 

修
正 

― ― ― ― 

実
績 

整備体制の検討
（出水時の撤去
計 画 等 の 見 直
し） 

早期開放の取組
み（復旧工事の
実施） 

早期開放の取組
み（撤去・復旧手
順の改善） 
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成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 
令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 

施設利用状況の
ホームページで
の公開 

公開してい
ない 

一部施設・時
間帯で利用
状況の公開 

土曜日・日曜
日・祝日の空
き状況の公
開 

 
利用状況の
公開と週１
回更新 

Ⅱ
 

施設利用率の向
上 

61％ 
（平成 28 年
度実績） 

58％ 59％  66％ 

 

■計画変更理由・内容等 

1)①②については、世田谷区のけやきネットと大田区のうぐいすネットとの共同運用が難しく、独自シス

テムを構築しなければならないが、費用対効果の面から困難であったため、公社のＨＰを活用した抽選

結果や空き状況の公開等により、稼働率の向上を図ってきた。現在は、土曜日・日曜日・祝日の空き状

況について、抽選結果公表後から 2 次抽選までの 2～3 日間、ＨＰ上での公開を行っている。平日利用に

ついては空きも見られ、今後の利用状況を見ながら公開等について引き続き検討を行う必要があるため、

令和 3 年度の計画を一部実施内容の検証と今後の取組みについて検討に修正する。 

2)①について、令和 2 年度は公社駐車場の利便性向上のため、交通整理体制改善についての検討を行った。

また、新型コロナウイルス感染症対策として、更衣室換気設備の増設、抽選方法改善についての検討を

行った。令和 3 年度についても、日常的な利用者からの意見等に基づきニーズを把握し、検討を進めて

いくため、計画を利用者ニーズに基づく施設整備及び運営形態の検討に修正する。 
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目標 ２ 公社事業の充実 

取組 
内容 

1)自主事業による収益の増加 
2)新たなサービスの開拓 

 ※令和 2 年度実績は見込み 

 項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

年
次
別
行
動
計
画 

1) 

① 
新たな利用
者便宜事業
の開拓 

当
初 

新規導入事業の
検討 

新規導入事業の
検討 

新規導入事業の
試行・検証 

新規事業の導入 

修
正 

― 
情報収集の実施
と分析 

情報収集の実施
と分析 

情報収集の実施
と分析 

実
績 

情報収集方法等
の検討 

情報収集方法等
の検討 

情報収集方法等
の検討 

 

② 
既存事業の
見直し 

当
初 

既存事業の状況
及び利用者ニー
ズの把握 

既存事業の改善
事項の把握と新
規業務の調査 

既存事業の改善
及び新規業務受
託者の選考 

新規業務導入に
よる既存事業の
充実 

修
正 

― 
利用者ニーズの
把握と取組み内
容の検討 

利用者ニーズの
把握 

利用者ニーズの
把握 

実
績 

既存事業の内容
確認 

利用者ニーズの
把握方法と取組
み内容の検討 

利用者ニーズの
把握方法と取組
み内容の検討 

 

2) 

① 
管理敷地の
新たな利用
方法の検討 

当
初 

利用者ニーズの
把握 

利用形態・導入
事業の検討及び
関係機関との調
整 

利用形態の決定
及び整備計画策
定 

事 業 用 地 の 整
備・事業導入 

修
正 

― 
利用者ニーズの
把握と分析 

利用者ニーズの
把握と分析 

利用者ニーズの
把握と分析 

実
績 

情報収集方法の
検討 

利用者ニーズの
把握方法の検討 

河川敷駐車場夏
休み期間平日利
用試行 

 

② 
健康増進事
業導入の検
討 

当
初 

利用者ニーズの
把握 

導入事業の選定 事業の試行 
健康増進事業の
本格実施 

修
正 

― 
利用者ニーズの
把握と分析 

利用者ニーズの
把握と分析 

利用者ニーズの
把握と分析 

実
績 

情報収集方法の
検討 

利用者ニーズの
把握方法の検討 

利用者ニーズの
把握方法の検討 
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成
果
指
標 

項目 
策定時 

平成 29 年度 
（2017年度） 

平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

目標値 
令和 3年度末 
（2021年度末） 

Ⅰ
 

「自主事業収益
の増収 

686,000 円 687,438 円 531,621 円  800,000 円 

 

■計画変更理由・内容等 

1)①)②、2)②については、新型コロナウイルス感染症による長期休業により、情報集方法等の検討や利用

者ニーズの把握が不十分であるため、引き続き情報収集方法等の検討や利用者ニーズの把握を行う必要

がある。 

2)①については、令和 2 年度、河川敷駐車場夏休み期間平日利用試行を実施したが、新型コロナウイルス

感染症により十分な利用者ニーズの把握と分析が行えなかったため、次年度も継続して検証を行う必要

がある。 
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財政 
計画 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2年度末見込み 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 
団体総収入額 A=B+C 

百万円 
115 

百万円 
99 

百万円 
130 

百万円 
131 

 

団体財源 B 1 1 1 1 

区 か ら の 収 入 額 
C=D+E 

114 98 129 130 

補助金収入 D 0 0 0 0 

委託料収入 E 114 98 129 130 

 うち指定管理料 0 0 0 0 

区 か ら の 収 入 比 率 
C/A 

99.1% 99.0% 99.2% 99.2% 

管理費 F 49 50 55 55 

管理費に対する区補助
金額 G 

0 0 0 0 

管理費における区補助
金比率 G/F 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

人件費比率 27.8% 32.3% 30.0% 30.1% 

人員 
計画 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度当初 
（2019 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

 
役員数（監事・監査） 

人 
9(2) 

人 
9(2) 

人 
9(2) 

人 
9(2) 

 うち常勤 1 1 1 1 

常勤職員数（役員除く） 0 0 0 0 

 うち区派遣職員数 0 0 0 0 

契約職員数 0 0 0 0 

非常勤・嘱託等 6 6 6 6 
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３ 公共施設等総合管理計画に基づく取組み 

取組み名 公共施設等総合管理計画に基づく取組み 所管部 
政策経営部、施設営繕担

当部、各部 

目
的 

将来的な財政見通しに基づいて公共施設を適切に管理、保全、更新し、健全な財政を確保します。 

取
組
み
方
針 

○平成 29 年度現在の建物の将来の想定経費は、年平均 400 億円を上回っており、建物の仕様の見直し

など、経費抑制のための手法に取組むとともに、財政状況や行政需要を踏まえた建物整備の内容・時

期の見直しを、新実施計画（後期）の進捗と併せ、毎年度行います。 

○都市基盤施設は、舗装更新計画、公園等長寿命化改修計画など、個別計画の進行管理を適切に行い、

予防保全、長寿命化等による経費抑制を図るとともに、更なるコスト抑制手法の検討を進めます。 

取
組
み
内
容 

○建物、道路、公園等の個別計画に基づく取組み（１）～（８）により、次のとおり施設総量（建物）

の増加抑制、各施設の維持管理、更新、整備経費の抑制を行います。 

○令和 3 年 2 月に一部改訂（素案）を取りまとめ、再シミュレーション結果を踏まえ、財政目標を年間

580 億円程度としました。 

○現計画に掲げる取組み（長寿命化改修の徹底、仮設建築の抑制など）を着実に進めるとともに、新た

な取組みを含めた 3 つの重点方針を定め、持続可能な公共施設の維持管理を実現します。 

重点方針 1 学校を中心とした複合化整備の推進 

施設総量の過半数を占める学校を中心に、公共施設の複合化整備や共同利用を推進することで、維

持管理経費等の削減や敷地の有効活用を図ります。 

  1－1 学校施設の複合化  1－2 小学校プール施設の共同利用 

重点方針 2 効果的・効率的な公共施設整備の徹底 

効果的・効率的な公共施設整備の徹底により、より少ない投資で必要な機能を提供する「省インフ

ラ」を実現します。 

  2－1 改築・改修工事内容の見直し  2－2 官民連携手法の導入 

重点方針 3 既存施設の区民利用機会の更なる拡充 

既存施設の区民利用機会の更なる拡充を図り、身近な地域・地区において活動できる場の確保に取

り組みます。 

  3－1 区民利用施設の更なる有効活用  3－2 学校施設の地域開放による活動スペースの拡充 

当
初
計
画 

 

 
 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

経費上限 561 億円 627 億円 613 億円 578 億円 

 建物 377 億円 440 億円 426 億円 391 億円 

都市基盤 184 億円 187 億円 187 億円 187 億円 

建物総量上限 延床面積 1,291,201 ㎡ 1,291,197 ㎡ 1,324,270 ㎡ 1,343,648 ㎡ 

項目 
平成 30年度 

（2018年度） 

令和元年度 

（2019年度） 

令和 2 年度 

（2020年度） 

令和 3 年度 

（2021年度） 

抑
制
額 

効
果
額(

千
円) 

建物に関する取組み 
（改築時期の延伸、複合化など面積縮
減、仮設建築物の抑制など） 

728,733 371,119 362,178 342,239 

舗装更新計画に基づく取組み 
（長寿命化（半永久舗装）、平準化など） 

387,600 434,400 471,600 518,400 

公園等長寿命化改修計画に基づく取組み 
（長寿命化、平準化、ＬＥＤ化など） 

112,234 119,750 127,250 130,250 

橋梁長寿命化修繕計画に基づく取組み 
（長寿命化、平準化など） 

※ ※ ※ ※ 

 1,228,567 925,269 961,028 990,889 

累計額(千円) 1,228,567 2,153,837 3,114,864 4,105,753 

※経費は、大規模施設（玉川総合支所、梅ヶ丘拠点施設、教育総合センター、本庁舎など）の整備などにより、

当面は目標額（年平均 550 億円）を上回り、施設総量は増加しています。 
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当
初
計
画 

削
減
額 

効果額(千円) 
(建物の借上げ施設の返

還など) 
― 4,800 28,023 4,562 

累計額(千円)  0 4,800 32,823 37,385 

歳
入
増 

（
再
掲
） 

効果額(千円) 
(公共施設跡地の民間へ

の条件付貸付) 
4,008 ― 15,096 15,096 

累計額(千円) 4,008 4,008 19,104 34,200 

 ※橋梁長寿命化修繕計画に基づく取組みによる抑制額は、平成 30 年度に計画を改定した後に示します。 

実
績
及
び
修
正
計
画 

＜令和元年度修正計画＞ ※令和元年度実績は見込み 

 

 

＜令和 2 年度修正計画＞ ※令和 2 年度実績は見込み 

 ※令和 3 年 2 月に一部改訂（素案）を取りまとめ、再シミュレーション結果を踏まえ、重点方針に掲げた取組み

を確実に進めることを前提とし、財政目標は年間 580 億円程度としています。 

 

項目 
平成 30 年度 

（2018年度） 

令和元年度 

（2019年度） 

令和 2 年度 

（2020年度） 

令和 3 年度 

（2021年度） 

抑
制
額
・
歳
入
増 

効
果
額(

千
円) 

建物に関する取組み※ 
（改築時期の延伸、複合化など面積縮

減、仮設建築物の抑制、公共施設跡地

の民間への条件付貸付・売却など） 

791,952 770,920 398,246 675,107 

舗装更新計画に基づく取組み 
（長寿命化（半永久舗装）、平準化など） 

429,564 327,648 313,332 322,140 

公園等長寿命化改修計画に基づく取組み 
（長寿命化、平準化、ＬＥＤ化など） 

112,234 119,750 127,250 130,250 

橋梁長寿命化修繕計画に基づく取組み 
（長寿命化、平準化など） 

― ― ― ※ 

 1,333,750 1,218,318 838,828 1,127,497 

累計額(千円)  1,333,750 2,552,068 3,390,896 4,518,393 

削
減
額 

効果額(千円) 
(建物の借上げ施設の返

還など) 
― 5,939 28,023 88,801 

累計額(千円) 0 5,939 33,962 122,763 
 

※建物に関する取組みによる抑制額・歳入増には、公共施設跡地の民間への条件付貸付による歳入増（再掲）を

含んでいます。 

※橋梁長寿命化修繕計画に基づく取組みによる抑制額は、令和 3 年度に計画を改定した後に示します。 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

経費上限 588 億円 633 億円 605 億円 552 億円 

 建物 410 億円 441 億円 423 億円 365 億円 

都市基盤 178 億円 192 億円 182 億円 187 億円 

建物総量上限 延床面積 1,296,810 ㎡ 1,298,051 ㎡ 1,330,188 ㎡ 1,336,284 ㎡ 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

経費上限 588 億円 622 億円 530 億円 459 億円 

 建物 410 億円 443 億円 348 億円 337 億円 

都市基盤 178 億円 179 億円 182 億円 122 億円 

建物総量上限 延床面積 1,296,810 ㎡ 1,299,981 ㎡ 1,323,257 ㎡ 1,330,315 ㎡ 
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（１）建物に関する取組み 

  

目
的 

既存施設を適切に保全、長寿命化しつつ、必要かつ合理的な更新を進

めるとともに、新規整備は原則として行わず、複合化等の推進により施

設規模の縮小を図ります。 

所管部 
政策経営部、施設

営繕担当部、各部 

取
組
み
方
針 

○中長期保全改修の実施により、既設施設の適切な保全による改築時期の延伸（築 65 年）を図りなが

ら、建物状況等を踏まえた必要かつ合理的な整備（改築、長寿命化（築 90 年）、リノベーション等）

を進めます。 

○新規施設整備は原則として行わず、複合化や効率的な設計等により施設規模の縮小を図ります。 

○個別施設の整備方針や基本構想を策定する際、施設規模や整備手法（複合化、長寿命化（リノベーシ

ョンを含む）、棟別改築、仮設建築物の抑制、官民連携手法など）などについて、公共施設マネジメ

ントの観点から事前に協議を行い、経費上限と建物総量上限を超えないように調整するとともに、更

なる経費縮減を図ります。 

○整備を進める施設は、設計段階でのＶＥ※の実施などにより、整備経費の縮減を徹底します。 

○計画策定後に新たに把握された整備需要に対しては、整備経費の縮減を徹底するとともに、経費の平

準化、官民連携手法の積極的活用などに取り組みます。 

○個別施設の整備方針や整備実績等を、計画や公共施設白書のデータに反映した上で、年度ごとに計画

の見直しを行い、庁内にフィードバックします。 

○今後の児童生徒数の状況変化や新たな整備手法（棟別改築、長寿命化（リノベーションを含む）等）

を踏まえた中長期的な学校施設整備計画の再検討を進めます。 

○学校施設の標準仕様書の適切な運用及び仕様の再検討を行います。 

○新公会計制度を用いて施設運営コスト等の分析を行い、運営改善や整備手法の選択等に活用します。 

○官民連携手法による建物整備を推進し、民間のノウハウを活かした新たな手法に取り組みます。 

※Value Engineering：投資コストに対して製品やサービスの価値を最大にする手法 

※令和 2 年度実績は見込み 

建
物
総
量
上
限 

当
初
計
画 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

公共施設数（建物数） 611 施設 610 施設 607 施設 599 施設 

延床 

面積 

区長部局等 572,843 ㎡ 573,926 ㎡ 598,755 ㎡ 619,778 ㎡ 

学校教育施設 718,358 ㎡ 717,271 ㎡ 725,515 ㎡ 723,870 ㎡ 

合計 1,291,201 ㎡ 1,291,197 ㎡ 1,324,270 ㎡ 1,343,648 ㎡ 

実
績
及
び
修
正
計
画 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

公共施設数（建物数） 613 施設 609 施設 606 施設 603 施設 

延床 

面積 

区長部局等 575,764 ㎡ 580,729 ㎡ 600,585 ㎡ 605,948 ㎡ 

学校教育施設 721,046 ㎡ 719,252 ㎡ 722,672 ㎡ 724,367 ㎡ 

合計 1,296,810 ㎡ 1,299,981 ㎡ 1,323,257 ㎡ 1,330,315 ㎡ 
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  ※ 計画の進捗により確定する。 

＊ 築 65 年より更に長寿命化（リノベーションを含む）が可能か、建物の状況を調査する。 

  

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

整備の具体化における 

事前協議 
3 施設 4 施設 3 施設 ※ 

複合化 5 施設 7 施設 2 施設 4 施設 

仮設建築物の抑制 4 施設 3 施設 1 施設 2 施設 

設計時のＶＥ実施 3 施設 1 施設 2 施設 1 施設 

中長期保全改修工事 12 施設 12 施設 3 施設 3 施設 

長寿命化改修に向けた 

躯体調査＊ 
3 施設 9 施設 3 施設 3 施設 

借上げ施設の返還 2 施設 4 施設 3 施設 3 施設 

学校施設の標準設計仕様

の適切な運用及び再検討 
検討 

試行 

（改築校の基本

設計への反映） 

試行 

（改築校の基本

設計への反映） 

試行 

（改築校の実施

設計への反映） 

新公会計制度を活用した

運営改善等の取組み 
手法検討 手法検討、試行 

検討に基づく取

組み 

検討に基づく取

組み 

官民連携手法 事例研究 

（仮称）上用賀

公園拡張用地整

備事業 

・サウンディン

グ調査実施 

・簡易な導入可

能性の検討 

（仮称）上用賀

公園拡張用地整

備事業 

・導入可能性の

検討 

（仮称）上用賀

公園拡張用地整

備事業 

・導入可能性の

検討 
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＜建物の施設類型ごとの主な取組み＞ 

① 庁舎等 

取組項目・施設名 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

本庁舎整備 基本設計 ＶＥ 実施設計 実施設計 

整備工事 

（令和 9 年度以降

竣工予定） 

玉川総合支所／等々力まちづ

くりセンター整備 
整備工事 整備工事 

整備工事 

竣工  複合化 
― 

本庁舎仮庁舎 

（北沢保健福祉センターの後

利用） 

北沢保健福祉セン

ターの移転 

改修 

本庁舎仮庁舎利用

等 

本庁舎仮庁舎利用

等 

本庁舎仮庁舎利用

等 

事務センターサーバー室の活

用 
検討 サーバー機器集約 

美術品収蔵スペー

ス等として活用 

美術品収蔵スペー

ス等として活用 

まちづくり

センター、

あんしんす

こやかセン

ター一体整

備 

上町 
整備工事 

竣工  複合化 
― ― ― 

若林 

(世田谷土木・

公園管理事務

所敷地に合築) 

― 整備工事 
整備工事 

竣工  複合化 

― 

梅丘 

（梅丘地区会

館との複合化） 

整備工事 

（仮施設：梅丘地

区会館）仮設抑制 

整備工事 

竣工  複合化 
― ― 

代沢 

（代沢小へ移

転し複合化） 

整備工事 
整備工事 

竣工  複合化 
― ― 

松原 

（松原小へ移

転し複合化） 

基本設計 

 

 

 

 

実施設計 

 

 

 

 

整備工事 

 

 

 

 

整備工事 

竣工  複合化 

 

 

 

奥沢 

（奥沢 3-15 へ

移転し複合化） 

実施設計 

整備工事 

整備工事 

竣工  複合化 
― ― 

九品仏 

（奥沢地区会

館との複合化） 

整備工事（仮施設：

奥沢地区会館） 

竣工  複合化 

― ― ― 

二子玉川（出

張所を含む） 

（二子玉川地

区会館を改築

し、複合化） 

整備工事 

 

 

 

整備工事、竣工 

複合化 借上返還 

 

 

 

― 

 

 

 

― 

 

 

 

船橋 開設  複合化 ― ― ― 

太子堂出張所狭あい化の対応 検討 
改修工事による狭

あい化の解消 
― ― 

  

（若林まちづくりセンター、若林あんしんすこやかセンター、 

若林区民集会所を複合化し第二工区に整備） 

（用賀出張所二子玉川分室、用賀あんしんすこやかセンター相談分室、

二子玉川地区会館を複合化して整備） 

（松原まちづくりセンター、松原あんしんすこやかセンター、 

松原ふれあいの家、松原小学校プール棟を複合化して整備） 
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取組項目・施設名 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

（仮称）若林複合施設 

①工区：世田谷土木管理事務

所、世田谷公園管理事務所 

②工区：若林まちづくりセン

ター、若林あんしんすこやか

センター、若林区民集会所 

整備工事（①工区） 
仮設抑制 

一部竣工（①工区） 

整備工事（②工区） 
整備工事（②工区） 

竣工  複合化 
― 

世田谷清掃事務所移転整備 検討 検討 検討 検討 

職員研修会場等整備 検討 検討 検討、調整 

検討に基づく取組

み（教育総合セン

ターとの複合化

等） 

 

② 区民集会施設 

取組項目・施設名 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

世田谷区民会館整備 基本設計 ＶＥ 実施設計 実施設計 整備工事 

玉川区民会館改築 整備工事 整備工事 
整備工事 

竣工  複合化 
― 

奥沢区民センター／奥沢図

書館／奥沢子育て児童ひろ

ば 

耐震補強工事に係

る取組み 

耐震補強工事に係

る取組み 

耐震補強工事に係

る取組み 

耐震補強工事に係

る取組み 

区民集会施

設複合化

（まちづく

りセンタ

ー、あんし

んすこやか

センターと

の複合化） 

若林区民集会

所 
― 整備工事 

整備工事 

竣工  複合化 
― 

梅丘地区会館 

梅丘まちづくりセ

ンター仮施設（一部

活用） 

整備工事 

整備工事 

竣工  複合化 
― ― 

奥沢地区会館 

九品仏まちづくり

センター仮施設 

整備工事 

竣工  複合化 

― ― ― 

二子玉川地区

会館 
整備工事 

整備工事 

竣工  複合化 
― ― 

区民集会施

設複合化 

希望丘区民集

会所 

（旧希望丘中

学校跡地への

移転） 

整備工事 

竣工  複合化 

 

― 

 

― 

 

― 

守山地域集会

施設 

（旧守山小学

校後利用施設） 

改修 開設  複合化 ― ― 

代田南地区会

館 

（旧花見堂小

学校跡地への

移転、代田南児

童館等との複

合化） 

実施設計 解体工事 
解体工事 

整備工事 

整備工事 

竣工  複合化 

（スポーツ施設、青少年交流センター、保育園、ほっとスクールとの複合化） 

（北沢地域拠点保育園、大原福祉作業所等との複合化） 
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③ 防災施設 

取組項目・施設名 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

広域用防災

倉庫の整備 

上用賀公園拡

張用地 
検討、調整 基本構想 検討 検討 

玉川野毛町公

園 
検討、調整 基本計画 基本計画 基本設計 

小田急上部(下

北沢駅西側) 
検討、調整 検討、調整 検討、調整 検討、調整 

 

④ 交流施設 

取組項目・施設名 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

世田谷区民健康村施設の再整

備に向けた検討 
検討 検討 検討 検討 

世田谷区民健康村ふじやまビ

レジ温浴施設の増築 

整備工事 

竣工 
― ― ― 

 

⑤ 文化・学習施設 

取組項目・施設名 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

梅丘図書館の改築 

基本設計 ＶＥ 

民間活用検討 
民間活用 

実施設計 

民間活用検討に基

づく取組み 

民間活用 

― 

― 

（令和 5 年度工事

着工、令和 7 年度竣

工） 

中央図書館

機能の拡充 

多文化体験コ

ーナーの先行

整備 

改修 

開設 
― ― ― 

機能拡充 

民間活用 

整備方針検討 

民間活用検討 

民間活用 

検討 検討 検討 

図書館カウンター下北沢の開

設 
― 検討 

基本設計 

実施設計 

内装工事 

開設 

奥沢区民センター／奥沢図書

館／奥沢子育て児童ひろば 

耐震補強工事に係

る取組み 

耐震補強工事に係

る取組み 

耐震補強工事に係

る取組み 

耐震補強工事に係

る取組み 

希望丘青少年交流センター整

備 

整備工事 

竣工 
― ― ― 

男女共同参画センター“らぷ

らす”の移転先整備 
検討 検討 検討 検討 

世田谷パブリックシアターの

設備更新のあり方検討 
研究 検討 検討 検討 

教育総合センター整備 

（教育センターの移転、教育

相談室世田谷分室、ほっとス

クール「城山」等との複合

化） 

実施設計 ＶＥ 
実施設計 

解体工事 

解体工事 

整備工事 

整備工事 

竣工  複合化 
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⑥ スポーツ施設 

取組項目・施設名 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

総合運動場陸上競技場等の改

築 
整備工事 

整備工事 

竣工 
― ― 

大蔵運動場、大蔵第二運動場

の一体化整備検討 
整備計画検討 整備計画検討 整備計画検討 整備計画検討 

大蔵第二運動場休憩所の整備 検討、調整 
設計 

整備工事 

整備工事 

竣工 
― 

スポーツ施

設の整備 

希望丘複合施

設（既存体育

館） 

整備工事 

竣工 
― ― ― 

北烏山地区施

設 
検討 検討 実施設計 

整備工事に向けた

調整 

上用賀公園拡

張用地 
検討、調整 基本構想 検討 検討 

 

⑦ リサイクル関連施設 

  取組計画なし 

 

⑧ 高齢者施設 

取組項目・施設名 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

まちづくりセンター、あんし

んすこやかセンターの一体整

備 

（上町、若林、梅丘、代沢、

松原、奥沢、九品仏、二子玉

川、船橋） 

一体整備 

（上町、九品仏、

船橋： 

計 22 か所） 

複合化 借上返還 

一体整備 

（梅丘、代沢、奥

沢、二子玉川： 

計 26 か所） 

複合化 借上返還 

一体整備 

（若林：計 27 か所） 
複合化 借上返還 

一体整備完了 

（松原：計 28 か所） 

複合化 借上返還 

梅ヶ丘拠点

施設の整備 

区複合棟 

（認知症在宅

生活サポート

センターの移

転） 

整備工事 整備工事 開設 複合化 ― 

民間施設棟 整備工事 開設 ― ― 

老人休養ホームふじみ荘の有

効活用 
検討 評価・検討 調整 廃止  廃止 

松原ふれあいの家 

(松原まちづくりセンター等

と複合化し松原小へ移転) 

基本設計 実施設計 整備工事 
整備工事 

竣工  複合化 

区立特別養護老人ホーム等の

民営化 
調整 調整 調整 

民営化開始 
民間活用 
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⑨ 障害者施設 

取組項目・施設名 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

大原福祉作業所 

（守山小学校後利用施設への

移転） 

改修 移転 ― ― 

 

⑩ 児童福祉施設 

取組項目・施設名 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

区立保育

園の今後

のあり方

による取

組み 

（区立拠

点保育

園・統合

園の再整

備） 

世田谷地域拠点

保育園 

（世田谷保育園

と代田保育園の

統合） 

（旧若林中学校

跡地に整備） 

整備工事 

整備工事 

竣工 

移転（世田谷） 
複合化 

拠点保育園の開設 

（代田と統合） 

複合化 

― 

北沢地域拠点保

育園 

（大原保育園と

下北沢保育園の

統合） 

（守山小学校の

後利用） 

改修 

竣工 

移転（大原保育園を

守山保育園に名称

変更） 

複合化 

― 

拠点保育園の開設 

（下北沢と統合） 
複合化 

玉川地域拠点保

育園 

（奥沢西保育園

と深沢保育園の

統合） 

（玉川総合支所

分庁舎跡地に整

備） 

 

基本・実施設計 
ＶＥ 

実施設計 
解体工事 

整備工事 

解体工事 

整備工事 

（令和 4 年度竣工、

移転、令和 5 年度統

合、拠点園開設） 

砧地域拠点保育

園 

（希望丘保育園

と船橋西保育園

の統合） 

（旧希望丘中学

校跡地に整備） 

整備工事 

竣工、移転（希望丘） 

複合化 

拠点保育園の開設 

（船橋西と統合） 

複合化 

― ― 

区立統合園 

（豪徳寺保育園

と梅丘保育園の

統合）（豪徳寺ア

パート内に整備） 

整備工事 

竣工、移転（豪徳

寺） 

複合化 

統合園の開設 

（梅丘と統合） 

複合化 

― ― 

奥沢区民センター／奥沢図書

館／奥沢子育て児童ひろば 

耐震補強工事に係

る取組み 

耐震補強工事に係

る取組み 

耐震補強工事に係

る取組み 

耐震補強工事に係

る取組み 

代田南児童館 

（旧花見堂小学校跡地への移

転、代田南地区会館等との複

合化） 

実施設計 解体工事 
解体工事 

整備工事 

整備工事 

竣工  複合化 

子育てステーション梅丘 

（総合福祉センター後利用施

設への移転） 

実施設計 改修 開設  複合化 ― 

児童相談所の整備 

（総合福祉センター後利用施

設等の改修） 

実施設計 改修 開設  複合化 ― 
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⑪ その他の福祉施設 

取組項目・施設名 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

梅ヶ丘拠点

施設の整備 

区複合棟 

（福祉人材育

成・研修セン

ターの移転） 

整備工事 整備工事 開設 複合化 ― 

民間施設棟 整備工事 開設 ― ― 

 

⑫ 自転車関連施設 

取組項目・施設名 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

コミュニティサイクルシステ

ムのネットワーク拡充 

検討に基づく取組

み 

検討に基づく取組

み 

検討に基づく取組

み 

検討に基づく取組

み 

三軒茶屋北レンタルサイクル

ポート 
あり方検討 あり方検討 あり方検討 あり方検討 

駒沢第二自転車等駐車場 
整備工事 

開設 
― ― ― 

下北沢東自転車等駐車場 開設 ― ― ― 

千歳船橋西自転車等駐車場 
整備工事 

開設 
― ― ― 

 

⑬ 住宅施設 

取組項目・施設名 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

高齢者借上げ集合住宅の返還

等 
調整 調整 

一部返還 

（2 施設） 

調整に基づく取組

み 

都営豪徳寺アパート移管受入

れ及び改築 

（2 号棟内に豪徳寺保育園を

整備し複合化） 

整備工事（2 号棟） 

竣工 複合化 
整備工事（1 号棟） 

整備工事（1 号棟） 

竣工 
― 

世田谷区営住宅等長寿命化計

画に基づく改修 
実施 実施 実施 実施 
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⑭ 学校教育施設 

取組項目・施設名 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

学校整備 

山野小学校 
整備工事 

校庭整備 
校庭整備 ― ― 

若林小学校 

（世田谷地域拠
点保育園との複
合化） 

整備工事 
整備工事 複合化 

校庭整備 
― ― 

代沢小学校 

（代沢まちづく
りセンター等と
の複合化） 

整備工事 
整備工事 複合化 

校庭整備 
― ― 

松原小学校のプ

ール棟 

（松原まちづく
りセンター等と
の複合化） 

基本設計 実施設計 整備工事 
整備工事 複合化 

校庭整備 

砧小学校（砧幼稚

園との複合化） 
基本構想 基本構想 

事業者選定（デザイ

ンビルド） 
基本設計 ＶＥ 

船橋小学校の増

築 

整備工事 

校庭整備 
― ― ― 

希望丘小学校の

増築 
実施設計 整備工事 整備工事 ― 

芦花小学校の増

築 
実施設計 整備工事 整備工事 ― 

塚戸小学校の増

築 
基本・実施設計 整備工事 整備工事 

整備工事 

校庭整備 

弦巻中学校 

（松丘幼稚園と

の複合化） 

基本構想 
基本構想 

基本設計 
― 

― 

（基本設計以降、 

2 年程度延期） 

瀬田小学校 ― 基本構想 基本設計 ＶＥ 実施設計 

池之上小学校 ― 基本構想 基本設計 ＶＥ 実施設計 

八幡中学校 ― ― 基本設計 実施設計 

松丘小学校の増

築 
― ― 

設計 

整備工事 

整備工事 

賃貸借 

奥沢中学校 ― ― 長寿命化調査 整備方針 

次期改築等校 検討 検討 検討 検討 

学校の適正規模化・適正配置 検討 検討 検討 検討 

区立幼稚

園用途転

換等計画

に基づく

取組み 

砧幼稚園 基本構想 基本構想 
事業者選定（デザイ

ンビルド） 
基本設計 ＶＥ 

塚戸幼稚園 閉園 

解体工事 

（私立認定こども

園整備工事） 

 

（私立認定こども

園開園） 

― 



327 

 

取組項目・施設名 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

区立幼稚

園用途転

換等計画

に基づく

取組み 

松丘幼稚園 基本構想 
基本構想 

基本設計 
― 

― 

（基本設計以降、 

2 年程度延期） 

三島幼稚園 

給田幼稚園 

桜丘幼稚園 

中町幼稚園 

八幡山幼稚園 

― ― ― ― 

不登校特例校（分教室型）の

整備（教育センター機能移転

後の教育会館内） 

― ― 検討、調整 
改修 

（令和 4 年度開設） 

ほっとスクール「希望丘」の

整備(希望丘複合施設) 

整備工事 

竣工 
― ― ― 

ほっとスクール「城山」の 

改築 

(教育総合センター内へ移転) 

実施設計 
実施設計 

解体工事 

解体工事 

整備工事 

整備工事 

竣工  複合化 

学校跡地活

用／学校施

設後利用 

旧若林中学校 

(若林小学校の

移転改築) 

整備工事 
整備工事 

竣工 
― ― 

旧希望丘中学

校(希望丘複合

施設) 

整備工事 

開設  複合化 
― ― ― 

旧花見堂小学

校(（仮称）花見

堂複合施設) 

実施設計 解体工事 
解体工事 

整備工事 

整備工事 

竣工  複合化 

旧守山小学校 

( 守 山 複 合 施

設) 

改修 開設  複合化 ― ― 

若林小学校 

(教育総合セン

ター） 

実施設計 
実施設計 

解体工事 

解体工事 

整備工事 

整備工事 

竣工  複合化 

北沢小学校 

（北沢中学校

第 2 校舎） 

後利用 後利用 

後利用 

（池之上小学校仮

校舎として利用） 

後利用 

（池之上小学校仮

校舎として利用） 

給食設備の更新計画の検討 検討 
計画に基づく取組

み 

計画に基づく取組

み 

計画に基づく取組

み 

 

⑮ その他の施設 

取組項目・施設名 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

梅ヶ丘拠点

施設の整備 

区複合棟（保

健センター、初

期救急診療所・

薬局の移転） 

整備工事 整備工事 開設  複合化 ― 

民間施設棟 整備工事 開設 ― ― 

下北沢駅南口公衆トイレ 整備工事 開設 ― ― 

なかまちＮＰＯセンターの見

直し 
検討 見直し 廃止  廃止 ― 

借上げ職員住宅の返還 
一部返還 

（1 室） 
― 

一部返還 

（2 施設） 
― 
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＜公共施設跡地等の有効活用＞ 

① 跡地等の有効活用の方向性 

 跡地等名称 
敷地面積 

延床面積 

跡地等が生じる 

時期 (予定) 
有効活用の方向性 

1 
下馬複合施設の整備により生じた 

「旧下馬地区会館跡地」 

545 ㎡ 

402 ㎡ 
平成 26 年度 

他の行政需要への対応、貸付・売却による税外

収入策等を含め、資産としての有効活用を検討

する。 

2 

奥沢まちづくりセンターの移転に

より生じた 

「奥沢まちづくりセンター跡地」 

277 ㎡ 

267 ㎡ 
令和元年度 

他の行政需要への対応、貸付・売却による税外

収入策等を含め、資産としての有効活用を検討

する。 

3 

梅ヶ丘拠点施設の整備により生じ

る 

「保健センター跡地」 

1,738 ㎡ 

5,233 ㎡ 
令和 2 年度 

世田谷区医師会と協議を進め、既存施設の解

体、除却、跡地の売却等について検討する。 

4 

松原まちづくりセンター等の整備

により生じる 

「松原まちづくりセンター跡地」 

403 ㎡ 

199 ㎡ 
令和 3 年度 

他の行政需要への対応、貸付・売却による税外

収入策等を含め、資産としての有効活用を検討

する。 

5 

認可保育園への移行・移転により生

じる 

「玉川赤ちゃんの家保育園跡」 

― 

131 ㎡ 
令和 3 年度 

他の行政需要への対応、貸付による税外収入策

等を含め、資産としての有効活用を検討する。 

6 

教育総合センターの整備により生

じる 

「教育相談室世田谷分室跡」 

― 

   687 ㎡ 
令和 3 年度 

令和 3 年度中を目途に、ぷらっとホーム世田谷

と若者総合支援センターを移転する方向で調

整を進める。 

7 

西弦巻保育園と弦巻保育園の移転・

統合により生じる 

「西弦巻保育園跡地」 

1,157 ㎡ 

682 ㎡ 
令和 10 年度 

他の行政需要への対応、貸付・売却による税外

収入策等を含め、資産としての有効活用を検討

する。 

8 

西弦巻保育園と弦巻保育園の移転・

統合により生じる 

「弦巻保育園跡地」 

1,156 ㎡ 

550 ㎡ 
令和 11 年度 

他の行政需要への対応、貸付・売却による税外

収入策等を含め、資産としての有効活用を検討

する。 
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② 跡地等の有効活用方針が定まったもの 

 跡地等名称 
敷地面積 

延床面積 

跡地等が生じる 

時期(予定) 
有効活用方針 

1 
池尻複合施設の整備により生じた 

「旧池尻地区会館跡地」 

465 ㎡ 

  531 ㎡ 
平成 25 年度 令和 3 年度以降、執務室等として活用する。 

2 
花見堂小学校の閉校により生じた 

「花見堂小学校跡地」 

5,655 ㎡ 

― 
平成 29 年度 

平成 29～30 年度（Ⅰ期）は代沢小学校仮校舎と

して暫定活用し、令和元年度（Ⅱ期）以降、（仮

称）花見堂複合施設を整備する。 

3 

下北沢小学校と北沢小学校の統合

により生じる 

「北沢小学校跡」 

6,332 ㎡ 

5,150 ㎡ 
平成 30 年度 

令和 2～5 年度は池之上小学校仮校舎として暫

定活用し、その後の後利用については、行政需

要や財政状況、地域住民の意見等を踏まえ、引

き続き検討する。 

4 

北沢保健福祉センターの移転によ

り生じる 

「北沢保健福祉センター跡」 

1,287 ㎡ 

1,996 ㎡ 
平成 30 年度 

本庁舎等整備における仮庁舎として活用する

ほか、他の公共施設等の仮移転先として暫定活

用する。 

5 

船橋まちづくりセンターの移転に

より生じる 

「船橋まちづくりセンター跡地」 

562 ㎡ 

296 ㎡ 
平成 30 年度 

本庁舎等整備における仮庁舎等として活用す

る。 

6 
若林小学校の移転により生じる 

「若林小学校跡地」 

7,350 ㎡ 

― 
令和元年度 

令和 3 年度を目途に、教育総合センターを整備

するほか、高齢者施設を整備する。 

7 

豪徳寺保育園と梅丘保育園の統合

により生じる 

「梅丘保育園跡地」 

859 ㎡ 

478 ㎡ 
令和元年度 

令和 3 年度を目途に、私立認可保育園等を整備

する。 

8 

世田谷地域拠点保育園の整備によ

り生じる 

「世田谷保育園跡地」 

1,444 ㎡ 

1,158 ㎡ 
令和元年度 

令和 3 年度を目途に、私立認可保育園等を整備

する。 

9 
代沢小学校等の改築により生じる 

「代沢まちづくりセンター跡地」 

387 ㎡ 

324 ㎡ 
令和元年度 

保育施設整備の条件を付して当該地を売却し、

令和 3 年度を目途に、私立認可保育園等を整備

する。 

10 

梅丘まちづくりセンター等の整備

により生じる 

「梅丘地区会館跡」 

441 ㎡ 

324 ㎡ 
令和元年度 

令和 3 年度を目途に、小規模多機能型居宅介護

事業所を整備する。 

11 

世田谷地域拠点保育園の整備によ

り生じる 

「代田保育園跡」 

993 ㎡ 

691 ㎡ 
令和 2 年度 

近隣の保育施設（羽根木こども園、松原保育園）

改築時の仮園舎として活用する。 

12 

玉川総合支所等の改築により生じ

る 

「玉川総合支所分庁舎跡地」 

1,614 ㎡ 

― 
令和 2 年度 

令和 5 年度を目途に、玉川地域拠点保育園を整

備する。 

13 
若林複合施設の整備により生じる 

「若林まちづくりセンター跡地」 

284 ㎡ 

280 ㎡ 
令和 2 年度 

本庁舎等整備における仮庁舎等として活用す

る。 

14 

なかまちＮＰＯセンターの見直し

により生じる 

「なかまちＮＰＯセンター跡地」 

992 ㎡ 

990 ㎡ 
令和 2 年度 

本庁舎等整備における仮庁舎等として活用す

る。 

15 

梅ヶ丘拠点施設の整備により生じ

る 

「子ども初期救急診療所及び子ど

も休日夜間薬局跡」 

― 

103 ㎡ 
令和 2 年度 

令和 5～7 年度は、（仮称）臨時図書館カウンタ

ー梅丘として暫定活用する。 

16 

教育総合センターの整備により生

じる 

「ほっとスクール城山跡地」 

1,534 ㎡ 

  485 ㎡ 
令和 3 年度 

本庁舎等整備における仮駐車場用地として活

用する。 

17 

北沢地域拠点保育園の整備により

生じる 

「下北沢保育園跡地」 

1,057 ㎡ 

440 ㎡ 
令和 3 年度 

令和 5 年度を目途に、私立認可保育園を整備す

る。 

18 

教育総合センターの整備により生

じる 

「教育センター跡」 

― 

1,726 ㎡ 
令和 3 年度 

不登校特例校（分教室型）及び、本庁舎等整備

における仮庁舎等として活用する。 



330 

 

 跡地等名称 
敷地面積 

延床面積 

跡地等が生じる 

時期(予定) 
有効活用方針 

19 

公共施設の多機能活用等により生

じる 

「職員研修会場・事務室跡地」 

1,289 ㎡ 

2,205 ㎡ 
令和 3 年度 令和 4 年度以降、売却する。 

20 

保育室ＳＵＫＵＳＵＫＵの移転に

より生じる 

「保育室ＳＵＫＵＳＵＫＵ跡」 

― 

   123 ㎡ 
令和 3 年度 

令和 3～4 年度は、同建物内の梅丘ボランティ

アビューローの機能拡充として暫定活用する。 

21 

松原まちづくりセンター等の整備

により生じる 

「松原ふれあいの家跡」 

287 ㎡ 

  122 ㎡ 
令和 3 年度 

道路事業用地として活用するまでの間、民間の

障害者施設として暫定活用する 

22 

花見堂複合施設の整備により生じ

る 

「代田南児童館・代田南地区会館跡

地」 

1,170 ㎡ 

   749 ㎡ 
令和 3 年度 

令和 6 年度を目途に、民間事業者により地域密

着型特別養護老人ホーム等を整備する。 

23 

さら就労塾＠ぽれぽれの廃止によ

り生じる 

「さら就労塾＠ぽれぽれ跡地」 

340 ㎡ 

   121 ㎡ 
令和 3 年度 

令和 5 年度を目途に、重度障害者対象のグルー

プホームを整備するほか、解体までの期間、他

の公共施設等の仮移転先として暫定活用する。 

24 

玉川地域拠点保育園の整備により

生じる 

「深沢保育園跡地」 

1,151 ㎡ 

527 ㎡ 
令和 5 年度 

令和 5 年度以降を目途に、私立認可保育園等を

整備する。 

25 

玉川地域拠点保育園の整備により

生じる 

「奥沢西保育園跡地」 

1,157 ㎡ 

560 ㎡ 
令和 5 年度 

令和 5 年度以降を目途に、私立認可保育園等を

整備する。解体までの期間、等々力保育園（本

園）改築時の仮園舎として活用する。 

26 

松丘幼稚園のこども園化により生

じる 

「松丘幼稚園跡地」 

1,653 ㎡ 

696 ㎡ 
令和 9 年度 

令和 10 年度以降を目途に、区立保育園の新園

舎を整備し、西弦巻保育園と弦巻保育園を移

転・統合する。 
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（２）せたがや道づくりプランに基づく取組み 

所管部 
道路・交通計画部 

土木部 
取組み内容 

推進事業「道路ネットワークの計画的な整備」（事業番号

411）に基づき、計画的に道路を整備します。 

 

（３）舗装更新計画に基づく取組み 

目
的 

区道全路線（1,094km）の舗装について、「世田谷区舗装更新計画」に

基づき、計画的かつ効率的な更新に取り組み、長期的な更新経費の大幅

な抑制を図ります。 

所管部 土木部 

取
組
み
方
針 

○区道を「主要な区道」(バス通り、緊急輸送道路等 151km)と「その他区道」(主に生活道路 943km)に

区分し、特性に応じた維持更新を進めます。 

○定期的な点検、診断結果に基づく措置、舗装管理台帳の整備等によりメンテナンスサイクルを確立

し、予防保全型管理を推進します。 

○「主要な区道」は、半永久舗装※により長寿命化し、ライフサイクルコストを縮減することで、平成

30 年度からの 50 年間で約 470 億円の経費抑制を図ります。 

○更なる効率化に向けて、「その他区道」の舗装構造の検討、占用企業との連携強化、工事発注方法の

工夫等に取り組みます。 

※半永久舗装：表面の軽微な補修だけで、50 年間以上機能維持できる舗装 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

主要な区道の更新 3.7 万㎡ 3.2 万㎡ 2.9 万㎡ 3.0 万㎡ 

その他の区道の更新 1.9 万㎡ 1.4 万㎡ 2.1 万㎡ 1.2 万㎡ 

定期点検 

路面性状調査 

主要な区道 

全路線 151km 

― 

路面劣化調査 

その他区道 

全路線 943km 

― 

更なる効率化の取組

み 

①「その他区道」の

舗装構造の検討 

②更新工事の発注方

法の検討及び検討

に基づく取組み 

③占用企業との連携

強化の検討及び検

討に基づく取組み 

①②③ 

検討の継続及び

検討に基づく取

組み 

①②③ 

検討の継続及び

検討に基づく取

組み 

①②③ 

検討の継続及び

検討に基づく取

組み 

 

（４）みどりの基本計画に基づく公園整備の取組み 

所管部 
みどり３３推進担

当部 
取組み内容 

推進事業「公園・緑地の計画的な整備」（事業番号 410）に基

づき、計画的に公園を整備（新設、拡張整備）します。 
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（５）公園等長寿命化改修計画に基づく取組み 

目
的 

老朽化する公園施設に的確に対応するため、財政負担の平準化と抑

制を図りながら、調査点検に基づく優先度を設定した計画的な維持管

理に取り組み、公園利用者の安全・安心を確保します。 

所管部 
みどり３３推進担

当部 

取
組
み
方
針 

○耐用年数の長い施設の採用や点検等に基づく計画的な改修を実施していくことで、公園施設の長寿

命化及び費用の平準化による経費抑制（年間約 1 億 2 千万円）を図ります。 

○老朽化が進む公園について、財政負担を平準化させながら、優先度を設定し、計画的に改修します。 

○各種公園施設のうち、安全性や防犯性の観点から「遊具」「トイレ等建築物」「がけ、擁壁」を特に重

要な施設（特定施設）と位置づけ、点検等に基づく予防保全型の管理を実施します。 

○公園灯のＬＥＤ化に取り組み長寿命化、省エネルギー化を実現します。 

○長寿命化計画の効果的な推進と更なる効率的な維持管理に向けて、設計方針の作成、住民参加による

維持管理の拡大などに取り組みます。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

改修 

大規模公園 3,500 ㎡ 9,900 ㎡ 6,400 ㎡ 6,400 ㎡ 

緑道 355ｍ 345ｍ 480ｍ 375ｍ 

身近な広場 3,350 ㎡ 4,710 ㎡ 3,850 ㎡ 1,590 ㎡ 

特定施設健全度調査 

（定期点検） 

遊具・がけ等 

全対象施設 

遊具・がけ等 

全対象施設 

遊具・がけ・建

築物等 

全対象施設 

遊具・がけ等 

全対象施設 

トイレの洋便器化 33 基 30 基 7 基 7 基 

公園灯のＬＥＤ化 134 個 134 個 134 個 134 個 

更なる効率化の取組み 

①長寿命化設計方

針の作成 

 

②住民参加による

維持管理作業の拡

大検討 

①設計方針に基づ

く設計工事の効率

化 

②住民参加による

維持管理作業の拡

大検討 

①設計方針に基

づく設計工事の

効率化 

②住民参加によ

る維持管理作業

の拡大検討 

①設計方針に基

づく設計工事の

効率化 

②住民参加によ

る維持管理作業

の拡大検討 
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（６）橋梁長寿命化修繕計画に基づく取組み 

目
的 

世田谷区が管理する橋梁 159 橋について、日常管理の徹底と定期的な

点検、計画的な修繕・架替えの実施により、橋梁の長寿命化と維持管理

費用の縮減、平準化を図ります。 

所管部 土木部 

取
組
み
方
針 

○定期点検計画（平成 25 年度（2013 年度）から令和 4 年度（2022 年度））に基づき、5 年に 1 度の定

期点検を実施し、橋梁の健全性を的確に把握します。 

○短期管理計画（平成 25 年度（2013 年度）から令和 4 年度（2022 年度））に基づき、橋梁の修繕及び

架替えを実施します。 

○令和 3 年度に最新の点検結果等をもとに橋梁長寿命化修繕計画を改定し、令和 3 年度以降は、新たな

計画に基づき取り組みます。 

※令和 2 年度実績は見込み 

実
現
に
向
け
た
取
組
み 

項目 
平成 30 年度 
（2018年度） 

令和元年度 
（2019年度） 

令和 2 年度 
（2020年度） 

令和 3 年度 
（2021年度） 

5 年ごとの定期点検 6 橋 30 橋 56 橋 39 橋 

計画修繕 1 橋 4 橋 5 橋 4 橋 

架替え 1 橋 0 橋 0 橋 0 橋 

計画の改定 ― 検討 検討 
計画の改定、計画

に基づく取組み 

 

（７）水路の維持の取組み 

所管部 土木部 取組み内容 
通常のパトロールにより点検し、必要に応じて補修等を行

います。 

 

（８）その他、公共施設等総合管理計画に含まれる都市基盤施設の取組み 

所管部 
みどり３３推進担

当部 
取組み内容 街路樹維持管理 

所管部 土木部 取組み内容 

街路灯維持管理 

ＬＥＤ街路灯新設改良 

交通安全施設※整備  ※ガードパイプ等 
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第７章 財政収支見通し 
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※ 各表の数値は原則として表示単位未満を四捨五入しているため、 

合計と一致しない場合があります。 
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１ 財政見通し ～今後 4年間（令和 3年度～令和 6年度）の見通し～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○この財政見通しは、経済状況などの変化に対応し、再調整を行います。 

○「その他行政運営費」は、扶助費、公債費、他会計繰出金以外のすべての経費を含みます。 

○歳入見込みと歳出見込みの差額を「財政収支」としています。 

 

 

（単位：百万円） 

予算額 増減額 増減率 予算額 増減額 増減率 予算額 増減額 増減率 予算額 増減額 増減率

特別区税 117,907 △ 7,555 △6.0% 114,407 △ 3,500 △3.0% 115,607 1,200 1.0% 117,307 1,700 1.5%

地方消費税交付金 19,913 △ 146 △0.7% 19,913 0 0.0% 19,913 0 0.0% 19,913 0 0.0%

特別区交付金 48,280 △ 5,214 △9.7% 48,380 100 0.2% 49,680 1,300 2.7% 47,980 △ 1,700 △3.4%

国庫･都支出金 83,613 △ 1,488 △1.7% 86,307 2,694 3.2% 85,928 △ 379 △0.4% 85,607 △ 321 △0.4%

繰入金 10,921 3,532 47.8% 10,700 △ 221 △2.0% 16,700 6,000 56.1% 6,500 △ 10,200 △61.1%

特別区債 11,513 1,173 11.3% 19,630 8,117 70.5% 25,077 5,447 27.7% 16,792 △ 8,285 △33.0%

その他 27,843 1,953 7.5% 25,708 △ 2,135 △7.7% 26,439 731 2.8% 26,386 △ 53 △0.2%

歳入合計　（A） 319,989 △ 7,745 △2.4% 325,044 5,055 1.6% 339,343 14,299 4.4% 320,484 △ 18,859 △5.6%

人件費 59,819 △ 241 △0.4% 59,366 △ 453 △0.8% 59,962 596 1.0% 60,476 514 0.9%

行政運営費 230,676 5,330 2.4% 232,016 1,340 0.6% 235,133 3,117 1.3% 235,016 △ 117 △0.0%

扶助費 98,795 1,572 1.6% 100,861 2,066 2.1% 103,903 3,042 3.0% 104,485 582 0.6%

公債費 12,169 6,771 125.4% 11,196 △ 973 △8.0% 10,705 △ 491 △4.4% 9,521 △ 1,184 △11.1%

他会計繰出金 26,229 △ 1,076 △3.9% 26,779 550 2.1% 27,329 550 2.1% 27,979 650 2.4%

その他行政運営費 93,483 △ 1,937 △2.0% 93,180 △ 303 △0.3% 93,196 16 0.0% 93,031 △ 165 △0.2%

投資的経費 29,494 △ 12,835 △30.3% 33,662 4,168 14.1% 44,248 10,586 31.4% 24,992 △ 19,256 △43.5%

歳出合計　（B) 319,989 △ 7,745 △2.4% 325,044 5,055 1.6% 339,343 14,299 4.4% 320,484 △ 18,859 △5.6%

0 0 0 0

令和３年度 令和４年度 令和６年度令和５年度

財政収支　C（A-B)

歳
 
 
出

歳
 
 
 
 
入

区分
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２ 新実施計画事業費 

新実施計画事業に要する事業費を示しています。 

なお、施設整備費（既に設計または着工済）、既存施設の維持運営費、経常的な経費は除外して

います。                                （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分
野

平成30年度実績

（2018年度）

令和元年度実績

（2019年度）

令和2年度実績見込み

（2020年度）

令和3年度

（2021年度）
計

101 生涯を通じた一人ひとりの健康づくりの推進 26 42 68 75 212

102 介護予防の総合的な推進 5 5 5 51 66

103 認知症在宅支援の総合的な推進 11 6 15 16 49

104 在宅医療・介護連携推進事業 1 0 0 0 2

105
高齢者の在宅生活を支える保健福祉サービスの整
備 165 38 348 1,111 1,662

106 障害者の地域生活の支援と障害者差別の解消 313 31 37 38 419

107 障害者就労の促進 128 126 127 121 503

108 相談支援機能の強化 201 217 217 218 853

109 地区・地域での社会資源の発掘・創出 186 195 201 202 783

110 全区的な保健医療福祉拠点の整備・運営 0 0 1 2 3

111 福祉人材育成・研修センター運営 1 30 90 93 214

112 地域包括ケアシステムの深化・推進 【再掲】978 【再掲】643 【再掲】1,090 【再掲】1,889 【再掲】4,600

1,037 689 1,112 1,927 4,765

201 若者の交流と活動の推進 32 71 74 73 251

202
生きづらさを抱えた若者の社会的自立に向けた支
援 55 55 61 62 233

203 家庭・地域における子育て支援の推進 481 555 663 634 2,334

204 保育・幼児教育の充実 3,100 4,908 2,488 2,875 13,371

205
妊娠期からの切れ目のない支援（世田谷版ネウボ
ラ）の推進 255 282 425 310 1,273

206 子どもの成長と活動の支援 59 63 53 71 246

207 「世田谷９年教育」の推進 298 308 482 214 1,301

208 特別支援教育の充実 776 775 964 1,041 3,555

209 支援を必要とする子どもと家庭のサポート 727 803 901 955 3,386

210 効果的な児童相談行政の推進 12 101 68 65 246

211 教育相談・不登校対策の充実 457 467 498 525 1,946

212
世田谷の教育を推進する拠点づくり～教育総合セ
ンター～ 0 0 1 1 2

213
知と学びと文化の情報拠点としての新たな図書館
の創造 467 595 504 571 2,138

6,718 8,983 7,183 7,397 30,281

健
康
・
福
祉

小計

子
ど
も
若
者
・
教
育

小計

特別会計を除く
【凡例】
　―：施設整備費または経常的経費のみ

新実施計画事業名
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分
野

平成30年度実績

（2018年度）

令和元年度実績

（2019年度）

令和2年度実績見込み

（2020年度）

令和3年度

（2021年度）
計

301
豊かな地域社会づくりに向けた区民による参加と
協働のまちづくり 37 43 39 65 184

302 コミュニティ活動の場の充実 ― ― ― ― ―

303 地域防災力の向上 37 39 36 37 150

304 犯罪のないまちづくり 67 73 54 50 244

305 男女共同参画の推進 11 12 15 10 48

306 ＤＶ防止の取組み 9 13 15 21 58

307 多文化共生の推進 24 20 3 12 60

308
文化・芸術・歴史資源の魅力発信と子どもの創造
性の育み 29 43 50 25 147

309 地域での生涯を通じたスポーツの推進 10 48 6 10 74

310
環境に配慮したライフスタイルへの転換と再生可
能エネルギー利用の促進 36 38 39 64 177

311 区民・事業者の３Ｒ行動の促進 31 33 34 36 134

312 たばこマナーが向上するまちづくりの実現 37 80 91 87 295

313 世田谷産業の基礎づくり 18 9 17 142 186

314 世田谷産業を担う人材の充実と活用 91 114 144 175 523

315 まちなか観光の推進 21 50 35 16 121

457 616 577 749 2,400

401 木造住宅密集地域の解消 589 789 731 749 2,858

402 建築物の耐震化の促進 332 1,310 258 508 2,408

403 狭あい道路拡幅整備の促進 752 661 746 741 2,901

404 豪雨対策の推進 3 3 11 12 29

405 地区街づくりの推進 55 69 75 57 256

406 魅力ある風景づくりの推進 32 72 15 14 133

407 魅力あるにぎわいの拠点づくり 7 12 25 16 60

408 様々な住まいづくりと居住支援 70 79 105 84 338

409 世田谷らしいみどりの保全・創出 134 128 152 186 600

410 公園・緑地の計画的な整備 136 150 213 241 739

411 道路ネットワークの計画的な整備 353 592 392 510 1,847

412 無電柱化の推進 469 181 252 155 1,057

413 公共交通環境の整備 534 285 1,039 650 2,508

414 連続立体交差事業等による安全安心の拠点づくり ― ― ― ― ―

3,465 4,332 4,015 3,922 15,734

11,677 14,621 12,888 13,995 53,180

小計

都
市
づ
く
り

小計

合計

新実施計画事業名

暮
ら
し
・
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
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３ 行政経営改革効果額 

 

 

 

平成30年度末

(2018年度)

令和元年度末

(2019年度)

令和2年度末見込み

(2020年度)

令和3年度計画

(2021年度)
合計

(1)都区制度改革、地
方分権改革

0111都区制度改革、地
方分権改革

― ― ― ― ―

(2)将来人口動向に応
じた自治体経営

0121今後の自治体経営
のあり方研究、検討

― ― ― ― ―

(3)自治体間連携等の
推進

0131自治体間連携等の
推進

― ― ― ― ―

(4)DXの取組みの推進 0141 DXの取組みの推進 ― ― ― ― ―

(1)地域行政の推進 0211地域行政の推進 ― ― ― ― ―

0221情報公開の推進 ― ― ― ― ―

0222広報機能の充実 ― ― ― ― ―

0231広聴機能の充実 ― ― ― ― ―

0232寄附文化の醸成と
ふるさと納税対策の推
進

○ 78,846 63,245 218,396 58,290 418,777

0311勤務時間の適正管理及び

ワーク・ライフ・バランスの推

進、ワークスタイル改革
― ― ― ― ―

0312保育園入園事務に
おける勤務時間の適正
管理に向けた取組み

○ ― 0 0 ※ ※

0313妊娠期からの切れ
目のない支援情報シス
テムの構築

○ ― ― ― ― ―

(2)エコ区役所の実現
等、環境配慮行動の
推進

0321区役所全体のエネ
ルギー使用量の削減

○ 20,179 37,373 124,226 22,598 204,376

(3)機能的な窓口の実
現に向けた取組み

0331機能的な窓口の実
現に向けた取組み

― ― ― ― ―

４ 執行体制
の整備

(1)執行体制の整備と
人材育成

0411執行体制の整備と
人材育成

― ― ― ― ―

0511新たな行政評価手
法の構築

― ― ― ― ―

0512効果的な新公会計
制度の運用

― ― ― ― ―

0521なかまちＮＰＯセ
ンターの見直し

○ ― ― 539 ― 539

0522区立保育園の今後
のあり方

― ― ― ― ―

(1)民間事業者の活用
0611専門性と効率性を
両立した図書館ネット
ワークの構築

○ 130 25,786 0 1,338 27,254

○ 1,106 20 0 ※ 1,126

○ 14,336 16,137 33,907 5,681 70,061

○ 27 210 0 ※ 237

(3)事業主体の民間へ
の転換

0631区立特別養護老人
ホーム等の民営化

○ ― ― ― 67,577 67,577

基本
方針

視点 取組みの考え方 取組み項目
削
減
額

抑
制
額

歳
入
増

効果額（千円）

区
民
に
信
頼
さ
れ
る
行
政
経
営
改
革
の
推
進

２ 自治の推
進と情報公
開、区民参
加の促進

(2)情報公開の推進

(3)区民参加の促進

３ 世田谷区
役所、職員
の率先行
動、職場改
革の推進

(1)働き方改革に向け
た取組み

１自治体改
革の推進

0621官民連携の取組み

持
続
可
能
で
強
固
な
財
政
基
盤
の
確
立

(1)行政評価の充実
（新公会計によるコ
スト分析等）

６ 民間活用
や官民連携
によるサー
ビスの向上
とコスト縮
減

(2)官民連携の取組み

５ 施策事業
の必要性、
有効性、優
先度の視点
やプロセス
評価による
見直し

(2)社会情勢や区民
ニーズに照らした事
業の見直し
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平成30年度末

(2018年度)

令和元年度末

(2019年度)

令和2年度末見込み

(2020年度)

令和3年度計画

(2021年度)
合計

(1)補助金の見直し 0711補助金の見直し ○ 6,486 2,150 44,642 41,316 94,594

0721情報化基盤の強化 ○ 993 0 162,408 ― 163,401

0722時代にあった業務
改善の取組み

○ ― 3,551 3,846 4,324 11,721

0723たまがわ花火大会
平瀬川会場における有
料協賛席の設置

○ ― ― ― ― ―

0724庁有車の削減（統
廃合）

○ ― 0 0 ※ ※

0725事業手法の見直し
による効率化

○ 231 10,646 152,775 178,616 342,268

８ 区民負担
等の適切な
見直し

(1)使用料・利用料の
見直し

0811区民利用施設等の
使用料・利用料の見直
し

○ 41,010 29,565 ― ― 70,575

(1)公共施設の有効活
用

0911老人休養ホームふ
じみ荘の有効活用と施
設整備

○ 1,573 ― ― ― 1,573

(2)公有地等の有効活
用

0921公共施設跡地の民
間への条件付貸付、売
却

○ 4,008 264,001 7,332 13,344 288,685

1011大蔵運動場陸上競
技場スタンド整備

○ 9,754 ― ― ― 9,754

1012うままちプロジェクト

（馬事公苑界わい魅力向上
の取組み）

○ 19,473 ― ― ― 19,473

1013宮坂区民センター
周辺の活性化の取組み

○ 1,670 ― ― ― 1,670

1014クラウドファン
ディングの活用

○ 3,318 17,025 80,822 50,834 151,999

(2)広告事業による経
費の削減

1021区の刊行物等を活
用した広告事業の推進

○ 1,726 880 55 ※ 2,661

1031安全かつ効率的な
公金運用

○ 8,699 3,204 8,033 ※ 19,936

1032公園を活用した税
外収入の確保

○ 1,165 309 1,364 ― 2,838

1033ネーミングライ
ツ、企業名称ＰＲ型官
民連携事業の推進

○ 0 0 0 ※ ※

(4)債権管理の適正化
と収納率の向上

1041債権管理重点プラ
ンに基づく取組み

○ 248,388 75,944 141,743 17,373 483,448

― ― ― ― ―

○ ― 5,939 28,023 88,801 122,763

○ ○ 1,333,750 1,218,318 838,828 1,127,497 4,518,393

1,792,860 1,510,302 1,839,607 1,664,245 6,807,014

30,698 85,465 516,459 404,570 1,037,192

1,344,078 970,454 865,403 1,119,834 4,299,769

418,084 454,383 457,745 139,841 1,470,053

基本
方針

視点 取組みの考え方 取組み項目

外郭団体改革基本方針に基づく取組み

抑
制
額

歳
入
増

効果額（千円）

持
続
可
能
で
強
固
な
財
政
基
盤
の
確
立

７ 施策事業
の効率化と
質の向上 (2)事業手法改善とコ

スト縮減

削
減
額

資
産
等
の
有
効
活
用
に
よ
る
経
営
改
善

９ 公有財産
等の有効活
用

10 税外収入
確保策の推
進、債権管
理の適正化
と収納率の
向上

(1)クラウドファン
ディングの活用

(3)税外収入確保の取
組み

公共施設等総合管理計画に基づく取組み
(0921公共施設跡地の民間への条件付貸付（再掲）分を含む）

合計

＜凡例＞

(数字)：効果額見込み額

  ※  ：現時点では見込み額が積算できな

        いが、財政効果が期待できるもの

  ―  ：直接的な財政効果がないもの

内訳

削減額

抑制額

歳入増
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世田谷区政策方針 

（令和２年９月～令和３年度） 

 

１ 主旨 

新型コロナウイルス感染症が世界中を席巻している。本年３月には、世界の主要都市で

相次いで都市封鎖が実施され、我が国においても、４月７日に緊急事態宣言が発出された。 

４月１０日には東京都の緊急事態措置により、外出自粛や各施設の休業要請など、これ

まで経験したことのない事態に直面し、家計収入の減少や健康不安の高まり、経済活動の

縮小や地域での交流の減少など、多くの人々へ影響を及ぼした。 

その後、国の緊急事態宣言や都の緊急事態措置は解除されたものの、７月上旬以降、都

内の感染者数は再び増加に転じ、４月のピーク時をさらに大きく上回る水準になっている。 

 

新型コロナウイルスをはじめとした感染症は、グローバリゼーションの進行とともに、

早い速度で、かつ世界の広範囲にわたって拡大するようになり、近年の熱帯雨林の開発に

よる生態系破壊の深刻さなどを考慮すると、気象異変の影響もあって、感染症との長期的

な戦いを想定せざるを得ない。 

これからの区政運営は、区民生活の安全及び区民の健康と生命を守り抜くことを基本に、

感染症防止対策と、区民や事業者の社会・経済活動の維持・活性化とのバランスを保ち、

感染症を抑えながら活動する地域社会を構築していくことが求められる。 

一方、今後の区財政を見通すためのひとつの指標となる国内総生産の実質成長率は、消

費税増税があった昨年１０月～１２月期から３四半期連続のマイナス成長となり、本年４

月～６月期は年率換算で２７．８％の減と、リーマンショックを上回る戦後最悪のマイナ

ス成長となった（８月１７日公表内閣府速報値）。新型コロナウイルス感染症拡大は、広範

囲の業種で深刻な影響をもたらし、かつてない区民の生活危機を進行させている。こうし

た状況から、区財政は大幅な減収は必至の状況であり、これまで経験したことのない財源

不足と、複数年にわたりコロナ以前の水準への回復を見込めないことも覚悟の上で、厳し

い財政運営の中、区民生活を支えていく必要がある。 

 

こうした認識のもと、切迫する区民の行政ニーズに応え、持続可能な行財政運営を確保

するとともに、政策課題の優先順位を全庁横断的に整理し、あらゆる施策について本質的

な見直しを進めるための区政運営の指針として、「政策方針」を定める。 
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２ 政策方針の位置づけ 

政策方針は、令和２年度後半から令和３年度における区政運営の方針とする。 

具体的には、以下の４つの柱に基づき、政策課題の優先順位を横断的に整理し、令和２

年度の事務事業の緊急見直し、令和３年度当初予算の編成、及び新実施計画（後期）の進

捗管理（令和３年度の取組み内容や事業費の変更を含む）に反映させる。 

（１）新型コロナウイルス感染症防止対策 

（２）区民の生活と区内事業者等の活動を守る取組み 

（３）子どもの学びと育ちの支援 

（４）施策事業の本質的な見直し、事業手法の転換 

なお、今後、政策方針に基づく施策の実施状況を踏まえ、令和４年度からの（仮称）調

整計画や（仮称）地域行政推進計画、令和６年度からの次期基本計画の策定に着手する。 

 

３ ４つの柱と取組みの方向性 

（１）新型コロナウイルス感染症防止対策 

 これまでの区の取組みは、感染症拡大を受けての緊急対応であり、今般のように感染

症による健康危機が区民の生活や事業活動の様々な領域に甚大な影響を及ぼすことを

十分に想定できないまま始まった。 

都内最大の人口を有する区として、区民の健康と生命を守るために、区の現状把握及

び分析を進めるとともに、専門家による最新の知見と助言も得て、必要で戦略的な感染

症防止対策を講じていく。 

 □世田谷保健所と保健福祉センター健康づくり課の組織を見直し、保健所の感染症対

策の体制強化とフレキシブルに庁内の応援体制を構築できる仕組みを整える。 

 □感染症拡大の現状把握と分析を進め、専門家による最新の知見と助言を得て、PCR検

査体制のさらなる強化と充実をはじめ、従来にない新型コロナウイルス感染症の特

徴をとらえて、効果的かつ合理的な区としての戦略と対策を構築する。 

 □感染症に関する情報について、個人情報の保護と人権、事業者の活動への配慮をし

ながら、引き続き区民・事業者への注意喚起や感染予防の取組みに協力いただくた

め、区民への情報提供を適切に行っていく。 

 

（２）区民の生活と区内事業者等の活動を守る取組み 

感染症防止対策と、区民や事業者の社会・経済活動の維持・活性化とのバランスを保

つため、区民生活や地域経済の実態を見守り、国や東京都の補正予算を最大限活用しな

がら、必要な支援策について時期を逸することなく講じる。 

 

□外出自粛、施設やイベントの休止による、健康不安の高まり、地域での孤立や生きが

いの喪失など、区民生活や地域社会の実態を十分に把握し、「三密を避ける」ととも

に、交流とコミュニケーションを重視した、地域活動を活性化させるための取組みを

工夫をこらしながら推進する。 

□感染症の影響による家計収入の減少などの経済的困窮や、精神的な不安やストレス

による不調、また、虐待やＤＶに対する支援や相談体制を強化する。 
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□区内事業者の事業継続や感染症防止対策と両立するための事業転換の支援、雇用の

維持・創出に向けた対策など、区内経済の循環と地域産業活性化を推進する。 

 

（３）子どもの学びと育ちの支援 

  大人も先が見通せず、不安も多い状況が続く中、心身ともに成長期にある子どもた

ちが、困難な環境下でもあたたかく、一人ひとりの可能性を十分に伸ばすことのでき

るよう支援する。 

日常生活の中で、感染症防止対策を講じながら、最大限子どもたちの学びと育ちを保

障するとともに、ＩＣＴを活用し、誰一人取り残すことのない、個別最適化された学び

の基盤を構築する。 

 □児童・生徒への１人１台のタブレット型端末の配備を早期に進めるとともに、端末

を活用した学習環境の充実や一人ひとりの理解や個性に応じた学びを体得できるよ

う指導・支援を充実する。 

 □学校等における感染症防止対策の効果的な実施を基盤とするとともに、ＩＣＴを活

用した教育を実施し、子どもの学びと安全を確保するため、学校や教職員等への支

援体制を強化する。 

 □感染症防止に配慮した様々な環境の変化が、子どもたちや保護者の精神的なストレ

スを増加させていることを踏まえ、相談体制や精神的ケアの体制などを強化する。 

 

（４）施策事業の本質的な見直し、事業手法の転換 

  コロナ禍の影響により地域における区民生活や事業活動の根本が揺らいでいる。そ

れに伴い、改めて行政ニーズの重心を見定め、区が取り組む施策の優先順位を見直す

ことが必要となっている。同時に、特別区税を中心に税収が減少し、財源が数年間に亘

り大きく損なわれるため、予算規模を思い切って縮小し、持続可能なものにしなけれ

ばならない。こうした前提のもと、施策事業のあり方を一つひとつ見直す。 

□中期的な施策推進の取組みを示す現行の新実施計画（後期）（～令和 3年度）につい

ては、区民生活への影響等を検証したうえで、発展充実の先送りなどを含め、取組み

内容を見直して進捗管理に反映させる。また、計画に掲げる行政経営改革の取組みを

一層加速させる。 

 □その他すべての事務事業について、区民や事業者の社会・経済活動の維持・活性化を

念頭に、必要性・有効性・公益性等を精査し、内容や手法の転換、実施の是非の検討

を行う。 

□ＩＣＴ等を活用した区民サービス向上（オンライン相談、電子申請の拡充、会議やイ

ベントのオンライン化）に取り組むとともに、時代の変化に敏感な若い世代の提案を

受け入れ、新しいスタイルでの働き方で区業務の効率化を一層進める。  

□公共施設や道路、公園など都市基盤の整備にあたっては特に中長期的な展望を持ち、

安全性・緊急性の観点を基本に内容や時期を再検討する。また、既存の施設を含め、

施設機能の見直しについて検討し、生み出した余剰床を有効活用し、賃借物件の返還

や跡地売却含めて効果的な公共施設の再配置や機能移転を図る。 

 



345 

 

４ 災害対策について 

避難所の運営はじめ、感染症防止の観点から、災害対策のあり方を見直す。 

また、激甚化・頻発化する風水害や震災から区民を守るため、令和元年台風第１９号の

被害を教訓に、更なる防災・減災の取組みを強化するとともに、様々な自然災害が発生し

ても被害を最小限に抑え、迅速に復旧・復興するため、国土強靭化の取組みも進め、基本

計画で掲げる安全で災害に強いまちづくりを実現する。 

 

５ 本庁舎等整備について 

本庁舎等整備のために費やした時間と労力、そして予算を活かし、公告を見送って以来

も、さらに必要な検討を重ねてきた。持続可能な財政運営を図り、区民の生命と財産を守

るとともに、地域経済への波及効果の観点からも、区が取り組むべき最優先課題として、

本庁舎等整備を着実に進める。 

感染症防止対策を含め、災害対策機能の強化は喫緊の課題であり、その中枢管理機能を

果たす本庁舎等の果たす役割は大きい。また、事業規模が大きいことから、工事の下請だ

けでなく、資機材の購入・リース、日用品の購入まで、幅広く区内事業者の受注機会の確

保につながり、区内経済への波及効果も期待できる。 

次世代に残す区民生活の基盤を支える拠点としてしっかり取り組んでいく。 

 

６ 地域行政の推進について 

地域行政制度は区政運営の骨格であり、この改革は９２万都市の将来を決める重要な課

題である。住民自治の拡充と「参加と協働」の推進をかけて見直しの作業を続けてきた。 

今般の感染症拡大に伴う、外出自粛、施設やイベントの休止等、これまでに経験のなか

った事態が、区民生活や地域社会に与えた影響を把握するとともに、地域行政制度のあり

方について区民の理解を深め、参加の機会を十分に確保し、議論を重ねるため、地域行政

にかかる条例の提案や推進計画の策定のスケジュールを見直す。 

令和３年第３回区議会定例会へ条例案を提案し、令和４年４月に推進計画を施行し、業

務や執行体制の見直しを計画的に進める。 
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